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はじめに 

中央新幹線（品川・名古屋間）の建設については、平成２６年８月に補正後の

環境影響評価書を公告し、これを踏まえた全国新幹線鉄道整備法の工事実施計

画の認可を同年１０月に受け、事業を実施している段階です。 

静岡工区においては、工事実施段階における環境保全措置やモニタリングの

内容等を深度化するため、静岡県が設置した中央新幹線環境保全連絡会議に出

席し、静岡県と対話を重ねてきました。 

令和元年９月３０日には、静岡県から「中央新幹線建設工事における大井川水

系の水資源の確保及び自然環境の保全等に関する引き続き対話を要する事項」

（以下、「引き続き対話を要する事項」という。）を受領し、令和元年１０月から

令和２年３月にかけて複数回にわたって静岡県と文書交換を行いました。 

その後、静岡県と打合せを重ね、静岡県中央新幹線環境保全連絡会議生物多様

性専門部会（以下、「生物多様性専門部会」という。）の各委員との意見交換を経

て、自然環境の保全等に対する当社の具体的な取組みを網羅的に記載し、文章形

式のわかりやすい構成とした「中央新幹線建設工事（静岡工区）の自然環境の保

全等に向けた取組み」としてとりまとめました。 

この内容について、令和２年１２月及び令和３年２月に生物多様性専門部会

でご説明しましたが、令和３年３月１２日に意見書を静岡県より受領しました

ので、その内容を踏まえて改訂し、令和３年３月２９日に生物多様性専門部会で

改めてご説明しました。更に令和３年４月２７日に意見書を静岡県より受領し

ましたので、本資料はその内容を踏まえて改訂しています※。 

なお、「引き続き対話を要する事項」の各項目に対しては、本資料に全て盛り

込んでいます。また、希少種の保護の観点から、重要な動植物の生息・生育位置

の特定に繋がる情報等については、非公開としました。 

 

※令和３年４月２７日の意見書を踏まえて改訂を行った内容については、３ペ

ージ以降に示しています。 
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引き続き対話を要する事項 本資料対応箇所 

１ 生物多様性の保存に係る基本的考え方 

（１） 

ＪＲ東海は、モニタリングを行うことで、生態系への影響を確認するとしているが、影響の有無を確認するためには、工事着手前の

生態系の状況を正確に把握する必要がある。工事による減水等の生息環境の変化の影響によって（特に影響を受けやすいもの

について）何がどういう影響を受け、どういう事態が生じるリスクがあるかについての明確化（定性的でよい） 

【本編】3-1～3-5ｐ、4-2

ｐ 

（２） 
食物連鎖等生物の関係性は季節により変化するため、ＪＲ東海が利用するとした平成 24 年、27 年の通年調査結果などの既存

データの内容が、工事前の生態系及び河川流量等の構造・機能を把握するために十分なものであるかについての見解 
【資料編】資料１ 

（３） 生息状況に影響を与える可能性のある具体的な箇所における沢等の流量変化の予測値について、図を用いて文章により説明 【本編】4-2p 

（４） 
モニタリング調査の実施にあたっては、環境保全計画の中で、本部会での検討結果をもとに具体的なモニタリング調査実施計画

を作成し部会へ報告 

【本編】4-22～4-30p、

4-47～4-81p 

（５） 

流量変化が大きく生態系への影響が小さいと言えない場合は、影響について定量的評価。この際には以下の検討が必要。 

・ＪＲ東海の作成した食物連鎖図には、季節により変化する生物の関係性が表されていないことから、工事着工前の生態系は、水

域（河畔林含む）・陸域におけるそれぞれの生物群集の構造と機能について、一年を通じ極力定量的に把握し、精確な食物

連鎖図により群集の構成員間の関係を明確化 

・ＪＲ東海が工事着手前に行うとした生態調査において、イワナ類の胃の内容物、カワネズミの環境ＤＮＡ調査は、専門部会に対

し実施すると約束したことであるので、具体的な調査計画を作成 

・水域の食物連鎖図は、生体量（バイオマス）で示すことが望ましく、底生生物の各種の現存量（一次消費者についてはその食

性）、水面落下動物・流下動物の各種の湿重量について、落下・流下時間等の日変化や季節変化も踏まえ整理 

【本編】3-7ｐ、4-2p、4-

61～4-81p 

【資料編】資料１、資料

11 

（６） 調査やモニタリングの内容・質を担保するため、技術者の配置等体制の明確化 【本編】8-1～8-4p 

（７） 
生態系の早期の復元を図るため、生態系に重要な影響を与える昆虫類が生息する河畔林のうち、既に復元が可能な箇所を工

事と平行して河畔林の復元を実施するための具体的な緑化計画の作成 
【本編】4-42～4-46p 

（８） 施工方法により、生態系に与える影響は大きく異なるため、生態系への影響を考慮した施工計画の作成 
【本編】4-1～4-81p 

【資料編】資料２ 

２ 減水量の計測 

（１） 生態系への影響を把握するため、流量減少等の影響が予測される箇所の流量を常時観測するモニタリングポイントの明確化 【本編】4-47～4-53p 

（２） 
モニタリングの際、変化が大きいと予測される場所にカメラの設置を検討することを含め、湧水による河川流量の減少を可能な限

り把握できる方法の明確化 

【本編】4-22～4-30p、

4-47～53p 

（３） 西俣非常口より上流部の生物を守るための具体的措置 【本編】4-1～4-81 

３ 減水に伴う生態系への影響 

（１） 

南アルプスの生態系は極めて環境の変化に敏感であるため、生物の生息環境や生息状況に影響が出ると考えられる危険な水

準（閾値（しきいち））の設定及びその根拠。また、対策を実施する時点（例えば、閾値を超える直前）を明確にしたうえで、その具

体的な対策の内容。水準に達しないうちに何らかの対策を実施する必要がある場合は、その必要性をどのような方法で評価し、

判断するのか、その対策内容の具体化 

【本編】4-3～4-4p、4-

22～4-30p 

（２） 

減水が生じたときの底生生物の生息状況の変化を調べる場合において、底生生物は残った生息地に一時的に集中する現象が

起きる。このため、単にコドラート法によって生物量を調べるだけでは、評価が困難となる。生物調査と同時に生息可能な空間の

サイズや質の変化についての調査、予測、評価の具体化が必要 

【本編】4-72ｐ 

４ 濁水等処理 

（１） 

ＪＲ東海は、河川に放流する排水の管理基準を浮遊物質量(SS)25mg/L 以下としているが、大井川源流域河川の清澄な水の(SS)

は、1mg/L 以下である。(SS)25mg/L の現管理基準では、底生生物に大きな被害を及ぼすものと推測される。より厳しい自主管

理基準の設定及びその対策 

【本編】4-8～4-21p 

（２） 
いかなる状況においても有害物質や濁水が河川に流れ出すことのないよう、清水と濁水を分離する濁水処理設備の能力は、突

発湧水時に対応できる配置計画とする必要があるので、施工計画と併せてその内容を具体化 

【本編】4-14ｐ 

【資料編】資料６ 

５ 水温管理 

（１） 

冬季のトンネル内湧水は、表流水の水温と比較し、約 10℃程度温かいと推測される。ＪＲ東海が爆気して温度を下げるとしている

が、具体的な処理方法までは示されていない。河川流量が減少したところに放水した場合の生息環境への影響や生物の産卵期

などでも影響が出ない処理方法の具体化 

【本編】4-16～4-17p 

【資料編】資料７ 

６ 発生土対策 

（１） 
発生土置き場における濁水等の処理は、ＪＲ東海からは具体的な図面等は示されていない。調整池等の規模や能力が十分であ

るかを確認するため、緑化計画と併せて、平面図と立面図を用いた計画内容の（文章による）明確化 

【本編】4-18～4-19p 

【資料編】資料３ 

７ 代償措置 

（１） 
トンネル掘削工事によって、生物多様性に影響が出るリスクが高い。影響の回避、低減、復元、代償、補償という段階に従って、

まずは、回避、次に低減を考え、代償、補償は、最終の手段とする代償の考え方についての記載 
【本編】1-3ｐ 
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『中央新幹線建設工事（静岡工区）の自然環境の保全等に向けた取組み』に対する意見書（令和３年４月２７日）の概要 本資料見直し箇所 

１ 南アルプス地域の自然環境保全に関するＪＲ東海の基本的考え 

（２） ユネスコエコパークとの関連  

① 

南アルプスエコパークとの関連や自然環境保全の基本的な考え方の中に事業実施に当たっての自然環境への「配慮」について

は記載されているが、より踏み込んだ「積極的な保全」について JR 東海が関わっていくことを表明できないか。企業として南アル

プスの環境保全を推進することを「基本的な考え方」として表明することを期待したい。 

【本編】1-9～1-15p 

② 

「地域資源の持続可能な利活用」として「椹島における工事用宿泊施設（将来的なリゾート施設）としての活用」が挙げられてい

る。しかし、当該施設は、大規模リゾートとしての活用ではなく、南アルプス深部への拠点施設における自然体験のために活用す

る施設として、また、「活性化に貢献」というよりは「質の高い自然体験の創出」という観点で整備を行うべきである。ツーリズムの方

向性については、別途しっかりと議論すべきであり、JR 東海のもつ観光と地域の関連についての多くの知識と経験の活用を期待

したい。 

【本編】1-13p 

（３） 環境保全等に向けたＪＲ東海の基本的な考え方  

① 

「影響を回避または低減（修復）し、やむを得ない場合に植物の移植等の代償措置を実施」する対象は工事ヤード等の改変範囲

と影響範囲が同一の場合のみとなっており、トンネル掘削に伴う河川流量への影響のような、改変範囲と影響範囲が異なる場合

における回避・低減の考えが示されていない。ヤマトイワナ等の魚類に関する保全策は、部会での度重なる指摘にもかかわらず

必要に応じ代償措置を講じるとするのみで、回避や低減策がはじめから考えられておらず問題である。トンネル掘削による川や沢

等の渇水とそれに起因する生態系への影響はきわめて深刻であるため、環境影響の回避・低減・修復に関して行う具体的な行為

を記載していただきたい。 

【本編】 

3-3～3-9p、 

4-1～4-36p 

② 

代償措置として示される魚類の移殖は、その移殖先の沢がまず問題となるが、沢は特定されておらず、移殖先の魚類の存在や生

息環境の状況なども明らかとなっていない。移殖先の沢は減水した沢にできるだけ距離が近い沢が望まれるが、渇水の影響を受

けないという保証はない。さらに、移殖については魚の確保・飼育技術に関する問題もあり、特にヤマトイワナの遺伝的多様性を

攪乱する問題もあることなど、課題の認識と具体的な解決策を示していただきたい。 

【本編】 

4-2p、4-31～4-36p 

３ 工事に伴う自然環境への影響と対応 

① 

沢の流量が減ることについての影響を何も評価せずに、流量減少などが想定と異なる場合の対処方針を示すことは、検討を進め

る基本的な考え方として適切ではない。工事に伴い生じる生態系への影響を影響マップとして整理し、その影響の範囲と程度に

ついての推定を３章において具体的に示していただきたい。 

【本編】4-2p 

② 

ユネスコエコパークについては、2022 年中に 10 年目の審査に当たる書類が作成され、2023 年に文部科学省に提出される予定

となっている。工事に伴う自然環境の影響評価と対応がしっかりとできているか評価できることが必要とされるため、具体的な数字

をもって実際に対応が実行可能か示していただきたい。 

【本編】1-1５p 

③ 

「天然のヤマトイワナ在来種」「ニッコウイワナとの交雑種」はそれぞれ生物学的な用語にすると、「在来であるヤマトイワナ」「人為

的に移入されたニッコウイワナとの交雑個体」となる。これらのように、一般的な用語や水産の用語が使われているため、できるだ

け生物学的な用語に改めていただきたい。 

【本編】1-11p ほか 

（１） 工事により一般的に想定される影響  

① 
「トンネル掘削による地下水位の低下は表層に及ぼす影響は少ない」と、後ろの章において説明する内容を当初から記載すること

は、明らかになっていない事象を当初から明らかであるかのような印象を与えることに繋がるため、再考していただきたい。 
【本編】3-1p 

② 

トンネル掘削による影響に係る注釈として、「生息・生育環境の一部が消失・縮小する可能性があるものの、…（略）･･･保全され

る」と環境影響評価の予測評価について記載されているが、これまでの部会において、生息環境、特に水域に関係する生息環境

においては「一部」ではなく広域に及ぶ可能性が示されている。また、影響の程度は決して小さくなく、場合によっては代償措置を

講じなければならないほど影響が大きい可能性が高いなど、「生息環境が保全される」との予測は正しくないことは部会の共通認

識となっているはずである。本文章を記載する必要性について検討いただきたい。 

【本編】3-1～3-2p 

③ 
「地下水位の低下が表層の土壌水分量に及ぼす影響は小さい」の部分については、５章において丁寧かつ分かりやすい説明を

お願いしたい。また、事業後にも長期的・継続的なモニタリングを求める。 

【本編】3-1p、4-47～4-

81p、5-20～5-22p、8-

4p 

④ 

南アルプスにおける工事用道路の整備において、舗装が引き起こす乾燥化が生態系に与える影響の評価が必要であるので、記

載していただきたい。「トンネル掘削による地下水位の低下は表層に及ぼす影響は少ない」と、後ろの章において説明する内容を

当初から記載することは、明らかになっていない事象を当初から明らかであるかのような印象を与えることに繋がるため、再考して

いただきたい。 

【本編】3-2p 

⑤ 

工事施工ヤードでは、工事により動植物の生息・生育環境に影響を与える可能性を認めており、また、その保全対策として、植物

の移植と「生物多様性オフセットの考え方」に基づく代償措置をあげている。しかし、代償措置の前に生息する動物およびその生

息環境の保全対策について示すべきである。 

【本編】4-37～4-41p 

（２） 静岡工区における基本的な対応  

① 

沢の流量の管理値に関し、その設定の根拠を示していただきたい。この場合、河川流量の維持の面から詳しく検討し、川や沢の

生物の生息環境の変化を最少にする観点から行うべきである。また、渇水期である厳冬期において過去の最低流量の 1/2 とする

ことの妥当性を根拠に基づき丁寧に説明していただきたい。 

【本編】4-23～4-26p 

② 

影響がどの程度かについては記載されない状況で、管理方法を記載すべきではない。また、生物多様性に対しては、管理値を

仮置きし、影響が出てきたら対策するフォアキャスト型ではなく、生物への影響回避に必要な管理値を定めるバックキャスト型の管

理をすべきである。管理値の設定の仕方についても、過去の流量の最低値を管理値に置くという考え方については、その妥当性

についての記述がなく、疑問であることから再検討をしていただきたい。 

【本編】3-1p、3-3～3-

9p、4-1～4-36p 



4 

『中央新幹線建設工事（静岡工区）の自然環境の保全等に向けた取組み』に対する意見書（令和３年４月２７日）の概要 本資料見直し箇所 

３ 工事に伴う自然環境への影響と対応 

③ 

破砕帯等が予測される箇所では薬液注入等により湧水量を低減するとあるが、薬液注入から掘削、湧水や掘削土の排出までの

工事の過程を生物への影響を把握するためにもできるだけ詳しく説明していただきたい。また、「破砕帯等」に帯水層が含まれる

かについても説明していただきたい。 

【本編】2-8～2-18p、4-

5p 

④ 

部会としては、回避･低減が環境保全の基本で、十分な回避・低減ができる場合に代償措置という形になるということを繰り返しお

伝えしてきた。しかし、未だにＪＲ東海の説明は、代償措置が前面に来ているように見える。代償措置よりも、沢の水量減少をできる

だけ抑えるなどの回避・低減を先に考えていただきたい。また、代償措置についても、具体的な記載をしていただきたい。実際に

被害を受ける場所は沢や渓流の流れの中なので、実際に水が減ってしまう場所について、ヤマトイワナの餌となる生物の保護を

含めた具体的な対策を示していただきたい。 

【本編】 

1-3、1-13p、3-3～3-

9p、4-1～4-36p、6-1～

6-4p 

（非公表資料）沢の減水

に対する動植物への対

応（例：蛇抜沢（水系：西

俣川）） 

⑤ 

川や沢の環境は、動的変化がある中で、生物の生息環境として一定の安定（生息地としての持続性）が保たれている。そのような

現状を捉え、それが事業によりどのように変化するかを評価する必要がある。自然の動的変化がある中に、人工的なものを造成し

ても、それが持続的なものになるとは限らない。 

【本編】3-3～3-9p、 

4-31～4-36p 

⑥ 

ヤマトイワナの事前代償措置として人工産卵床の造成が提案されたが、図 3-1 に描かれているように、淵の上流側が砂である場

合は、産卵床とするための砂礫を播いてもこの砂ですぐに覆われて礫の間を水が通らなくなることから、すぐに適切な産卵環境と

ならなくなり、造成を毎年行わねばならなくなる可能性が高い。 

【本編】4-33p 

⑦ 
また、トンネル工事により沢が減水した場合、沢が当初想定した環境と異なってしまうことも考えられる。人工産卵床の造成を行う

予定の沢を具体的に提示した上で、説明をしていただきたい。 
【本編】4-2、4-31p 

⑧ 

何らかの代償措置を行う沢は、生息場所が失われる沢の近くに位置しているべきであるが、近いほど同様の環境変化が生じる可

能性を考えなければならない。ＪＲ東海は「工事による影響が及ばないと予測される沢」を考えているようであるが、具体的な沢を

提示していただきたい。 

【本編】3-4、4-2、4-31p

（非公表資料）沢等の減

水に対する動植物への

対応（例：蛇抜沢） 

⑨ 

工事の影響が及ぶ沢ではヤマトイワナを捕獲し、養殖してヤマトイワナやニッコウイワナの生息している沢に移殖する案が提出さ

れた。「遺伝的攪乱を考慮し」としているが、移殖されたヤマトイワナは放流先のイワナ類と交雑することになる。これで影響を受け

る沢に生息するヤマトイワナの何を保護したことになるのか説明していただきたい。 

【本編】4-31～4-36p 

⑩ 

「代償措置が間に合わない場合」は「回避」とすべきである。また、「生物多様性オフセットの考え方を参考にした代償措置」は「動

植物の生息・生育環境に影響」が確認された場合にはじめて実施するのではなく、リスク管理の一環として、はじめから生物多様

性オフセットの考え方を事業全体で取り入れておくよう検討していただきたい。 

【本編】1-9～1-15p 

⑪ 
図 3.3、3.5、3.6 については、定期調査と管理値を超えた場合のモニタリング調査とが区別されておらず、分かりづらい図となって

いるため、改善していただきたい。 
【本編】4-30p 

⑫ 

定期調査結果は、工事着手前に学術的な報告書としてとりまとめ、研究者等が活用できるよう広く公開していただきたい。また、モ

ニタリング調査結果による対策の必要性について事業者だけでなく県も判断できるよう、追加の調査を行った場合にも追加資料と

して可能な限り速やかに公開すべきであり、水質データなど毎日測定できるものは測定後直ちに公開していただきたい。 

【本編】1-13ｐ、3-6p、8-

1～8-4p 

⑬ 
「専門家」と何箇所かで記載されているが、具体的な人物や位置付けはどのように想定しているのか。様々な分類群が生息してい

ることを前提に、現地の動植物に詳しい方を選定し、相談体制を作っていただきたい。 
【本編】3-3p ほか 

⑭ 

図 3.3、3.5、3.6 のフローに工事の影響の判断の過程が抜けている。図の記載内容からは、調査結果の報告からその後の保全対

策を考え実施するまでに相当な時間がかかることも推測される。その間に、生物に大きな影響が生じてしまう可能性が高いため、

時間を短縮する方策を考えていただきたい。なお、対策は回避・低減をまずは考えるべきである。 

【本編】3-3～3-9p、4-1

～4-36p 

⑮ 
木賊堰堤は別として、西俣・東俣取水堰堤下流の河川流量の減少が西俣非常口からの湧水の放出（西俣の坑口からは導水路が

できるまでは通常ここから放出）でどのように対応（＝緩和）できるのか説明していただきたい。 
【本編】4-27p 

⑯ 

地表面付近の地下水との連続性は、特別保護地域の植物群落、動物群集と深く関連するため、しっかりと科学的に説明していた

だきたい。高山帯のお花畑への影響については社会の高い関心がもたれている。高山帯の稜線へ与える影響を解決するための

対策を示していただきたい。 

【本編】5-1～5-22p 

⑰ 

水質の変化の対応は植物や魚類の移殖以外にも考えておくべきである。また、水質の管理値に関しては、これまで何度も部会で

指摘したように、極めて清澄な西俣や大井川上流の河川水について環境基準値をそのまま適用するのは問題であるため、それ

ぞれの地点について上乗せの基準を設定していただきたい。 

【本編】4-8～4-21p、4-

28p 

⑱ 燕沢の発生土置き場について、工事前に動植物調査を再度実施するか考えを示していただきたい。 【本編】4-37p 

７ 工事に伴う自然環境へのリスクと対応 

① 

３章において、工事に伴い発生する実現象を推定し、実現象が具体的にどのようになるのかを議論することが先決である。７章で

は、３章において示される推定と異なることが起きる場合がありうるので、そのような推定リスクに対してどう対応するかを記載してい

ただきたい。 

目次 

 



１-１ 

１ 南アルプス地域の自然環境保全に関するＪＲ東海の基本的考え 

（１） 南アルプス地域の自然環境の重要性 

・南アルプスは日本列島の中央に位置し、３，０００ｍ級の山々からなる我が

国の代表的な山岳地帯です。山梨県、静岡県、長野県の３県にまたがってお

り、１９６４年６月には山頂付近を主体とした約３５．８ｈａ（山梨県１８．

３ｈａ、静岡県３．４ｈａ、長野県１４．１ｈａ）が図 １.１のとおり「南

アルプス国立公園」に指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.１ 南アルプス地域の概要（南アルプス国立公園） 

   出典：環境省ホームページ資料に一部加筆 



１-２ 

・地形については、東西方向の圧縮を受けて急速に隆起した非火山性の山々で

構成される山地であり、大量の雨が引き起こす河川浸食作用によって深く刻

まれたＶ字谷が数多く見られます。また、日本で氷河が存在した痕跡のある

最も南の場所であり、高山帯には氷河によって山頂付近が削られてできたカ

ール（圏谷）など、２万年前頃に作られた氷河・周氷河地形が現存していま

す。 

・自然環境については、「南アルプス学術総論」（Ｈ２２年３月 南アルプス世

界自然遺産登録推進協議会）によれば、 

- キタダケソウを始めとして貴重な高山植物の宝庫である 

- ハイマツ群落や特別天然記念物のライチョウの生息地として、世界の南限

に位置する 

- これら南限に位置するものは、地球規模の環境・気候変動による直接的・

間接的な影響に対する感度が高く、その個体群の存続が危ぶまれていると

ともに、その保全が重要なものとなっている 

- これまで様々な環境に応じて多種多様な植物を育み、そこに生息する多様

な動物たちの生息基盤となっている 

とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.２ 南アルプスの自然環境     ＪＲ東海撮影 

悪沢カール 

塩見岳 

小河内岳 



１-３ 

・また、「ふじのくに生物多様性地域戦略」（２０１８年３月 静岡県 くらし・

環境部 環境局 自然保護課）によれば、「南アルプスの高山帯には、タカネ

ビランジやセンジョウアザミ等南アルプスだけに分布する固有種、タカネマ

ンテマ、ムカゴユキノシタ、ムカゴトラノオ等氷河期の遺存種等が多数生育

しています。」とされており、将来に向け適切に保全を図っていくことが求

められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.３ タカネマンテマ 

出典：南アルプス国立公園（環境省パンフレット） 

 

・一方で、近年はこうした高山植物がニホンジカによる食害のため減少してき

ている他、魚類に関し、放流個体との交雑による遺伝的攪乱等が問題となっ

ています。 

 

（２） 南アルプス地域の自然環境保全に関するＪＲ東海の基本的考え 

・ＪＲ東海は、南アルプスは豊かな自然が残る重要な地域であることを強く認

識しております。 

・中央新幹線計画においては、自然環境保全に向けて、計画段階から工事実施

段階の各段階において、まずは、影響を回避又は低減するための措置を実施

します。 

・回避又は低減が困難でやむを得ない場合は代償措置を実施し、その影響を最

小限に抑えるよう、努めます。 

・これらの取組みの実施にあたっては、最新の技術、知見を最大限に活用し、

現地で実施可能な対応を精一杯、実施してまいります。具体的な取組みにつ

いては、第２章以降にて詳述します。 

  



１-４ 

（３） 南アルプスユネスコエコパークの概要とその保全・活用に係る取組み 

 １）南アルプスユネスコエコパークについて 

・ユネスコエコパークは、生態系の保全と持続的な利活用の調和（自然と人間

社会の共生）を目的として、ユネスコが開始した事業です。ユネスコエコパ

ークは、豊かな生態系を有し、地域の自然資源を活用した持続可能な経済活

動を進めるモデル地域です。 

・南アルプス地域については、平成２６年６月にスウェーデンで開催された第

２６回ＭＡＢ（注：Man and the biosphere 人と生物圏国際調整理事会）

において、登録承認されました。 

・登録されている区域は図 １.４のとおり山梨県内の韮崎
にらさき

市、南アルプス市、

北杜
ほ く と

市、早川町、静岡県内の静岡市、川根本町、長野県内の飯田市、伊那市、

富士見町、大鹿村の１０市町村にまたがっており、これらが「南アルプス自

然環境保全活用連携協議会」を構成し、共同で生態系の保全と持続可能な利

活用に努めることで、魅力ある地域づくりを目指しています。 

・中央新幹線事業の実施にあたっては、豊かな生態系の保全に努めるとともに、

こうしたユネスコエコパークの活動に最大限資するよう、取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１-５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.４ 南アルプスユネスコエコパークのエリア 

出典：南アルプスユネスコエコパークホームページ資料に一部加筆 

  



１-６ 

・ユネスコエコパークでは、以下に示す３つの機能が求められています。 

 

 ①生物多様性の保全 

  ・多種多様な動植物、自然、景観により形成される生物多様性が存在し、

これが維持されること 

 ②学術的研究支援 

  ・生物多様性を保全するための調査や研究が行われ、自然や歴史文化に関

する環境教育、研修等の場があること 

 ③経済と社会の発展 

  ・自然環境や地域の文化等を活かした取組みにより、地域社会の持続的な

発展が促進されていること 

 

・また、これを果たすための３つの地域が設定されています（図 １.５）。 

 

 

 

 

  

 

 

 

図 １.５ エコパークの３つの地域の考え方 

出典：環境省ホームページ資料をもとに作成 
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 ２）南アルプスユネスコエコパークの保全、活用に係る取組み 

・本事業の実施にあたっては、南アルプスユネスコエコパークの３つの機能を

尊重すべく、以下の通り取り組んでまいります。 

 

 ① 「生物多様性の保全」について 

＜工事に伴う自然環境への影響の回避、低減＞ 

・南アルプス地域においては、路線はすべてトンネルで通過するとともに、

静岡県内の工事施工ヤードや発生土置き場候補地などは、過去に伐採され

電力会社が使用した工事ヤード跡地や人工林等を選定しており、ユネスコ

エコパーク計画における「移行地域」に計画しています（図１．６）。 

 

図 １.６ エコパークの３つの地域と施設計画 

 



１-８ 

・工事の実施にあたっては、工事前、実施中、完了後の各段階で、生じる影

響をできる限り回避、低減いたします。具体的な対応については、後述の

「３ 工事に伴う自然環境への影響と対応」、「４ 南アルプスの地域特性

を踏まえた具体的な取組み」にて詳述します。 

・特に、発生土置き場については緑化を実施し、地域の森にできるだけ近い

形に復元するよう、土地をお借りしている地権者と連携し、工事完了後も

適切に管理してまいります。 

・また、良好な自然景観の確保という観点から、工事に伴う仮設物等につい

ては色、材質等に関する配慮を行います（図 １.７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.７ 景観に配慮した作業員宿舎と仮設物（仮囲い）の例 

 

  



１-９ 

 

当社としては、事業に伴う影響の回避・低減に努めるのみならず、関係者と

調整を図り、南アルプスユネスコエコパークでの取組みに積極的に参画、協

力させていただきながら、生物多様性の価値の維持・向上を図るよう努めて

まいります。 

 

・南アルプスユネスコエコパークにおいては、生物多様性の保全に向け、

様々な主体により以下のような取組みがなされています。 

 

 ア．高山植物の食害対策 

・地球温暖化等によってニホンジカの個体数が増加して高山帯に進出する

ようになり、食害によって貴重な高山植物の群落が急速に減少してきて

います。また、地下の根系がむき出しとなることで、土壌の流出が発生

してします。 

・これに対し、高山植物群落への防鹿柵の設置（図１．８）、種子の保存、

植生状況の確認、ニホンジカの試験捕獲等が、国（環境省）や静岡県、

静岡市等によって行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          図 １.８ 防鹿柵の例     ＪＲ東海撮影 

  

＜南アルプスユネスコエコパークの保全に向けた取組みへの参画・協力＞



１-１０ 

 イ．ライチョウの保護 

・「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（種の保存法）」

において国内希少野生動植物種に指定されているライチョウについて

は、南アルプスにおいても生息が確認され（図 １.９）、イザルガ岳が

生息地の南限となっています。 

・しかしながら、近年ではキツネや猛禽類等の増加によって生息数の減少

が続き、その保護が喫緊の課題となっています。 

・これに対し、静岡市等によりボランティアグループ等の情報を活用した

生息状況の把握や調査が行われている他、環境省等において、飼育・繁

殖技術の確立に向けた研究等が進められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.９ ライチョウ     ＪＲ東海撮影 
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 ウ．在来であるヤマトイワナの保全 

・南アルプスの源流域から上流域にかけての渓流では、在来であるヤマト

イワナ（図１．１０）と過去に漁獲対象魚種の増殖を目的として人為的

に放流されたニッコウイワナとの交雑による、遺伝的攪乱等が問題とな

っています。 

・そのため、静岡県等により在来であるヤマトイワナの分布状況の調査や

判別手法、増殖技術の検討等が進められてきています。 

・当社は、ヤマトイワナの個体数の保全に資する人工産卵床の整備に関す

るノウハウを確保するため、現地において専門家のご指導を頂きながら、

人工産卵床の整備を試行的に実施しており、今後、ヤマトイワナの保全

に活かしてまいります。（図１．１１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.１０ ヤマトイワナ（上）とニッコウイワナ（下） 

出典：「ふじのくに生物多様性地域戦略」 

    （２０１８年３月 静岡県 くらし・環境部 環境局 自然保護課） 

 

図 １.１１ ＪＲ東海による人工産卵床整備の実施状況 
ＪＲ東海撮影 
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 エ．森林の整備活動 

・生物多様性の保全、二酸化炭素吸収源の確保のみならず、地域資源の持

続可能な活用という観点から、静岡市の「森林環境アドプト事業」など

を活用した森林の整備（図１．１２）が、井川地区において進められて

きています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．１２ 森林の整備 

出典：静岡県静岡市ホームページ 

 オ．基金等を通じた活動 

・静岡県が２０２１年３月に「南アルプス環境保全基金」を設立しており、

県の負担の他、一般寄附、ふるさと納税制度を活用した寄附によって支

援を受け、南アルプスの保全と魅力の発信事業に活用することとされて

います。 

・当社は、「南アルプス環境保全基金」の内容について意見交換をしたう

えで、相応のご協力をしていくことを考えています。具体的には、今後、

静岡県等と調整してまいります。 

・また、２０２１年７月には「南アルプスを未来につなぐ会」が発足し、

様々な分野の人々が集うことで行動の輪を広げ、自然環境の保全と利活

用の調和を図ることにより、南アルプスをより良い形で未来につないで

いくことに貢献することを目的とされています。 

・当社も、「南アルプスを未来につなぐ会」に会員として参画しており、

関係者と協力しながら南アルプスの自然環境の保全と利活用に貢献し

てまいります。 
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 ② 「学術的研究支援」について 

・生物多様性の保全にあたって実施する人工産卵床の整備や発生土置き場

の緑化（植林）等においては、市民参加の機会等も取り入れながら、環境

教育の場として活用することを考えています。（図１．１３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．１３ 市民による植林活動の例 

出典：宮城県登米市ホームページ 

・工事に伴い得られた生物、地質、気象等に関する調査データについては、

南アルプスの調査、研究に資するよう、積極的に公開します。また、水生

生物の調査などを通じて、河川生態系を学習する場を設けることなども検

討してまいります。 

 

 ③ 「経済と社会の発展」について 

・南アルプス地域へのアクセスのしやすさを向上し、自然環境や地域の文化

等を活かした取組みにより、地域社会の持続的な発展が促進されるよう、

主要地方道南アルプス公園線の道路トンネルの新設（図１．１４）、林道

東俣線の改良（図１．１５）を実施します。 

・また、椹島において工事用宿泊施設として建設した建物は、地権者のご意

見も踏まえ、将来的には自然体験のための拠点施設として活用して頂くこ

とを計画しています（図１．１６） 

・こうしたインフラの整備により、自然体験、教育などの学術的研究支援の

機会創出にもつなげてまいります。 
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図１．１４ 主要地方道南アルプス公園線の道路トンネルの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．１５ 林道東俣線の改良（舗装） 
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図１．１６ 椹島における工事用宿泊施設の建設 

 

 

・なお南アルプスユネスコエコパークでは、2014 年の登録承認から 10 年間

の取組みについて文部科学省を通じてユネスコに報告がなされることと

なっています。 

・これまでにも、エコパークの推進主体である自治体とエコパークに関する

情報交換を行ってまいりました。 

・今後も情報交換を続け、特に、環境保全措置や事後調査・モニタリングの

結果等、必要なデータについては、できる限り定量的な情報を提供できる

ようにして参ります。 

 



２-１ 

２ 南アルプストンネルの計画及び工事概要 

（１） 影響の回避又は低減を踏まえた施設計画 

・まず、環境影響を回避又は低減させるという観点から施設計画及び工事計画

を策定いたしました。静岡県内の施設・工事概要を図 ２.１にお示しします。 

・南アルプス地域においては、路線はすべてトンネルで通過する計画としまし

た。非常口、工事施工ヤード及び発生土置き場候補地は、工事に伴う影響の

回避又は低減が図れるよう、過去に伐採され電力会社が使用した工事ヤード

跡地や人工林等を選定しました。また、発生土置き場候補地については、工

事用車両の運行による影響を低減するため、非常口からできる限り近い箇所

を選定しました。 
・工事施工ヤードや発生土置き場の設置に係る環境への影響については、環境

影響評価において、調査、予測及び評価を実施しています（資料編「資料１ 

環境影響評価における生態系に係る調査、予測及び環境保全措置」参照）。

また、南アルプスの自然環境を考慮し、静岡県等から調査を実施するよう意

見があった種（昆虫類（チョウ類）やその食草・食樹等）については確認調

査を実施しています。 
・環境影響評価準備書に対する静岡県知事意見にて、扇沢源頭部の発生土置き

場の安全性に関するご意見があり、扇沢源頭部の発生土置き場を回避するこ

とで環境への影響の回避又は低減（植物重要種の生育地回避、改変区域の縮

小など）を図られることから、扇沢源頭部の発生土置き場を回避し、燕沢付

近を中心とする発生土置き場計画としました。また、地元井川地区からのご

要望を踏まえ、剃石付近も優先して使用することで検討を進めています。 
・また、胡桃沢付近の発生土置き場候補地については、平成３０年３月に静岡

市から「貴重な植生が残っているため、候補地から除外することを検討され

たい。」とのご意見を頂いており、今後、地権者等の関係者と協議のうえ、

回避することを前提に検討を進めてまいります。 

・工事施工ヤード等の詳細な検討にあたっては、専門家からのご意見等を踏ま

えながら、貴重な植生（燕沢付近発生土置き場候補地周辺のドロノキ群落、

千石非常口ヤード周辺のウラジロモミ天然林、西俣非常口ヤード周辺の尾根

斜面のコメツガ、ミズナラ大径木など）や植物保全対象種（アオキラン、ホ

ザキイチヨウランなど）の生育箇所の改変は極力回避するなど、改変区域を

できる限り小さくするように計画しています。 

・なお、工事施工ヤードや発生土置き場の施工計画、環境保全計画の概要につ

いては、それぞれ資料編の「資料２ 工事施工ヤードの施工計画、環境保全

計画」及び「資料３ 発生土置き場の計画」に記載しています。 
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図 ２.１ 静岡県内の施設・工事概要 
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（２） トンネル工事の概要 

 １）千石斜坑 

・千石斜坑は、全長約３，０７０ｍであり、標高約１，３４０ｍの地上部から

標高約１，０８０ｍの本坑との取付位置に向けて、下向きに約１０％の勾配

で掘り進めていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ２.２ 千石斜坑 概念図 
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 ２）西俣斜坑 

・西俣斜坑は、全長約３，４９０ｍであり、標高約１，５３５ｍの地上部から

標高約１，２１０ｍの本坑との取付位置に向けて、下向きに約１０％の勾配

で掘り進めていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ２.３ 西俣斜坑 概念図 
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 ３）導水路トンネル 

・導水路トンネルは、全長約１１，４００ｍであり、標高約１，１２０ｍの地

上部から標高約１，１３５ｍの本坑との取付位置に向けて、上向きに約０．

１％の勾配で掘り進めていきます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 

図 ２.４ 導水路トンネル 概念図 
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 ４）工事用道路（トンネル） 

・工事用道路（トンネル）は、全長約３，９３０ｍであり、標高約１，３５０

ｍの地上部から上向きに約７．９％の勾配、標高約１，５２５ｍの地上部か

ら下向きに約０．３％の勾配で掘り進めていきます。また、標高約１，５２

５ｍの地上部から標高約１，５３０ｍの西俣斜坑との取付位置に向けて、上

向きに約０．３％の勾配で掘り進めていきます。 
 

 
 

図 ２.５ 工事用道路（トンネル） 概念図 
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 ５）先進坑、本坑 

・先進坑、本坑は、それぞれ全長約８，９４０ｍであり、並行して施工します。

西俣斜坑、千石斜坑の掘削完了後に、それぞれの取付位置から品川方および

名古屋方の両側に向けて、先進坑から掘削します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ２.６ 先進坑、本坑の掘削方向図 
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（３） トンネル掘削工法の概要 

 １）ＮＡＴＭ（ナトム）による施工 

・山岳トンネルにおいて標準的な工法であるＮＡＴＭ（ナトム）を採用します

（導水路トンネルの一部区間を除く）。 

・ＮＡＴＭは、安全にトンネルを掘削する工法です。標準的な施工手順を図 ２.

７に示します。 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ２.７ ＮＡＴＭの標準的な施工手順 
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 ２）ＴＢＭ（トンネルボーリングマシン）による施工 

・トンネル湧水を恒久的かつ確実に大井川に流すこと、また、それを早期に実

現するため、導水路トンネル（一部区間）をＴＢＭにより施工することとし

ました。 

 

（参考）ＴＢＭ工法について 

・ＴＢＭの先端に取付けたカッターヘッドを回転させて岩盤を掘削する工法

です。 

・ＮＡＴＭ等の爆薬による発破方式と比較して高速施工でトンネルを掘削す

ることが可能な工法です。 

・一方、地質によってはＴＢＭによる掘削が難しい場合があり、特に土被りが

大きく強い圧力が作用する場合はＴＢＭが拘束され対応に期間を要する可

能性があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真２．１ ＴＢＭ（トンネルボーリングマシン）  
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（４） トンネル工事の順序と発生土の運搬方法 

 １）トンネル工事の順序 

・トンネル工事の順序を施工順序毎にＳＴＥＰ①から⑤として、図 ２.８～図 

２.１２に示します。 

 

 

図 ２.８ トンネル工事の進捗図（ＳＴＥＰ①） 

 
・図 ２.８は、ＳＴＥＰ①として掘削開始時を示しています。千石斜坑、西俣

斜坑および工事用道路（トンネル）を千石側、西俣側から掘削します。また、

導水路トンネルにおいても、椹島から掘削します。 
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図 ２.９ トンネル工事の進捗図（ＳＴＥＰ②） 

 
・図 ２.９は、ＳＴＥＰ②として工事用道路（トンネル）の掘削完了時を示し

ています。これ以降、西俣斜坑からの発生土は工事用道路（トンネル）を経

由して運搬することとなります。この時期は、千石斜坑、西俣斜坑および導

水路トンネルを引き続き掘削しています。 
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図 ２.１０ トンネル工事の進捗図（ＳＴＥＰ③） 

 
・図 ２.１０は、ＳＴＥＰ③として千石斜坑の掘削が完了し、本坑および先進

坑の掘削を開始した時期を示しています。この時期は、引続き導水路トンネ

ルおよび西俣の斜坑の掘削を実施しています。 
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図 ２.１１ トンネル工事の進捗図（ＳＴＥＰ④） 

 
・図 ２.１１は、ＳＴＥＰ④として西俣斜坑が掘削完了し、本坑および先進坑

の掘削を開始した時期を示しています。この時期の施工は、千石と西俣の２

拠点において、本坑、先進坑を品川方、名古屋方の両側に向けて掘削してい

ます。導水路トンネルが完成しており、千石からの掘削に伴うトンネル湧水

等は導水路トンネルを経由して椹島で大井川に放流しています。 
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図 ２.１２ トンネル工事の進捗図（ＳＴＥＰ⑤） 

 

・図 ２.１２は、ＳＴＥＰ⑤として本坑、先進坑の掘削完了時を示しています。

本坑、先進坑の掘削完了を以て、静岡工区のトンネル掘削は完了となります。
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 ２）発生土の運搬方法について 

・トンネル工事での発生土の運搬方法について示します。 
・まず、トンネル工事の発生土の運搬方法としては、ベルトコンベアによる運

搬とダンプトラックによる運搬があります。 
・発生土は、トンネル内から各坑口ヤードまでをベルトコンベアにより運搬し、

各坑口ヤードから発生土置き場までを、ダンプトラックによって運搬します。 
 

 

 
写真２．２ ベルトコンベアによる運搬イメージ 

 
 

 
写真２．３ ダンプトラックによる運搬イメージ 

ベルトコンベア
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 ３）発生土の運搬とトンネル湧水等の流れについて 

・発生土運搬とトンネル湧水等の流れについて、図 ２.１３に示します。 
・発生土は、トンネル内から坑口ヤードへ運搬し、坑口ヤードから林道東俣線

を通り、燕沢付近の発生土置き場へ運搬します。発生土が対策土1と判定さ

れた場合は、藤島沢付近の発生土置き場に運搬します。 
・西俣では、工事用道路（トンネル）が開通するまでは、発生土は西俣管理道

路、林道東俣線を通り、発生土置き場まで運搬します。工事用道路（トンネ

ル）の開通後は、本坑、先進坑から西俣斜坑を通り工事用道路（トンネル）

を経由し千石へ、その後、千石からは林道東俣線を通って発生土置き場に運

搬します。 
・トンネル湧水等は、各坑口のヤードから河川に放流しますが、導水路トンネ

ル開通後は、千石側のトンネル湧水等は、導水路トンネルを通り河川に放流

します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１３（１） 発生土運搬とトンネル湧水等の流れ 

                                                  
1 対策土：土壌汚染対策法に基づく基準値を超過する自然由来の重金属等を含む発生土。 



２-１７ 

 

 

図 ２.１３（２） 発生土運搬とトンネル湧水等の流れ 
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 ４）各トンネルの掘削断面 

・各トンネルの掘削断面を図 ２.１４に示します。 

 

 
図 ２.１４ 各トンネルの掘削断面 

 

＜千石斜坑・西俣斜坑＞ ＜先進坑＞＜本坑＞

＜導水路トンネル＞

NATM掘削区間 TBM掘削区間

掘削断面積：約100㎡

約14ｍ

約
8ｍ

掘削断面積：約80㎡ 掘削断面積：約35㎡

掘削断面積：約20㎡ 掘削断面積：約10㎡掘削断面積：約45㎡

＜工事用道路（トンネル）＞

約
9ｍ

約11ｍ

約
6
ｍ

約7ｍ

約
6
ｍ

約9ｍ 約5ｍ

約
4
ｍ

約4ｍ
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３ 工事に伴う自然環境への影響と対応 

（１） 工事により一般的に想定される影響 

 １） トンネルの掘削による影響 

・地下水を有する南アルプスの山岳部においてトンネルを掘削すると、自然環

境に対しては河川等の流量、水質及び水温の観点において、以下の影響が考

えられます。 
・なお、静岡県等からは、深い部分で掘削するトンネル周辺の地下水位の低下

が尾根部を含む地表部にまで広範囲に及び、地表部における動植物の生息・

生育環境に影響を与えるのではないか、とのご懸念を頂いております。その

点については「５ 地下水位低下による植生への影響」に記載しています。 

 ① 流量について 

・南アルプスにトンネルを掘削することにより、トンネル周辺の地下水がトン

ネル内に湧出した結果、トンネル周辺の地下水位が低下します。 
・地下水位の低下に伴い、トンネル掘削中にトンネル湧水を河川へ流す位置よ

り上流側では、河川や沢の流量減少、周辺植生の変化、動物の餌資源（底生

動物や昆虫）の減少等、動植物の生息・生育環境に影響が生じる可能性があ

ります。 
・その結果、動物では各個体の体長、体重の減少や個体数の減少、植物では個

体数の減少が生じる可能性があります。 

図 ３.１ 地下水位低下に伴う自然環境への影響フロー 

  

トンネル周辺の地下水位の低下

沢、河川の流量の減少 周辺植生の変化

動物の餌資源の減少
（底生動物、流下・落下昆虫）

【動物】各個体の体長、体重の減少や個体数の減少

【植物】個体数の減少

・瀬切れ
・水深の減少
・川幅の減少
・瀬と淵の状況の変化
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 ② 水質（SS、pH、自然由来の重金属等）、水温（以下、「水質等」）について 

・トンネル湧水や工事排水のほか、作業員宿舎等からの生活排水を河川へ流す

際に、水質等を適切に管理した上で放流することができなければ、河川へ流 
す地点より下流側の河川水の水質等が変化し、その結果、動物では各個体の

体長、体重の減少や個体数の減少、植物では個体数の減少が生じる可能性が

あります。 
・特に、トンネル掘削が進捗し、湧水量が増加する一方、河川流量の減少量が

大きくなっている状況や、秋季から冬季にかけて河川水よりも湧水温が高く

なってくる状況で、トンネル湧水等を河川へ流す場合には、相対的にその影

響が大きくなります。 
・また、トンネルを掘削することにより生じる発生土を管理する発生土置き場

では、雨水等を適切に管理した上で発生土置き場からの排水を河川に流すこ

とができなければ、河川に流す地点より下流側の河川水の水質が変化し、そ

の結果、動物では各個体の体長、体重の減少や個体数の減少、植物では個体

数の減少が生じる可能性があります。 
 

 ２） 地上部分の改変等に伴う影響（工事施工ヤード、発生土置き場、工事用

道路等） 

・工事施工ヤードについては、過去に伐採され電力会社が使用した工事ヤード

跡地や人工林等を選定しておりますが、その後の環境変化等により、多くの

動植物の生息、生育が見られる場合には、工事によってその生息・生育環境

に影響を与え、動植物の個体数が減少する可能性があります。 

・工事用道路（林道東俣線）の舗装を行うことで、昆虫類等の水飲み場として

の路面上の水たまりが消失し、昆虫類等の生息環境に影響を与える可能性が

あります。 
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（２） 自然環境保全に関する基本的な対応 

 １） トンネル掘削による影響への基本的な対応 

・トンネル掘削による影響に対し、計画策定段階からトンネル掘削中までの各

段階において、①～④の対策を実施し、自然環境への影響の回避、低減を図

ってまいります。 

①【計画策定】沢の流量予測や動植物の調査結果を踏まえ、重点的に実施する

環境保全措置や調査・計測計画を策定します。（詳細は P4-1～） 

・地表水及び地下水の影響の把握を目的とした水収支解析（静岡市モデル※

１）により、トンネル掘削後の各沢の流量を推定します。 

・また、これまでに当社および静岡市が実施してきた現地での動植物の調

査結果、生物多様性専門部会委員等の意見を踏まえ、ヤマトイワナが生

息すると想定される沢を特定します。 

・沢の流量予測結果やヤマトイワナの生息箇所を考慮し、常時監視カメラ

による流況確認箇所やヤマトイワナの産卵床整備の実施箇所を選定しま

す。 

②【地質調査】トンネル掘削前に先進ボーリング等の地質調査を実施し、トン

ネル切羽前方の地質、湧水の状況を確認します。（詳細は P4-3～） 

・トンネル掘削前に、高速長尺先進ボーリング（以下、「先進ボーリング」

という。）により前方の地質、湧水の状況を把握します。 
・先進ボーリングの結果、破砕帯や湧水量の変化が著しい箇所等について

は、コアボーリング等の詳細な地質調査を行います。 
・調査結果に応じて、沢部の現地調査を行い、トンネル掘削による影響を

確認するためのバックグラウンドデータとして整理しておきます。 

 

※1 静岡市モデル：静岡市が南アルプスの自然環境の保全に資するべく、平成 26 年度と 28 年度に水収支

解析を行っており、地上の植生に影響する表層土壌水分を含めた、地表水及び地下水

の影響を把握するために実施した解析モデルである。解析は統合型水循環解析モデル

（ＧＥＴＦＬＯＷＳ）により行っている。 

なお、ＪＲ東海が実施した水収支解析（ＪＲ東海モデル）は、トンネル工事による水

資源利用への影響の程度を把握し、環境保全措置（施設の規模等）の検討を目的にし

た解析モデルであるため、ここでは自然環境の保全を目的とした静岡市モデルの結果

を記載している（参考までにＪＲ東海モデルによる予測結果は、資料編「資料１２ 

トンネル掘削工事に伴う沢等の流量の予測結果（ＪＲ東海モデル）」記載）。 
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③【工事中の対応】トンネル掘削中に環境保全措置等を実施します。（詳細は

P4-5～） 

③－１ トンネル湧水量自体を低減します（低減措置） 

・河川等の流量の減少による影響や、水質等への影響を低減するために、

トンネル湧水量自体を低減します。 
・先述の水収支解析や地質調査の結果を踏まえ、沢の流量減少の原因とな

ると考えられる破砕帯等に対しては、薬液注入などを実施することによ

り、掘削時のトンネル湧水量自体を低減します。 
・更に、吹付けコンクリート、防水シート及び覆工コンクリートを、トンネ

ル掘削時から完成までの一連の施工段階において、一体として組み合わ

せることにより、トンネル湧水量の低減効果を発揮させていきます。 
③－２ 河川に流す水の水質等を管理します（低減措置） 
・濁度の高い排水や基準値を超過する自然由来の重金属等を含む排水等を

そのまま放流することがないように、工事施工ヤード等に濁水処理設備

や沈砂池等を設け、適切に処理した上で、河川へ放流します。 
・生活排水についても、循環型の風呂を使用する等、排水量の抑制を図り、

高度浄化装置により適切に処理した上で、河川へ放流します。 
・トンネル湧水を河川へ放流する際には、放流箇所を分散する等、河川水

温の急激な変化が起きないような対策を実施します。 
③－３ 複数の観点から調査・計測を実施し、変化に応じた対応をとります 

・トンネル掘削にあたっては、「トンネル湧水量」、「沢の流況・流量」、「河

川本流の流量」、「河川本流の水質」、「動植物の定期調査」の５つの指標

（計測、調査結果）に基づき環境の変化を把握し、その結果に基づき現地

調査や移植等の対応を行います。 

④【沢の流量減少への備え】沢へ影響が生じることを認識し、事前に備えます。

（詳細は P4-31～） 

・沢の流量減少に対しては、③－１に示す通り、トンネル湧水量自体を低

減することで流量減少を回避することが大前提です 

・しかしながら、対策を講じたとしても、一部の沢では、流量減少が生じる

可能性があります。 

・そこで、掘削開始前に、動物の移殖、植物の移植・播種（以降まとめて

「移しょく」という。）を実施する必要のある種の特定と移しょく先の検

討、ヤマトイワナの生息環境の整備を実施します。
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 ２） 地上部分の改変等に伴う影響（工事施工ヤード、発生土置き場、工事用

道路等）への対応 

・地上部分の改変等を行う箇所において、その箇所に生息・生育する動植物

の状況を考慮した環境保全措置を実施します。 

・計画段階において改変区域を出来るだけ小さくし、重要な種が生息・生育

する場合には、その生息・生育地の全部または一部を回避するとともに、

工事中は環境保全措置を実施し、動植物の生息・生育環境への影響を低減

します（詳細については、「４ 南アルプスの地域特性を踏まえた具体的な

取組み（２）地上部分の改変等に伴う影響への具体的な対応 １）回避・

低減・代償措置の具体的な内容」に記載）。 

・工事完了後は、環境の修復の観点で、工事施工ヤード跡地や発生土置き場

等の緑化を行ってまいります（詳細については、「４ 南アルプスの地域特

性を踏まえた具体的な取組み （２）地上部分の改変等に伴う影響への具

体的な対応 ２）河畔林の復元、発生土置き場の緑化計画」に記載）。 

・これらの措置を講じても植物（重要種）の生育環境の一部がやむを得ず消

失する場合においては、代償措置を検討・実施します（資料編「資料１３ 

これまでに実施した植物の移植・播種結果」参照）。 

 

 ３） 動植物の調査結果に関する情報の公表等 

・工事前から工事完了後にかけて実施する調査によって得られた南アルプス

の動植物等に関する情報については、静岡県等へ報告のうえ、希少種保護

の観点から非公開とすべき内容を除いて公表し、地元の大学や地域の公的

機関、地域の研究者の方々等と共有して、様々な形でご活用頂けるよう、

静岡県等の関係者と調整してまいります（調査結果の管理体制や報告・公

表方などについては、「８ 環境管理に関する体制及びデータの報告・公表」

参照）。 

・なお、環境影響評価時に実施した動植物の調査においては、重要種だけで

なく、重要種以外の生息・生育状況も確認しています。また、現在行って

いる水生生物に関する調査においても、重要種だけでなく、重要種以外の

生息状況を確認しています。 
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・なお、工事に伴う自然環境への影響に対する対応について、専門部会から、

「管理値を仮置きし、影響が出てきたら対策するフォアキャスト型ではなく、

生物への影響回避に必要な管理値を定めるバックキャスト型の管理をすべ

きである」とのご意見を頂いております。 
・これに対して、これまでの文献調査で沢の流量変化に伴う水域生態系への影

響を定量的に予測・評価する手法は見いだすことはできませんでしたが、他

の目的で用いられている河川の生態系に関する定量的な予測手法等を参考

にすると、例えばトンネルの掘削に伴う沢の動植物への影響を定量的に予測

することについては、図 ３.３のような手順が考えられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ３.３ 沢の生態系に関する定量予測の手順 

・このうち、「②流量の減少に伴う沢の環境（水深、流速等）予測」について

は、図３．４、図３．５に示す通り、南アルプスの沢は高い山に深く刻まれ

て勾配も急であり、断面が場所により大きく異なっていること、大雨等によ

り河床状況にもしばしば大きな変化が生じていることから、一般的な河川と

条件が異なり、南アルプスでの予測に必要な技術的な知見が得られていませ

ん。 

・また、「③沢の環境に対する保全対象種の生息場所選好度」については、こ

れまでにアユ等を対象として研究が進められています（図 ３.６）。南アル

プスにおいては、主な保全対象であるヤマトイワナ等に関する生息場所（水

深、流速）選好度の知見が必要となりますが、文献調査の結果では、関連す

る研究成果を見いだすことが出来ませんでした。 

・このように、バックキャスト型の管理を実施する上では、現在のところ、技

術的に課題があるため、本章で述べた対応を実施していく計画です。しかし

ながら、課題解決の具体的な手法について、静岡県や専門部会委員より、専

門的見地からご提案を頂きながら、継続して検討を進めてまいりたいと考え

ています。 

①流量減少量の予測 

②流量の減少に伴う沢の環境（水深、流速等）予測 

③沢の環境に対する保全対象種の生息場所選好度 

④保全対象種に対する影響の評価 
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図３.４ 大井川源流部の状況 

 
  

令和３年６月１０日 

ＪＲ東海ヘリより撮影 
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図 ３.５ 西俣周辺の沢の状況 

図 ３.６ 国内の選好曲線の事例 

 

蛇抜沢 
（H30.8.2） 

出典：「アユに関する流速の選好曲線の提案」（鬼束ら、土木学会環境工学研究論文集・第 46 巻・2009）
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４ 南アルプスの地域特性を踏まえた具体的な取組み 

（１） トンネル掘削による影響への具体的な対応 

 １）【計画策定】沢の流量予測や動植物の調査結果を踏まえた重点的な環境

保全措置や調査・計測計画の策定 

（特に注意を要する沢の推定） 

・地表水及び地下水の影響の把握を目的とした静岡市モデル※1 による水収

支解析を実施し、各沢の流量減少量を算出しました（図４．１ ）。 

・その結果、主要な断層に沿って地下水位の低下が見られ、これに伴い断

層沿いの沢（悪沢、蛇抜沢等）では流量が減少する予測結果となっていま

す。 

・これらの沢は、トンネル掘削時に特に注意深く調査・計測を実施する必

要があると考えられます。 

（ヤマトイワナが生息すると想定される沢の特定） 

・平成 24 年以降、当社および静岡市の現地調査により、一部の沢等ではヤ

マトイワナの生息を確認しており、更に生物多様性専門部会委員等の意

見も踏まえ、ヤマトイワナが生息すると想定される沢を図４．１にお示

しします。 

・なお、ヤマトイワナの判別方法については、当社および静岡市ともに、基

本的には斑紋分布や色彩等の外部形態から判別しています。また、判別

の精度をより確かにするために、当社は令和 3 年度夏季から、静岡市は

平成 31 年度に DNA 分析による判別を実施しています。 

・以上の沢の流量予測や現地調査の結果を考慮し、常時監視カメラにより

流況を重点的に確認する箇所やヤマトイワナの産卵床整備を事前に実施

する箇所等の選定を行います。 

・なお、沢の流量予測には不確実性があるため、工事中においても、後述す

る先進ボーリングや調査・計測等により、実際の沢への影響を確認しま

す。 

※1 静岡市モデル：静岡市が南アルプスの自然環境の保全に資するべく、平成 26 年度と 28 年度に水収支

解析を行っており、地上の植生に影響する表層土壌水分を含めた、地表水及び地下水

の影響を把握するために実施した解析モデルである。解析は統合型水循環解析モデル

（ＧＥＴＦＬＯＷＳ）により行っている。 

なお、ＪＲ東海が実施した水収支解析（ＪＲ東海モデル）は、トンネル工事による水

資源利用への影響の程度を把握し、環境保全措置（施設の規模等）の検討を目的にし

た解析モデルであるため、ここでは自然環境の保全を目的とした静岡市モデルの結果

を記載している（参考までにＪＲ東海モデルによる予測結果は、資料編「資料１２ 

トンネル掘削工事に伴う沢等の流量の予測結果（ＪＲ東海モデル）」記載）。 
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図 ４.１ 沢等の影響マップ 

（静岡市モデルによる低水期（１１月）平均の流量予測結果） 

希少種に関する情報が記載されているため、非公開としています。 
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 ２）【地質調査】トンネル掘削前の先進ボーリング等による地質調査の実施 

・南アルプスは主に四万十帯と呼ばれる砂岩・粘板岩を主体とした付加体

の地層で構成されています。この四万十帯は、糸魚川・静岡構造線を東端

とし、長野側に向けて新しい地層から古い地層へ移っていきます。静岡

県内の地層は、山梨県側から長野県側に向かって古い地層となりますが、

古い地層へ向かうほど、現地は急峻な地形となってアプローチしにくく

なり、地上からの調査が限定されます。 

・そこで、トンネルの掘削前には、斜坑掘削時の切羽周辺及び先進坑（本坑

に先立って掘削）の切羽周辺から前方に向かって、高速長尺先進ボーリ

ング（以下、「先進ボーリング」という）調査を繰り返し実施し、前方の

地質、湧水の状況を事前に把握します。 

・先進ボーリング調査の結果、地質が変化する箇所、破砕帯と想定される

箇所、湧水量の変化が著しい箇所等においては、コアボーリング等の詳

細な地質調査を行います。なお、先進ボーリングでは、トンネル切羽前方

約 500m（ 長 1,000m）までの地質等を確認することができます。 
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・先進ボーリングでは、地質の状況のほか、切羽前方の湧水量の推定と先

進ボーリングの湧水（地下水）を採水し化学的な成分分析を実施するこ

とで、地表水を直接引き込んでいるかどうかの推定を行います。 

・湧水量が管理値※2 を超えた場合（基準①）やボーリングが地表水を直接

引き込んでいることが判明した場合（基準②）には、ボーリング地点を集

水域に含む沢をトンネル掘削時に減水する可能性がある沢として特定し

ます（図４．２）。 

・このような沢においては、現地調査を実施し（調査項目は、動植物の生

息・生育環境（水深、水面幅、流速等）や動植物の生息・生育状況等）、

トンネル掘削による影響を確認するためのバックグラウンドデータとし

て整理しておきます。 

・なお、このような沢の直下を掘削する時期が、厳冬期と重なり、沢の流況

等を随時確認できないような場合には、トンネル掘削前に予め動植物の

移しょくを実施しておくという対応も考えられるため、現地調査の結果

等は、速やかに生物多様性専門部会委員等に報告し、実施が必要との判

断があれば、予め定めた移しょく先※3への移しょくを実施します。 

 

※2 管理値：（斜坑、先進坑）削孔長１０ｍあたりの湧水量５０Ｌ/秒 
      （導水路トンネル）削孔長１０ｍあたりの湧水量３０Ｌ/秒 
※3：移しょく先を予め定めておくことについては、「４）沢への影響に対して事前に

備える具体的な内容」にて詳述 

 

 

図 ４.２ 先進ボーリングによる調査のイメージ  

沢

沢の集水域

先進坑

先進ボーリング

基準①：湧水量が管理値超過

基準②：成分分析の結果、
地表水を引き込んでいる
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 ３）【工事中の対応】トンネル掘削中の環境保全措置等の具体的な内容 

 ① トンネル湧水量自体の低減 

・河川や沢の流量減少による自然環境への影響を低減するため、まずは、トン

ネル湧水量自体を低減します。 
・具体的には、先進ボーリングの湧水量が管理値に達した地点やボーリング調

査の結果、破砕帯の存在により斜坑や先進坑掘削時に多くのトンネル湧水が

想定される範囲においては、先述の水収支解析の結果等も踏まえ、トンネル

切羽が当該箇所に近づいた時点で掘削工事を一時中断し、切羽前方に対する

薬液注入などの湧水低減対策を行い、トンネル湧水を低減します。 
・薬液注入等の対策実施後には、その効果やボーリング等からの湧水量が減少

していることを確認しながら、慎重にトンネル掘削を再開します（図４．３）。 
・また、更にトンネル内においては吹付けコンクリート、防水シート、覆工コ

ンクリート（これらの一部あるいは全て）を図４．４のとおり施工します。 
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本坑

先進坑

破
砕
帯
等

掘削方向

①高速長尺先進ボーリング到達時

・ボーリング湧水量の管理値に達した場合などは、直ちに先進ボーリングを停止。
・トンネル掘削に備えた補助工法（薬液注入等）の検討を行う。

本坑

先進坑

②先進坑到達時

・先進坑掘削時は、管理値に達した地点の手前で一時中断。
・コアボーリングなどを実施し、地質等の詳細を確認するとともに、破砕帯等へ薬液注入などの補助

工法の実施により、短期間での急激な湧水の増加や急激な自然環境の変化が起きないように制御。

破
砕
帯
等

基本長：約５００ｍ

凡例
高速長尺先進ボーリング
コアボーリング
薬液注入

本坑

先進坑

③先進坑掘削時

・補助工法等の対策実施後に、その効果やボーリング等からの湧水量が減少していることを確認し
ながら、慎重にトンネル掘削を再開。

破
砕
帯
等

※本坑は、先進坑掘削時の状況等を踏まえて適切な補助工法等を実施。
※斜坑においても、同様な流れで実施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.３ 破砕帯等におけるトンネル掘削の手順 
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図 ４.４ トンネル掘削時に実施する対策 
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 ② 河川放流前の水質等の適切な管理 

・水質等の管理については、「ア．トンネル湧水等の水質、水温管理」、「イ．

発生土置き場からの排水の水質管理」、「ウ．生活排水の水質管理」に分けて

ご説明します。 

 ア．トンネル湧水等の水質、水温管理 

  a）水質管理 

  ｱ) 工事中の対応 

・生態系の保全に向けた河川の水質管理については、南アルプスの地域特性を

踏まえて、以下の通り 大限対応してまいります。 

・トンネル掘削工事に伴い発生するトンネル湧水（清水）やトンネル排水（濁

水）（以下、合わせて「トンネル湧水等」という。）は、発生源側で対策を

実施し、トンネル湧水等を河川へ放流する前に管理する計画としております。 

・具体的には、トンネル排水（濁水）は、水素イオン濃度（ｐＨ）、浮遊物質

量（ＳＳ）、自然由来の重金属等の処理設備を設置し、適切に処理したうえ

で、河川へ放流します。処理設備の点検・整備を確実に実施するとともに、

処理後の水質を継続的に計測することで、河川放流前の水質管理を徹底して

いきます（工事中の河川への放流箇所は図４．５の通り）。 

・なお、河川放流前の管理を前提としていますが、放流先河川においても、水

質や水生生物の測定、調査を実施します（４（３）２）水生生物の調査参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.５ 工事中の河川への放流箇所  
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（水質管理の流れ） 

・トンネル湧水等の処理の流れを図 ４.６に、処理設備における処理のフロー

を図 ４.７にお示しします。 

・ｐＨ、ＳＳ（濁度換算）については、処理設備内に計測機器を設置し、自動

計測による常時計測を行い、予め定めた管理値以下に処理した上で放流しま

す。計測機器による自動計測を基本としますが、念のため、１回／日を基本

に人による測定を行い、適切に処理されていることを確認してまいります。 

・自然由来の重金属等は、処理設備内において簡易計測等による確認を行い、

予め定めた管理値以下になるように、排水処理剤により不溶化処理（重金属

等が水に溶け出すことのないような物質に変えること）等を行い、沈殿、脱

水のうえ建設汚泥として、適切に処理を行います。設備については処理を行

う水量に合わせて必要な追加等を行います。測定は月１回の実施を基本とし

ますが、１回／日を基本に実施する掘削土の重金属等の確認の結果、掘削土

の重金属等の基準値の超過が確認された場合等には、１回／日に頻度を増や

して実施いたします。 

・また、自然由来の重金属等の処理については、排水処理剤による処理、膜ろ

過式や砂ろ過式などいくつかの方法がありますが、今回は、過去のトンネル

工事で実績のある排水処理剤により排水基準以下に処理する方法を採用す

ることを考えております。 

・トンネル工事の中で、吹付けコンクリート施工後の区間の湧水は濁りがなく

なってくることから、図 ４.６のとおり、トンネル切羽付近から離れた箇所

において切羽からの濁水区間とそれより後方の清水区間に分離し、濁水量の

低減を図っていきます。 

・トンネル湧水（清水）は、トンネル排水（濁水）と混合しないように送水し、

放流前にｐＨ、ＳＳ、自然由来の重金属等の確認を行い、基準値を超過した

場合には処理設備で処理を行ったうえで放流します。特に、アルカリ排水等

が含まれる可能性に備え、ｐＨ処理設備を設置します。 

・掘削が進捗して湧水が清水となり、取扱いを濁水から切り替える際には自然

由来の重金属等について確認を行い、基準値を超過する場合には他の清水と

は別系統で送水し、処理することも検討してまいります。 

・なお、トンネル掘削に際し薬液注入工法を施工する際は、「薬液注入工法に

よる建設工事の施工に関する暫定施工指針」（昭和４９年７月、建設省）に

基づき実施していきます。使用する材料は、水ガラス系を基本に計画してお
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りますが、地質や湧水の状況に合わせた適切な材料を選定してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.６ 施工ヤードにおけるトンネル湧水等の処理の流れ（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.７ 処理設備における処理のフロー（イメージ） 
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図 ４.８ トンネル湧水の清濁分離（イメージ） 
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（水質管理の基準） 

・放流時における各水質項目（ｐＨ、ＳＳ、自然由来の重金属等）の管理基

準は表 ４.１のとおり計画しています。 

 

表 ４.１（１） 水質管理基準（ｐＨ、ＳＳ） 

項目 管理基準 

ｐＨ ６．５以上８．５以下 

ＳＳ ２５ｍｇ／Ｌ以下 

 

水質汚濁防止法等に基づく排水基準として、大井川水域ではｐＨは５．８以上８．６以下、

ＳＳは 大４０ｍｇ/Ｌ以下、日間平均３０ｍｇ/Ｌ以下が定められていますが、南アルプス

の地域特性を踏まえ、現時点で 高水準の処理能力を有する処理設備を設置し、表 ４.１に

示す基準値で管理していきます。なお、この管理基準値は、公共用水域の環境基準の水域類

型のなかで も厳しい基準で、ヤマメ、イワナ等の貧腐水性水域の水産生物用として適用さ

れ、大井川上流（駿遠橋より上流）の水域類型であるＡＡ型の値と同等となっています。 

 

表 ４.１（２） 水質管理基準（自然由来の重金属等） 

項目 管理基準 

カドミウム ０．０３ｍｇ/Ｌ以下 

六価クロム ０．５ｍｇ/Ｌ以下 

水銀 ０．００５ｍｇ/Ｌ以下 

セレン ０．１ｍｇ/Ｌ以下 

鉛 ０．１ｍｇ/Ｌ以下 

ひ素 ０．１ｍｇ/Ｌ以下 

ふっ素 ８ｍｇ/Ｌ以下 

ほう素 １０ｍｇ/Ｌ以下 

 

水質（自然由来の重金属等）について、水質汚濁防止法等に基づく排水基準を処理設備

における水質管理基準として設定しました。 

 

・なお、水質汚濁防止法は、公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を図り、

国民の健康を保護するとともに生活環境を保全すること等を目的としてお

り、工場及び事業場から公共用水域に排出される水について、同法に定める

一律排水基準以下の濃度で排水することを義務づけています。さらに、大井

川水域では、自然的、社会的条件から判断して、一律排水基準だけでは水質

汚濁の防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定めるより厳
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しい基準（上乗せ排水基準）が定められています。 

・当社としては、南アルプス地域の特性を考慮し、トンネル湧水等を一律排水

基準及び大井川水域の上乗せ排水基準より厳しい値で設定した管理基準で

管理し、河川へ放流していくことを考えています。 

・さらに、排水の濁りをより低減していくための一つの取組みとして、トンネ

ル湧水のうち清濁分離処理により分離された清水と、濁水処理設備で処理を

行った後の処理水を、河川に放流する前に合流させることで、よりきれいな

水にして放流することとします。 

 

・溶存酸素量（ＤＯ）については、水質汚濁防止法に基づく排水基準等は定め

られていませんが、工事中は工事排水のＤＯを定期的（月１回）に確認し、

必要により曝気などの対策を実施してまいります。なお、南アルプストンネ

ル工事（山梨工区）の濁水処理後のＤＯを計測したところ、表 ４.２に示す

とおり、これまでに実施した河川の水質の現地調査結果（資料編「資料５ こ

れまでに実施した水質の現地測定結果」に記載）と同等であることを確認し

ています。また、放流口には減勢工を設けることにしており、更に酸素を取

り込めるように検討します。 

 

表 ４.２ トンネル湧水（山梨工区）のＤＯ計測結果 

調査地点 調査結果 （参考）環境基準（ＡＡ型）

場外水槽（濁水処理後） ９．１ｍｇ/Ｌ ７．５ｍｇ/Ｌ以上 

 

・なお、これまでに実施した水質の現地調査結果は、資料編「資料５ これま

でに実施した水質の現地測定結果」に記載しています。 
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（処理設備の配置計画） 

・静岡県内のトンネル（本坑、先進坑、非常口）の湧水量の管理値は３ｍ３/秒

と設定しています。 

・仮に、この管理値に相当する湧水が発生し、湧水の全てが濁水とした場合に

は、濁水処理設備（３００ｍ３/時）は３６基必要となります。処理設備は、

図 ４.９に示すとおり、トンネル坑内を利用して分散して配置することによ

り、必要な設備を設置することが可能です（工事工程ごとの処理設備の配置

計画は、資料編「資料６ 工事工程ごとの処理設備の配置計画」に記載）。 

・トンネル掘削時においては、先進ボーリングで前方の湧水の状況を把握し、

想定される湧水量に応じた設備を事前に配置します。 

・また、「４（１）２）①トンネル湧水量自体の低減」でお示しした湧水低減

対策を実施するとともに、トンネル湧水の清濁分離を行うことで、濁水処理

の量を低減させながら工事を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

図 ４.９ 濁水処理設備の配置計画（仮に３ｍ3/秒の濁水が発生した場合） 

全体配置例 

トンネル坑内での配置図例（１基あたり） 
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  ｲ) 工事完了後の対応 

・トンネル工事完了後も当面の間は、濁水やコンクリート構造物からのアルカ

リ排水が湧出することが考えられるため、トンネル湧水等の水質が定常的に

基準値内の状態になるまでの間は、必要な処理設備を設置し、処理をして河

川へ放流します。 

・排出する湧水において定常的に排水基準を超過する重金属等が検出される

場合は、工事中の対応と同様に排水処理剤により水質管理基準以下に処理し

て河川へ放流することを考えています。重金属等の濃度が高い区間の湧水は、

別系統で集水し、処理することも方法として検討していきます。 

・また、トンネル掘削工事完了後も、引き続き湧水の放流を行う箇所において

は、将来に亘って、継続して放流先河川の水質の測定を実施します。なお、

工事完了後、放流を実施しない箇所においては、放流先河川の水質が定常的

な状態になるまでの間、水質の測定を実施します。 
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  b）水温管理 

  ｱ) 工事中の対応 

・一般的に、地下水は地熱によって深度が深いところほど、水温が高いとされ

ており、トンネル湧水を河川へ放流することに伴い、特に冬季においてはト

ンネル湧水の水温が放流先河川の水温よりも高くなる可能性があることか

ら、河川の水温変化により生息環境の縮小や産卵への影響など、水生生物へ

影響を及ぼす可能性が考えられます（水温の予測結果は、資料編「資料７ ト
ンネル湧水の放流に伴う水温変化の予測結果」に記載）。 

・一方、水温変化による水生生物への影響の程度を予測することは難しいと考

えているため、「主な魚介類の淡水域における水域区分の分類及び生息に関

する情報について（案）」（中央環境審議会・水環境部会・水生生物保全環境

基準類型指定専門委員会（第３回）、平成１７年９月１２日）において示さ

れた、現地で主に確認されているイワナやアマゴ（サツキマス）の適水温を

参考に、対策を行います（表 ４.３）。 
表 ４.３ イワナ、アマゴの適水温 

種名 適水温 

イワナ 

・全般：概ね１５℃以下 

・産卵：１０℃以下 

 ※産卵時期：９月下旬～１１月 

アマゴ（サツキマス） 

・全般：概ね２０℃以下 

・孵化 適水温：１３．８℃ 

 ※産卵時期：１０月～１２月 

 
・例えば、河川の水温変化により水生生物への影響を低減するために、トンネ

ル湧水をヤード内の沈砂池を経由させること等で、できる限り外気に曝すと

ともに、積雪があれば湧水と混合してから放流することで河川水温に近づけ

てまいります。また、工事排水を分散放流したり、排水箇所について魚類の

産卵場所を回避したりすることなども検討、実施していきます。 
・さらに、西俣非常口からトンネル湧水を流す際には、工事用道路（トンネル）

を通じて、千石付近で大井川に流すことも選択肢として考えています。 
・トンネル湧水量は掘削の進捗に応じて増加していく傾向にあることから、河

川の水温への影響も工事の進捗に応じて徐々に大きくなっていくと考えら

れますが、工事の初期の段階からトンネル湧水や放流先河川の水温について

調査・計測を継続的に実施し、その結果は専門部会委員や静岡県等へ速報し、
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水温の変化を迅速に把握して頂けるようにします。測定は複数地点で実施し、

水温変化がどの程度の範囲にまで及んでいるのか確認していきます。 

・合わせて、水生生物の調査・計測も継続して実施し、その結果は生物多様性

専門部会に定期的に報告していきます。 

・その結果、対策が必要であれば、分散放流箇所の見直しなど、対応方法の再

検討を行います。 

 

  ｲ) 工事完了後の対応 

・工事完了後は、勾配の緩やか（約０．１％）な導水路トンネルを時間をかけ

て流下したトンネル湧水を、大井川に流すことになりますが、その間の水温

変化について測定を実施し、その結果を踏まえて、必要な対策を検討、実施

してまいります。 
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 イ．発生土置き場からの排水の水質管理 

  a）工事中の対応 

  ｱ) トンネル掘削土に含まれる自然由来の重金属等の確認 

・各トンネル工事施工ヤード内に土砂ピットを設け、トンネル掘削土に含まれ

る自然由来の重金属等の試験を行います。 

・トンネル掘削土は土壌汚染対策法の対象外ですが、「建設工事で発生する自

然由来重金属等含有土対応ハンドブック」（平成２７年３月 独立行政法人

土木研究所）（以下、「ハンドブック」という。）の内容を踏まえ、トンネ

ル掘削土の試験は、１回/日を基本に確認を行います。 

・掘削土の試験の結果、土壌汚染対策法に基づく土壌溶出量基準値を満たした

掘削土のみを、発生土置き場（通常土）へ運搬し、造成を行います。 

・一方、基準値を超過した掘削土（以下、「対策土」という。）は、対策土用

として計画している藤島沢付近の発生土置き場（遮水型）へ運搬し、ハンド

ブックの内容を踏まえて、自然由来の重金属等の流出を防止するために、封

じ込めなど他事業の事例をもとに確立された方法で対策を実施します（発生

土置き場（遮水型）の設計、水質管理等は、資料編「資料３ 発生土置き場

の計画」に記載）。 

・なお、藤島沢付近の発生土置き場（遮水型）における流出水の管理、および

専門部会委員から頂いたオンサイト処理についてのご意見については、資料

編「資料３ 発生土置き場の計画」に検討結果を記載しました。 

 

  ｲ) 発生土置き場（通常土）からの排水の水質管理 

・発生土置き場（通常土）における管理のイメージを図 ４.１０にお示ししま

す。降雨時等において発生土置き場から発生する雨水等の排水は、沈砂池等

により適切に処理したうえで、河川へ放流します。 

・発生土置き場（通常土）については、盛土を行う際、一定の高さごとに小段

を設けて盛土していきますが、小段毎に排水溝や集水枡を設置するほか、縦

排水により雨水等が発生土に浸透する前に沈砂池に集め、降雨時等における

濁水の発生自体を抑制してきます。また、盛土内の排水計画について、現地

盤に地下排水工を設置するとともに、降雨等が盛土内に湛水して盛土が崩れ

ないよう、小段部分に水平方向へ水を排水できるような設備を設置するなど、

設計を進めていきます。 

・なお、発生土置き場の安定性についてのご意見については、資料編「資料３ 
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河川

発生土置き場

河畔林
擁壁

：河川区域

小段毎に排水溝や集水枡を設け、縦排水などにより雨水を確
実に沈砂池に集めることにより、土砂の流出を防ぐ計画とする。

排水設備

沈砂池

工事中は定期的に点検し、大雨なども考慮して
浚渫などの整備を行うことで性能を維持すると
ともに、処理状況を定期的に確認する。

発生土置き場の計画」に検討結果を記載しました。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図 ４.１０ 発生土置き場（通常土）における管理のイメージ 

 

・なお、沈砂池や排水設備については、「静岡県林地開発許可審査基準及び一般

的事項」では、１０年確率における降雨強度（１００ｍｍ/時程度）で設計す

ることが定められていますが、南アルプスの地域特性を考慮し、さらに安全側

な１００年確率における降雨強度（１８０ｍｍ/時程度）により、設計を進め

ています。（資料編「資料３ 発生土置き場の計画」参照）。 

・沈砂池や排水設備は、点検・整備を行うことで、性能を維持するとともに、降

雨時等の排水時における処理状況を定期的に確認します。 

・以上のとおり、河川放流前の水質管理を前提としていますが、放流先河川にお

いても水質等の測定や水生生物等の調査を実施し、また、大規模な降雨があっ

た場合などには現地状況の確認を実施します（４（３）２）水生生物の調査参

照）。 

 

  b）工事完了後の対応 

・発生土置き場の造成完了後は、土砂流出防止に有効なのり面緑化を早期に実

施します（発生土置き場における緑化計画は、「４（２）２）河畔林の復元、

発生土置き場の緑化計画」に記載）。緑化されるまでの期間においても沈砂

池を設置すること等により、濁水等の流出防止を図っていきます。 

・発生土置き場の維持管理は、工事完了後も将来に亘って当社が責任を持って

行っていきます。 

・また、排水放流先河川における水質の測定についても、工事完了後の将来に

亘って、実施していきます。 
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 ウ．生活排水の水質管理 

・生活排水について、循環型の風呂を使用し、浴槽から出る排水量を１/３程

度に抑制するなど、排水量の抑制を図っていきます。また、高度浄化装置に

より適切に処理したうえで、河川へ放流します。なお、生活用水は、工事施

工ヤードに設置する井戸または近傍の沢等から取水を行います（資料編 「資

料８ 生活用水の取水計画」参照）。 

・高度浄化装置における生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）の管理基準及び水質

汚濁防止法等に基づく排水基準を表 ４.４にお示しします。南アルプスの地

域特性を踏まえ、現時点で 高水準の処理能力を有する高度浄化装置を設置

し、５ｍｇ/Ｌ以下を水質管理基準として設定しました（資料編 「資料９ 生

活排水放流に伴う河川の水質への影響の予測結果」参照）。 

 

表 ４.４ 高度浄化装置の管理基準と排水基準 

項目 管理基準 （参考）排水基準※ 

ＢＯＤ ５ｍｇ/Ｌ以下 
（   大）２０ｍｇ/Ｌ以下 

（日間平均）１５ｍｇ/Ｌ以下 

 

 

 

・また、高度浄化装置では滅菌処理を行うため、大腸菌群数はほぼ０の状態で

放流します。 

・高度浄化装置においては、法令等に基づき、ｐＨ、ＤＯ、残留塩素濃度、Ｂ

ＯＤ等を測定します。また、点検・整備を行うことで、性能を維持するとと

もに、処理状況を定期的に確認します。 

・なお、これまで、既に高度浄化装置により処理したうえで河川へ放流を行っ

ていますが、処理状況等は問題がないことを確認しています（これまでに実

施した水質の現地調査結果は、資料編「資料５ これまでに実施した水質の

現地測定結果」参照）。 

 

 

 

 

 

※「水質汚濁防止法第 3条第 3項に基づく排水基準に関する条例」（昭和 47 年 静岡県条例第 27 号）別表第

８（大井川水域に排出される排出水に適用する上乗せ基準）の「昭和 48 年 4月 1 日以後において設置され

る特定事業場（同年 3 月 31 日において既に特定施設の設置の工事に着手しているものを除く。）に係る排

出水：その他のもの（1日の平均的な排出水の量が 700m3 以上である特定事業場に係るもの）」より 
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固形物の
分離・貯留

汚水

流入

生物処理
（有機物・窒素・リンの分解）

膜処理
（SS・大腸菌等除去）

消毒
（塩素接触）

放流

自然流下 ポンプ

ポンプ（予備） ※

※ 浄化槽のタンク間のポンプは２重系とします。
通常時は交互運転を行い、一方のポンプ異常時にも設備を止めることなく処理可能です。

・高度浄化装置は、接続する宿舎・事務所の 大排水量に対応するものを設置

します。また、図 ４.１１に示すとおり、浄化装置のポンプは二重系化する

とともに、現地の作業員により設備の異常の有無を毎日確認し、浄化槽の異

常を認めた場合、接続する設備を一時使用停止とします。 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.１１ 高度浄化装置の概略模式図 

 

・高度浄化装置は、停電に備え予備の電源を確保しています。さらに、異常時

に備えて、予め汲み取り式トイレを配備しておくとともに、直ちに浄化槽の

専門業者を手配します。こうした取扱いについてはマニュアル化し、確実に

実行できるようにいたします。 

・以上のとおり、河川放流前の水質管理を前提としていますが、放流先河川に

おいても、水質や水生生物の測定、調査を実施します（４（３）２）水生生

物の調査参照）。 
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 ③ 調査・計測結果を踏まえた変化に応じた対応の実施 

・トンネル掘削にあたっては、「トンネル湧水量」、「沢の流況・流量」、「河川

本流の流量」、「河川本流の水質」、「動植物の定期調査」の５つの指標（計測、

調査結果）により、複数の観点から変化を把握し、現地調査や移しょくの検

討、実施等を行います。 

指標１：トンネル湧水量に基づく対応 

・掘削中は、実際のトンネル湧水量と水収支解析上の湧水量を対比し、ト

ンネル湧水量を管理します（解析上、減水しないと予測される沢につい

ても、解析結果と著しく異なる量の湧水が生じた場合には減水する可能

性があります）（図４．１２）。 

・水収支解析の前提とした地質と実際の地質との差異や、湧水低減対策を

実施した場合の効果等についても考慮し、沢が減水する可能性を判定し

ます。 

・減水する可能性のある沢が判明した場合には、その後速やかに、移しょ

くの実施に向けた体制を構築し、移しょくの判断に必要な現地調査を行

います（調査項目は、動植物の生息・生育環境（水深、水面幅、流速等）

や動植物の生息・生育状況等）。 

・調査結果は生物多様性専門部会委員等に報告し、移しょくが必要との判

断があれば、予め定めた移しょく先への移しょくを実施します。 

・さらに、解析結果と著しく異なる量の湧水が生じた場合には追加の湧水

低減対策（薬液注入等）を実施し、沢への影響を 小限に抑えます。 

図 ４.１２ 実際のトンネル湧水量と解析上の湧水量の対比イメージ 

 

解析上の湧水量

実際の湧水量

時間

トンネル
湧水量 ※解析値を著しく超過



４-２３ 

指標２：沢の流況・流量に基づく対応 

・沢への影響の有無は、沢の特性に応じて、常時監視カメラによる流況の

確認や計測による流量の確認によって判定します。 

（沢の流況に基づく対応） 

・地形や現地の気象状況を考慮するとアクセスが極めて難しい沢や、水収

支解析の結果、流量減少が予測される沢のうち、アクセスが難しい沢に

ついては、沢の流量減少を早期に検知するため、常時監視カメラを設置

します（図４．１３）。 

・常時監視カメラでこれまでに撮影した写真から、沢毎に管理流況（過去

低流況）※3を定めます（表４．５）。 

（沢の流量に基づく対応） 

・その他の沢については、切羽が当該沢の集水域に入った以降は、現在、年

２回（豊水期、低水期）の頻度で継続して実施している流量調査の頻度を

増やし、トンネル掘削中の沢の流量を直接確認します（図４．１３）。 

・これまでに計測した結果から、沢毎に管理流量（過去 低流量）※3 を定

めます（表４．５）。 

・管理流況より状況が悪化した場合や管理流量を下回った場合には、生態

系への影響が生じる可能性あると判定します。 

・また、管理流況より状況が悪化していない場合や管理流量を下回ってい

ない場合でも、降水量の変動と流況・流量の変動に相関がみられない場

合等については、静岡県や生物多様性専門部会委員に報告し、生態系へ

の影響が生じる可能性について、判定します。 

・沢の流況や流量から生態系への影響が生じる可能性があると判定された

場合には、移しょくの実施に向けた体制を構築し、移しょくの判断に必

要な現地調査を行います（調査項目は、動植物の生息・生育環境（水深、

水面幅、流速等）や動植物の生息・生育状況等）。 

・調査結果は生物多様性専門部会委員等に報告し、移しょくが必要との判

断があれば、予め定めた移しょく先への移しょくを実施します。 

・なお、設定した管理流況、流量は、工事中の沢の流量や水生生物等の調査

結果などを踏まえ、随時見直すことを考えています。 

 
※３：管理流況、管理流量の考え方 
・これまでに流況や流量の調査に加え、現地の動植物の調査を実施しています。 
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・現時点での過去 低流況、流量を計測した後の動植物の調査においても、現地で
魚類等の生息は確認できており、動植物が消失しているわけではないため、過去

低流況、流量が現地における生態系が経験したことのある復元可能な も厳し
い状況であると考え、管理値としています。 

・ただし、年２回計測地点の沢の流量については、毎年８月、１１月に計測を行っ
ており、厳冬期（１２月～３月）の計測結果がありません。このため、月１回計
測地点（田代取水堰堤上流地点）において、厳冬期の流量は厳冬期以外の流量の
約２分の１となっていることを踏まえ、工事中の厳冬期における年２回計測地点
の管理値は、これまでの過去 低流量となるものを２分の１した値を設定してい
ます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔河川流量調査〕
：常時計測 （４地点）
：月一回計測 （７地点）

〔沢等流量調査〕
：年二回計測 （３８地点）

〔沢等流況調査〕
：常時監視カメラ設置 （８地点）

：計画路線
：斜坑
：導水路トンネル
：工事用道路（トンネル）

〔降水量調査〕
：常時計測 （３箇所）

図 ４.１３ 沢等の流量計測地点 

（下図は静岡市モデルによる地下水位（予測値）低下量図） 
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（悪沢の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（蛇抜沢の例） 

図 ４.１４ 常時監視カメラにて撮影した流況の写真 
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表 ４．５ 沢の流況、流量の管理値 

項目 
管理値 

厳冬期以外 厳冬期 

管理流況 
（常時監視カメラ） 

各沢において工事前の段階から同一の図郭で撮影・蓄積した流況写真

から、流量が 低となる流況を設定 
管理流量 

（月１回計測地点） 
各沢において工事前に実施した計測（月１回）の結果から、過去 低

流量となるものを設定 

管理流量 
（年２回計測地点） 

各沢において工事前に実施した計

測（年２回（８月、１１月））の

結果から、過去 低流量となるも

のを設定 

各沢において工事前に実施した計

測（年２回（８月、１１月））の

結果から、過去 低流量となるも

のを２分の１した値※４を設定 
注１．月１回や年２回計測については、基本的に計測前に降雨等がなく、流量が比較的少ない日

に実施しています。 
注２.工事中の状況を踏まえて、必要により管理値は見直す。 
 
※４ これまでに月１回計測してきた田代取水堰堤上流地点（取水の影響を受けていない地点）

において、年間で月平均流量が も少ない月である２月の 小流量（約１．８ｍ３／秒）は、
８月の 小流量（約４．５ｍ３／秒）、１１月の 小流量（約４．０ｍ３／秒）のそれぞれに対
して、約２分の１であるため（図４．１５参照）。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 ４.１５ 月１回河川流量計測結果（大井川（田代取水堰堤上流））： 

平成２６年度～令和２年度 
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/秒 月１回河川流量計測結果（大井川（田代取水堰堤上流））：平成２６年度～令和２年度 

厳冬期 

厳冬期である２月期の流量は、 
８月、１１月期の約２分の１ 
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指標３：河川本流の流量に基づく対応 

・河川本流の流量について、西俣測水所、東俣測水所、木賊測水所、今後椹

島に設置する計測地点の流量の常時計測結果を確認します（図４．１６）。 

・西俣、木賊測水所において、各取水堰堤下流の河川維持流量程度までの

著しい流量の減少の傾向が確認された場合などには、トンネル湧水を西

俣非常口から西俣川へ流すことで、椹島から西俣非常口間の河川流量を

維持する措置を講じます（西俣付近の流量予測結果は、資料編「資料４ 

西俣付近の流量予測結果」に記載）。 

・なお、西俣非常口より上流部の河川本流において、減水の兆候が確認さ

れた場合には、移しょくの実施に向けた体制を構築し、移しょくの判断

に必要な現地調査を行います（調査項目は、動植物の生息・生育環境（水

深、水面幅、流速等）や動植物の生息・生育状況等）。 

・調査結果は生物多様性専門部会委員等に相談し、移しょくが必要との判

断があれば、予め定めた移しょく先への移しょくを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.１６ 河川本流で流量の常時計測を実施する箇所 
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指標４：河川本流の水質に基づく対応 

・河川本流の水質について、今後西俣、千石、椹島に常時計測機器を設置し

常時計測の結果を確認します（図４．１７）。 

・河川の水質の基準値超過が確認され、動植物の生息・生育環境への影響

が考えられる場合には、工事排水を河川へ放流する箇所の下流部で、動

植物の現地調査を実施します。 

・調査の結果、生息・生育環境の変化、個体数の減少等、異常が確認された

場合には、移しょくの実施に向けた体制を構築し、調査結果を生物多様

性専門部会委員等に相談したうえで、移しょくが必要との判断があれば、

予め定めた移しょく先への移しょくを実施します。 

・また、河川の水質の基準値超過が生じた場合は、速やかに静岡県等へ報

告し、排水元の水質を確認し、工事による原因かどうかを確認します。 

・工事に起因していた場合には、速やかに排水の放流を一時中断し、処理

設備の増強等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.１７ 河川本流で水質の常時計測を実施する箇所 
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指標５：動植物の定期調査に基づく対応 

・トンネル掘削前の段階において、動植物の定期調査を実施し、その結果

をバックグラウンドデータとして取りまとめておきます（調査の詳細は

「（３）計測・調査の具体的な内容 ３)水生生物の調査計画」に記載）。 

・トンネル掘削段階においては、沢について切羽が当該沢の集水域に入っ

た際に、動植物の定期調査（四季）を実施し、動植物の生息・生育状況を

確認します（図４．１８）。 

・また、河川本流については、先述の通り、水質を予め定めた管理基準値以

下に処理したうえで放流する等、河川放流前に適切に管理します。 

・それでもなお、水質や水温の変化による影響が生じてしまう可能性に備

え、工事排水を河川へ放流する箇所の下流部では、切羽の位置に関わら

ず、動植物の定期調査（四季）を実施し、動植物の生息・生育状況を確認

します。 

・調査の結果、生息環境の変化や動植物の個体数の減少等、異常が確認さ

れた場合には、移しょくの実施に向けた体制を構築し、調査結果を生物

多様性専門部会委員等に相談したうえで、移しょくが必要との判断があ

れば、予め定めた移しょく先への移しょくを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.１８ 沢に関する動植物調査を実施するタイミングのイメージ 

 

・以上の調査・計測結果を踏まえた対応の実施フローを図４．１９にお示し

します。 

沢

沢の集水域

先進坑

※切羽が集水域に入った際

※動植物の現状調査
の対象
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 ４）【沢の流量減少への備え】沢への影響に対して事前に備える具体的な内容 

・先述の通り、トンネル掘削中の環境保全措置を実施したとしても、一部

の沢では、流量減少が生じる可能性があります。 

・そこで、掘削開始前に、移しょくを実施する必要のある種の特定と移し

ょく先の検討を行います。 

・また、ヤマトイワナについては個体数の保全を図るため、生息環境の整

備を実施します。 

① トンネル近傍の沢に関する移しょくの検討（移しょくを実施する必要の

ある種の特定、移しょく先の選定） 

・トンネル掘削開始前に沢の減水に備えトンネル近傍の各沢について、移

しょくを実施する必要のある種の特定と移しょく先の検討を実施します。 

・既に検討を実施した沢について非公開版資料※5に検討結果を記載します。 

・なお、ヤマトイワナの移殖に関しては、 

－種の保全のため、遺伝的攪乱に関わらず、必要な場合には実施すべき 

－遺伝的攪乱を避けるため、他の沢への移殖は実施するべきではない 

という２つのご意見があり、移殖の実施については今後、静岡県、生物多

様性専門部会委員等にご相談しながら、対応を決定してまいります。 

※5：重要種の位置情報が記載されているため、非公開版資料として提示します。 

 

② ヤマトイワナの生息環境の整備 

・過去のＪＲ東海、静岡市の調査結果、生物多様性専門部会委員等の意見

に基づき、ヤマトイワナが生息する可能性のある沢をＰ４－２ 図４．１

に示します。 

・トンネル掘削は湧水低減対策をとりながら進めますが、それでも沢が減

水した場合に備え、ヤマトイワナが生息する可能性のある沢においては

個体数の保全を図ります。 

・具体的には、流量の減少に関する予測結果に関わらず、「人工産卵床の整

備」、「ニッコウイワナとの交雑個体の捕獲、移殖※6」を実施します。 

・生息環境整備の効果のイメージを図４．２０にお示しします。 

 

※6：移殖先については、地元の関係者と相談の上、木賊～二軒小屋間の管理釣り場

等へ移殖することを検討します。
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・人工産卵床の整備、ニッコウイワナとの交雑個体の捕獲、移殖について

は、以下の通り実施します。 

 

（人工産卵床の整備） 

・人工産卵床の整備については、「渓流魚の人工産卵場のつくり方」（水

産庁、独立行政法人水産総合研究センター）などの参考資料の他、生

物多様性専門部会委員等の助言も踏まえて実施していきます。既に現

地において、専門家のご指導を頂きながら試行的に実施しており、今

後も引き続き取り組んでまいります（図４．２１）。 

・人工産卵床は、親魚の生息状況を確認のうえで、秋の産卵期の直前、

ないしは産卵期の始まった直後に造成します。 

・整備箇所については、流れ幅が３ｍより小さく、図４．２２に示す①

～③の条件を満たしている川が理想的とされており、このようなこと

を念頭においたうえで、生物多様性専門部会委員等にご助言頂きなが

ら選定してまいります。 

・整備方法としては、図４．２３に示すとおり、スコップ等の工具によ

り人力にて施工することを考えており、イワナ等が好んで産卵する

「淵尻のかけあがり」を造成してまいります。 

・造成後は定期的に観察を行い、落ち葉の清掃や重複産卵の管理等を行

います。また、人工産卵床は自然の動的変化により形状等が変化する

ことが考えられることから、必要により１年に１回程度造成し直すこ

とも考えています。 

 

（ニッコウイワナとの交雑個体の捕獲、移殖） 

・西俣上流部に生息する人為的に移入されたニッコウイワナとの交雑個体

については、地元の関係者と相談の上、木賊～二軒小屋間の管理釣り場

等へ移殖することを検討します。なお、専門家等のご助言を頂きながら、

外見上の特徴から明らかに交雑種と判断される個体について移殖を実

施します。 
・一方で、「まもりたい静岡県の野生生物－県版レッドデータブック－動

物編２００４」（平成１６年３月、静岡県環境森林部自然保護室）にお

いて、ヤマトイワナの保護対策として「既にニッコウイワナと置き換わ

ったところは、速やかにそれを排除してヤマトイワナに戻すべき」と記

載されていることから、交雑個体を他の沢へ移殖するのか、もしくは排
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除するのかについては、静岡県や地元の関係者とも相談のうえ、検討し

てまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４-３５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.２１ 人工産卵床整備の実施状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ４.２２ 人工産卵床の整備に適した箇所 

  

ＪＲ東海撮影 

出典：「渓流魚の人工産卵場のつくり方」（水産庁、独立行政法人水産総合研究センター）より
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図 ４.２３ 人工産卵床の整備イメージ 

出典：「渓流魚の人工産卵場のつくり方」（水産庁、独立行政法人水産総合研究センター）に一部加筆 

「淵尻のかけあがり」 
好んで産卵する箇所 
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（２） 地上部分の改変等に伴う影響への具体的な対応 

 １）回避・低減・代償措置の具体的な内容 

・地上部分の改変に対する環境保全措置を表 ４.６に示します。 

・環境保全措置の検討にあたっては、まずは環境影響の回避又は低減措置を

図り、やむを得ず回避又は低減が困難な場合において、代償措置を実施す

ることにしています。 

・なお、燕沢付近の発生土置き場について、既に植物（重要種）の移植・播

種を実施済みですが、工事にあたって改めて植物の調査を実施し、必要に

より移植・播種等の対策を実施します。また、動物については、希少猛禽

類の生息・繁殖状況は継続的に調査しています。その他の動物についても、

これまでに実施した調査結果等を踏まえ、生物多様性専門部会委員にもご

相談のうえ、調査対象種を選定のうえ工事にあたって改めて調査を実施し

ます。さらに、静岡市が継続的に実施されている南アルプス環境調査の結

果も情報共有させて頂き、施工計画や環境保全計画の深度化等に活用して

まいりたいと考えています。 

・西俣、千石非常口、椹島の各ヤードの施工計画及び環境保全計画を一例と

して資料編「資料２ 工事施工ヤードの施工計画、環境保全計画」に記載

しています。トンネル掘削工事にあたっては、各工事施工ヤード、発生土

置き場の施工計画、環境保全措置及び管理計画について、「環境保全計画」

として取りまとめ、静岡県等へ報告のうえ公表します。 

・また、工事用道路（林道東俣線）の舗装については、図 ４.２９のとおり

待避所等も含めて通行に必要な幅員は確保するものの、路肩等には未舗装

部分も残すことで昆虫類の水飲み場の確保に配慮してまいります。 
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表 ４.７ 地上部分の改変箇所における環境保全措置（回避、低減、代償） 

措置の 

区分 
項目 内容 

回避 

低減 

①工事に伴う改変区域を

できる限り小さくする 

工事施工ヤード内に設置する諸設備を検討し、設置する設備

やその配置を工夫すること等により生息環境の改変をできる

限り小さくすることで、生息・生育環境への影響を回避又は

低減する。 

回避 

低減 

②重要な種の生息地の全

体又は一部を回避 

重要な種が生息・生育する場合には、その生息・生育地の全

体又は一部を回避することで、生息・生育環境への影響を回

避又は低減する。 

回避 

低減 

③側溝及び注意看板の設

置 

工事で使用する道路に必要に応じて土側溝や横断側溝、注意

看板を設けることで、重要な両生類が道路上で事故にあうこ

とを回避又は低減する（図 ４.２４参照）。 

低減 
④処理設備、浄化装置及

び仮設沈砂池の設置 

濁水等の発生を抑えることで、魚類等の生息環境への影響を

低減する（図 ４.２５参照）。 

低減 
⑤低騒音・低振動型の建

設機械の採用 

低騒音・低振動型の建設機械の採用により、騒音、振動の発

生を抑えることで、重要な猛禽類の生息環境への影響を低減

する（図 ４.２６参照）。 

低減 
⑥トンネル坑口への防音

扉の設置 

トンネル坑口に防音扉を設置することにより、騒音の発生を

抑えることで、重要な猛禽類の生息環境への影響を低減す

る。 

低減 
⑦コンディショニングの

実施 

段階的に施工規模を大きくし、徐々に工事に伴う騒音等に慣

れさせること等で、重要な猛禽類の生息環境への影響を低減

する（図 ４.２７参照）。 

低減 ⑧照明の漏れ出しの抑制 

設置する照明については、専門家等の助言を得つつ、極力外

部に向けないような配慮による漏れ光の抑制、昆虫類等の誘

引効果が少ない照明の採用、適切な照度の設定等を行うとと

もに、管理上支障のない範囲で夜間は消灯するなど点灯時間

への配慮を行うことで、走光性の昆虫類等の生息環境への影

響を低減する。 

低減 

⑨資材及び機械の運搬に

用いる車両のタイヤの

洗浄 

資材及び機械の運搬に用いる車両のタイヤの洗浄を行うこと

で、外来種の種子の拡散を防止する（図 ４.２８参照）。 

代償 ⑩重要な種の移植・播種 

回避又は低減のための措置を講じても生育環境の一部がやむ

を得ず消失する場合において、重要な種を移植・播種するこ

とで、種の消失による影響を代償する。 
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図 ４.２４ 林道東俣線における注意看板の設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.２５ 仮設沈砂池（左）、高度浄化装置（右）の設置状況 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

図 ４.２６ 排出ガス対策型、低騒音型建設機械の使用状況 
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図 ４.２７ 猛禽類のコンディショニングの実施状況 

※「令和元年度における環境調査の結果等について【静岡県】」（令和２年８月）より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.２８ タイヤ洗浄の実施状況 
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図 ４.２９ 林道東俣線における舗装状況 
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 ２）河畔林の復元、発生土置き場の緑化計画 

・工事施工ヤード設置に伴い、必要な伐採を行った河畔林の復元や、発生土置

き場の緑化を行うことにより、地域の森にできるだけ近い形に再生すること

で、その地域に適応した生態系を育成し、環境保全、自然災害の防止、そし

て将来、持続的に利用可能な森の復元を目指します。 
 

 ① 河畔林の復元箇所 

・準備工事において、必要な伐採を行った西俣ヤードにて、工事と並行して河

畔林の復元を行うための植樹を図 ４.３０の範囲で進める予定です。植樹範

囲は、宿舎の建設および撤去時に支障しない範囲を選定しております。植樹

密度は１ｍ２当たり１本を考えています。 

・樹種は、当該地域の河畔林として主要種であった、ヤナギ類やハンノキ等を

計画しています。使用する苗木は、発生土置き場の緑化で育成するものを考

えています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ４.３０ 西俣ヤードにおける植樹範囲 

 

 ② 発生土置き場の緑化計画 

・南アルプスの気象条件は市街地と異なり厳しい条件下であるため、早期の緑

化が難しいと認識していますが、「地域生態系の保全に配慮したのり面緑化

工の手引き」（平成２５年１月、国土技術政策総合研究所）等を参考に、造

成地域の表土や造成地域に生育する在来植物の種子などをできるだけ活用

した方法により、計画的に整備を進めていきます。 

・計画にあたっては、静岡空港建設時の「郷土樹種による緑化」や、富士山麓
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の植樹など、静岡県内で過去に実施された緑化事業を参考にして進めていき

ます。 

 

 ア．樹種の選定 

・南アルプスの植生は、大きく落葉広葉樹林と混合林（落葉広葉樹と常緑針葉

樹）に分けられます。落葉広葉樹林では優勢木のブナを中心にミズナラ、イ

タヤカエデ、オオバヤナギ、シデ類などが混在しており、混合林では優勢木

のモミ、ツガ、ブナ、その他にウラジロモミ、ミズナラなどが混在し、混合

林を形成しています。以上の植生を踏まえ、植樹する樹種は下記を予定して

います。 
  ・ブナ科（ブナ、ミズナラなど） 
  ・マツ科（ウラジロモミ、ツガ、トウヒなど） 
  ・ヤナギ科（オオバヤナギ、ドロノキ、オノエヤナギなど） 
  ・カエデ科（オオイタヤメイゲツ、オオモミジなど） 
 

 イ．発生土置き場の緑化計画 

・将来混合林となるように植生後の多様性が望める落葉広葉樹と常緑針葉樹

を一定の割合で植樹することを考えていますが、生物多様性専門部会委員等

のご意見を踏まえ決定していきます。 
・発生土置き場法面の下段には、大井川流域の特徴でもある河畔林としてヤナ

ギ科のドロノキやカエデ類を植樹し、中段はカエデ類やブナ類を中心とした

落葉広葉樹林に、上段はマツ科のウラジロモミを中心に、ブナ類との混合林

で常緑針葉樹林となるように区分し植樹を計画しています。（図 ４.３１） 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

図 ４.３１ 発生土置き場の緑化イメージ図  

 

河畔林 

オオバヤナギ、ドロノキ、他
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 ウ．苗木
な え ぎ

の育成 

・苗木育成に必要となる種子は、林道東俣線の沼平ゲートより以北で採取する

ことを考えています。苗木の育成は、井川地区に圃場
ほじょう

を整備して行うことを

基本に考えていますが、発芽状況や人材確保などの観点、日々の生育環境を

考慮したうえで、生物多様性専門部会委員等のご意見を踏まえ決定していき

ます。育成期間は植樹可能な大きさ（樹高３０㎝程度）になるまでの２～３

年間程度を考えています。 

 

 エ．種 苗
しゅびょう

スケジュール 

・発生土置き場の造成工程に合わせて生産量を想定し、１ｍ２当たり１本を基

本として年間 大１万５千本～２万本程度を考えていますが、生物多様性専

門部会委員等のご意見を踏まえ樹種等により決定していきます。種苗スケジ

ュールは図 ４.３２のように考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.３２ 種苗のスケジュール案  
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 オ．植樹方法 

・植樹は、春先に１㎡当たり１本の密度で行うことを考えています。植え付け

後、苗木の乾燥対策や、根
ね

鉢
ばち

と埋戻し土の密着を改善し、苗木の活着を促す

ための灌水
かんすい

を行います。また、専門家や自治体と調整を行い、植樹の際には

静岡市民や静岡県民の方に参加していただくなど、市民参加型の植樹を計画

しています。 
※灌水：植物に水を与えること。 

 

 カ．施工中・施工後の管理 

・獣害による樹木被害が多く発生している地域であるため、その対策として獣

害防止柵（ネット）の設置を行います。数年間に分けての植樹となるので、

その都度、植え終わった場所を囲うように獣害防止柵を設置します。（図 ４.

３３） 

 

 
図 ４.３３ 獣害防止柵の設置例（千枚小屋付近） 
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 キ．植生基盤 

・植生基盤の構成は、マニュアル※より、図 ４.３４の通りをイメージしてい

ますが、各層の厚さなどは生物多様性専門部会委員等のご意見や植樹する樹

種等により決定していきます。 

※ 植栽基盤整備技術マニュアル 

（平成１１年１月、財団法人日本緑化センター） 

 
・また、現地の表土は礫が多く養分に乏しいため、現地の表土に加えて良質土

（購入土）に堆肥を混合して植生基盤材とすることを考えています。 
・表層には土の乾燥防止・雑草防止・土の急な温度変化による根の保護等の植

物保護や、土砂の流出防止等を目的に、マルチング材※を１０ｃｍほどの厚

さで敷くことを考えています。 
※ マルチング材：現地で伐採した樹木の枝や幹を破砕した材料 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.３４ 植生基盤 イメージ図 
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（３） 計測・調査の具体的な内容 

 １）河川や沢における流量・流況の計測計画 

 ① 具体的な計測計画 

・河川や沢における流量計測について、計測項目、計測地点、目的を整理する

と表４．８のとおりとなります。具体的な測定地点を図 ４.３５に示します。

なお、図 ４.３５は静岡市が実施した水収支解析における地下水位（計算上）

予測値の低下量図と重ね合わせてお示ししています。 

 

表 ４.８ 河川や沢の流量・流況計測地点の概要 

分類 計測地点 目的 計測時期・頻度 

常時計測地点 

（４地点） 

西俣測水所、東俣測

水所、木賊測水所 

椹島 

西俣川、大井川（東俣）、大井川本

流それぞれで計測し、河川流量へ

の影響を全般的に確認 

トンネル湧水を河川に流す椹島で

計測し、トンネル掘削による変化

を確認 

・工事前：常時１） 

・工事中：常時１） 

・工事後：常時１） 

（水位計による連続

計測を基本２）） 

月１回計測地点 

（７地点） 

取水堰堤の上流地点

等 

上流域での水資源利用への影響等

を確認 
・工事前：月１回 

・工事中：月１回 

・工事後：四季 
赤石沢（新たに追

加） 

トンネル工事による地下水の影響

範囲を確認 

年２回計測地点 

（３８地点） 
トンネル周辺の沢等 沢等の動植物への影響を確認 

・工事前：年２回 

（豊水期、低水期）

・工事中：年２回３）

（豊水期、低水期）

・工事後：年２回 

（豊水期、低水期）

流況の常時監視地点 

（８地点） 

地形や現地の気象状

況を考慮するとアク

セスが極めて難しい

沢や、水収支解析の

結果、流量減少が予

測される沢のうち、

アクセスが難しい沢

沢等の動植物への影響を確認 

・工事前：日１回 

・工事中：日１回 

・工事後：日 1回 

 

 

 

・このうち、赤石沢については、国土交通省の有識者会議に提示した解析結果

より、トンネル掘削前と掘削後の地下水位の差（地下水位低下量）の予測結

１）流量の常時計測は１時間ごとの流量を計測。 

２）椹島付近の流量の常時確認の具体的な方法について、今後検討、実施していきます。 

３）トンネル切羽が交差する沢の集水域に入った際には、頻度を増加 

注. 計測時期、頻度は計測結果を反映し、専門家にご助言を頂きながら必要に応じて変更してまいります。 
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果が図 ４.３５のとおり、赤石沢付近及び椹島付近ではトンネル本坑近傍に

比べて極めて小さくなっていることから、このことを工事中において確認す

るために実施することとしたものです。 

・また、沢については、動植物への影響を確認するため、アプローチが可能な

３８箇所を計測地点として選定しています。計測頻度は年２回（豊水期（８

月）、低水期（１１月）を基本）としていますが、トンネル切羽が交差する

沢の集水域に入った際には頻度を上げて実施します。 

・上記の計測に加え、地形や現地の気象状況を考慮するとアクセスが極めて難

しい沢や、水収支解析の結果、流量減少が予測される沢のうち、アクセスが

難しい沢を対象に、監視カメラを設置して常時流況を監視する方法の検討を

進めており、既に一部の地点では監視を始めています（「（３）１）②西俣上

流部における常時監視 」参照）。西俣、千石、椹島の各ヤードに降水量等の

観測箇所を設置し、沢の流況・流量との相関性を確認していきます。 

・また、動植物についても、「（３）３）水生生物の調査」に記載のとおり、調

査を実施します。 
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〔河川流量調査〕
：常時計測 （４地点）
：月一回計測 （７地点）

〔沢等流量調査〕
：年二回計測 （３８地点）

※ は監視カメラによる
流況の常時監視地点

：計画路線
：斜坑
：導水路トンネル
：工事用道路（トンネル）

〔降水量調査〕
：常時計測 （３箇所）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 ４.３５ 沢等の流量計測地点 

（下図は静岡市モデルによる地下水位（予測値）低下量図） 

 



 

４-５０ 

：計画路線
：斜坑
：導水路トンネル
：流域界
：常時監視地点候補地
：高橋の方法に
よる予測検討範囲

 ② 西俣上流部における常時監視 

・西俣非常口より上流部は、電気や通信環境、道路等が整備されておらず、西

俣川や小西俣に沿ってＶ字谷が続き、厳冬期は積雪も多く、徒歩でのアプロ

ーチが困難な地域です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.３６ 厳冬期における現地状況（西俣非常口～蛇抜沢） 

 

・こうした沢においても、トンネル掘削による沢の流量減少を早期に検知する

ため、現在、実施している沢等の流量の測定（年２回（８月、１１月を基本））

に加え、沢の流況を常時監視可能な方法として、監視カメラの設置を行いま

す。 

 

 ア．候補地の選定 

・地形や現地の気象状況を考慮するとアクセスが極めて難しい沢や、水収支解

析の結果、流量減少が予測される沢のうち、アクセスが難しい沢を候補地と

し、河川との合流部付近を監視地点として検討を進めることとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.３７ 沢の流況の常時監視地点（候補地） 

 

※撮影日：平成 31 年 3 月 13 日 
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 イ．監視機器の検討 

・選定した候補地は、前述のとおり、電気や通信環境が未整備で、車両が通行

できる道路等も基本的に整備されていないことから、電源の確保、通信シス

テムの整備、資機材の運搬等が主な課題となっていました。 

・そこで、カメラによる撮影及びデータの送受信は１回/日を前提として机上

検討を行い、静岡県と意見交換を行った後の令和２年５月から、現地試験を

開始しました。その結果、主な課題に対しては、以下の方針で進めることと

しました。 

・電源は、太陽電池パネルとバッテリーを併用し

て確保することとしました。 

・システムの整備は、机上検討の段階では省電力

広域無線ネットワークを現地で整備すること

を考えていましたが、現地調査の結果、無線の

中継点が想定より多く必要であることが判明

し、システム構成も複雑になることから、

監視地点から衛星携帯電話網を通じて画

像を送信することとしました。 

・資機材の運搬を考慮し、資機材そのものの小型、軽量化を検討しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.３９ 監視機器の概要図（監視カメラ） 

 

図 ４.３８ 現地試験状況（魚無沢） 
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 ウ．監視機器の設置、運用 

・検討結果を踏まえ、令和２年１１月、１２月にトンネル掘削を開始した場合

にまず初めに影響が出る可能性のある悪沢、蛇抜沢の２箇所において、監視

機器を設置しました。 

・令和３年７月には、カメラの解像度を更に向上させ、１日 1 回の流況確認を

継続して実施しています。 

・なお、冬季にカメラによる撮影及びデータ通信が安定した状態で実施可能か

どうかということも課題として考えられましたが、冬季を含めてカメラによ

る撮影及びデータ通信が安定した状態で行えることを確認しています。 

・今後は、トンネル掘削のスケジュールに合わせて、残りの箇所に機器を設置

していくとともに、気象データとも関連付けた画像データの蓄積を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悪沢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蛇抜沢 

図 ４.４０ 沢の流況を常時監視するカメラの現地設置状況 
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悪沢 

 

 

 

 

 

 

 

 

蛇抜沢 

図 ４.４１ カメラによる流況の画像例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

降雨前 降雨後

降雨前 降雨後

悪沢 

西俣川 

西俣川 

蛇抜沢 
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 ２）排水放流河川における水質等の計測計画 

・水質管理については、「４（１）３）②河川放流前の水質等の適切な管理」

に記載のとおり、トンネル湧水等は処理設備等により処理し、処理後の水質

を継続的に監視するなど河川放流前の水質管理を前提としていますが、放流

先河川における水質等についても、計測を実施します。 

・なお、計測計画については、水資源の観点から国土交通省の有識者会議にお

いても議論が行われており、その内容も踏まえて決定いたします。 

 

 

 ① トンネル工事排水の放流先河川 

 ア．計測項目 

・ＳＳ、ｐＨ、電気伝導度（ＥＣ）、ＤＯ、重金属等８項目※、水温 

 

 

 

 イ．計測箇所 

・トンネル工事排水を放流する箇所（図４．４２参照） 

 

 ウ．計測時期、頻度、地点 

・表４．９参照 

  

※ 重金属等の計測項目は、土壌の汚染に関わる環境基準の対象物質のうち、自然由来で岩石・土壌中に存在する

可能性のある８項目（カドミウム、六価クロム、水銀、セレン、鉛、ひ素、ふっ素、ほう素）を考えています。



 

４-５５ 

表 ４.９ 河川の水質、水温の計測時期、頻度（トンネル） 

項目 時期・頻度 地点 

・ＳＳ 

（濁度換算） 

・ｐＨ 

・ＥＣ 

・工事前：常時 

・工事中：常時 

・工事後：工事完了後の湧水放流箇所である坑口（導水路

トンネル）において、将来に亘って、継続して

計測を実施。工事完了後、放流を実施しない箇

所においては、放流先河川の水質が定常的な

状態になるまでの間、計測を実施。 

排水放流箇所の下流地点（た

だし、予め定めた管理値を超

えた場合などは、上流地点に

おいても調査を実施） 

重金属等８項

目 

・工事前：毎月１回 

・工事中：毎月１回 

・工事後：工事完了後の湧水放流箇所である坑口（導水路

トンネル）において、将来に亘って、継続し

て計測を実施。工事完了後、放流を実施しな

い箇所においては、放流先河川の水質が定常

的な状態になるまでの間、計測を実施。 

・工事前：排水放流箇所の下

流地点 

・工事中、工事後：排水放流箇

所の上流・下流地点 

水温 

・工事前：常時 

・工事中：常時 

・工事後：工事完了後の湧水放流箇所である坑口（導水路

トンネル）において、将来に亘って、継続して

計測を実施。 

排水放流箇所の下流地点を基

本とし、川の状況により追加

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＳＳ（濁度換算）、ｐＨ、ＥＣ、水温の常時計測の具体的な方法について今後検討、実施していきます。なお、濁度の

計測機器は、センサー部のワイパー洗浄装置を有するものを選定するなどして、精度を保つことを考えています。 

※重金属等については、発生土に含まれる自然由来の重金属等が基準値を超過していた場合には、頻度を１回／日にして

確認を行います。 
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図 ４.４２ 河川の水質・水温の計測地点（トンネル） 
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 ② 発生土置き場（通常土）からの排水の放流先河川 

 ア．計測項目 

・ＳＳ、ｐＨ、ＥＣ、重金属等８項目 

 

 イ．計測箇所 

・発生土置き場（通常土）からの排水を放流する箇所（図４．４３参照） 

 

 ウ．計測時期、頻度、地点 

・表４．１０参照 

 
表 ４.１０ 河川の水質の計測時期、頻度（発生土置き場） 

項目 時期・頻度 地点 

・ＳＳ 

・ｐＨ 

・ＥＣ 

・重金属等８項目 

・工事前：毎月１回 

・工事中：毎月１回 

・工事後：将来に亘って、継続的に実施 

・工事前：排水放流箇所の下

流地点 

・工事中、工事後：排水放流

箇所の上流・下流地点 

 

 

 

※発生土置き場（遮水型）からの排水の水質等の計測については、他事業の事

例なども参考に、専門家のご意見を踏まえて決定してまいります。（資料編

「資料３ 発生土置き場の計画」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※排水の状況によっては、頻度を変更いたします。 

※大規模な降雨があった場合などには、現地の状況を確認します。 
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図 ４.４３ 河川の水質の計測地点（発生土置き場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※図の測定地点は、全ての候補地を活用する計画とした場合であり、今後の発生土置き場計画の具体的な

検討結果を踏まえ、必要により計測計画の見直しを行う。 
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 ③ 生活排水の放流先河川 

 ア．計測項目 

・ＢＯＤ、ｐＨ、ＳＳ、ＤＯ、大腸菌群数、水温 

 

 イ．計測項目 

・生活排水を放流する箇所の上流・下流地点（図４．４４参照） 

 

 ウ．計測時期、頻度 

・表４．１１参照 

 
表 ４.１１ 河川の水質の計測時期、頻度（生活排水） 

計測項目 計測時期・頻度 

・ＢＯＤ 

・ｐＨ 

・ＳＳ 

・ＤＯ 

・大腸菌群数 

・工事前：１回（低水期） 

・工事中：毎年１回（低水期）※ 

・工事後：放流先河川の水質が定常的な状態になるまでの間、計測

を実施。 

水温 

・工事前１年間：月１回 

・工事中：毎月１回 

・工事後：放流先河川の水温が定常的な状態になるまでの間、計測

を実施。 

 
※生活排水の放流開始後１年間及び作業員が 大となる１年間は、それぞれ初期及び 盛期における処理

状況を確認するために、１回／月の頻度で実施（異常値を確認した場合などは継続して１回／月の頻度

で実施）。 
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図 ４.４４ 河川の水質・水温の計測地点（生活排水） 
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 ３）水生生物の調査計画 

・トンネル掘削に伴う水生生物への影響については、工事前と工事中の生息状

況を比較することで、確認します。 

・そこでまずは、工事前の水生生物の生息状況を把握するため、工事前の現段

階において、水生生物の詳細な調査を実施します。調査の結果は、工事前の

バックグラウンドデータとして取りまとめ、静岡県、専門部会委員へ報告し、

ご確認頂きます。 

・工事中については、Ｐ４－２９に記載の通り、沢は切羽が沢の集水域に入っ

た際に、河川本流はトンネル湧水等の河川への放流開始後に、工事前の調査

と同様の調査を実施し、工事前のバックグラウンドデータと比較することで、

工事中の水生生物の生息状況の変化を確認します。 

・水生生物の調査計画は、生物多様性専門部会委員からのご意見を踏まえ、以

下のとおり策定しました。 

・なお、工事前の調査は、既に令和元年度冬季から調査を開始しています。な

お、令和２年９月に実施した生物多様性専門部会委員との意見交換を踏まえ、

令和２年度秋季調査以降は計画の追加・変更を行っており、一部の内容につ

いては、令和２年度秋季調査において試験的に実施しました。また、令和２

年１２月、令和３年２月の生物多様性専門部会でのご意見等を踏まえ、令和

３年度春季調査以降においては、さらに一部の調査計画を変更しました。（以

降、令和３年度春季調査以降において計画の追加・変更を行う内容は、青字

にて表記します。） 

 

 ① 調査項目及び手法 

・調査項目及び手法を表４．１２にお示しします。なお、調査項目及び手法に

関する詳細は、「４（３）３）④水生生物の具体的な調査内容」に記載して

います。 
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表
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び
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再
捕
獲
法
に
よ
る
任
意
採
集
（
電
気
シ

ョ
ッ
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り
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み
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 ② 調査地点 

・生物多様性専門部会委員からのご意見等を踏まえて設定した、魚類、底生動

物及びカワネズミの調査地点図をそれぞれ図４．４５及び図４．４６にお示

しします。工事排水放流箇所の下流地点や主要な沢等を選定しています。 

・生物多様性専門部会において、「（イワナ類は）瀬にいるものが多いが、大き

なものは淵にたまっている落枝や落葉についている虫を食べるので、瀬だけ

調べたのではわからない。」とのご意見を頂いていますので、イワナ類や底

生動物の調査地点は、比較的安定した淵（Ｒ型、Ｍ型）を有する箇所を優先

的に選定しています（資料編「資料１０ 各種の淵の型と工学的な成因」参

照）。 

・カワネズミの調査地点については、令和２年９月に実施した生物多様性専門

部会委員との意見交換における、河川本流ではカワネズミの環境ＤＮＡが薄

まり検出されない可能性があるため、「河川本流の調査地点は近傍の沢等に

地点変更した方が良い」とのご意見を踏まえ、令和２年度秋季調査以降は、

沢等に重点を置いた地点配置としています。 

・なお、希少種保護の観点から、各調査地点の詳細な位置情報等は非公開とし

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４-６４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.４５ 魚類、底生動物の調査地点 



 

４-６５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.４６ カワネズミの調査地点 

  



 

４-６６ 

 ③ 調査時期、頻度 

・生物多様性専門部会委員からのご意見等を踏まえて設定した調査時期、頻度

を以下に示します。 

（調査時期） 

  春季：４月中旬～５月上旬 

  夏季：７月中旬～８月上旬 

  秋季：９月中旬～１０月上旬１） 

  冬季：１２月上旬～２月下旬２） 

 
１）秋季調査について、流下昆虫、落下昆虫の調査を追加したことに伴い、当初の調査時

期（１０月下旬～１１月中旬）から変更を行った。 

２) 冬季は、主要な地点（西俣、千石、椹島ヤード付近）において調査を実施。なお、落

下昆虫の調査については、冬季は実施しない。 

※ 現地の状況等によっては、調査時期は変更となる可能性がある。 

※ 調査結果を踏まえ、調査時期等は必要により見直しを行っていきます。 

※ 河川沿いの植物群落の生育状況調査（食物連鎖図をより精緻なものにするために実施）

は適期（夏季～秋季）に１回実施 

 

 

（調査頻度） 

・図４．４５、図４．４６に記載の調査地点において、令和元年度冬季以降、

箇所毎に四季別のデータが整うように、調査を実施してきました。各季の調

査結果は、その都度静岡県や専門部会委員へ報告してきましたが、今後、四

季を通じた調査結果を工事前のバックグラウンドデータとして取りまとめ、

静岡県、専門部会委員へ報告しご確認頂きます。 

・なお、図４．４５「食物連鎖図作成地点」については、工事箇所周辺の経年

的な水生生物の生息状況の変化を確認するため、今後も継続して調査を実施

します。 

 

  



 

４-６７ 

 ④ 水生生物の具体的な調査内容 

 ア．魚類の標識再捕獲法による任意採集 

・図４．４７に示す標識再捕獲法による統計的な手法を用いて、各調査地域の

魚類の総生息数を推定し、定量的な変化を把握していきます。 

・令和２年９月に実施した生物多様性専門部会委員との意見交換において、標

識再捕獲法による推定を行うにあたっては、魚類の捕獲率が重要とのご意見

を頂いており、調査手法は電気ショッカーに加えて、令和２年度秋季調査以

降は淵での釣りや投網等も併用しています。 

・また、令和２年１１月に実施した生物多様性専門部会委員との意見交換での

ご意見を踏まえて、イワナのＤＮＡ分析による同定について、専門家のご助

言を頂きながら令和３年度の夏季調査から実施する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.４７ 標識再捕獲法による推定方法の考え方 

 

  



 

４-６８ 

 イ．底生動物の定量調査 

・流速が速く、膝程度までの水深の瀬のような箇所では、図４．４８のように

サーバーネット（２５ｃｍ×２５ｃｍ、目合０．５ｍｍ）を用いて、各調査

地点で４箇所にて調査を実施します。なお、当初は１地点あたり３箇所で実

施していましたが、令和２年９月の生物多様性専門部会委員との意見交換で

のご意見を踏まえ、令和２年度秋季調査以降は、１地点あたり４箇所で調査

を実施しています。各調査箇所は、河川流量の増減に伴う生息密度の増減に

よる調査結果への影響を低減するために、調査範囲（１００ｍ程度を想定）

のなかで調査箇所をずらして行います。 

・また、令和２年９月の生物多様性専門部会委員との意見交換でのご意見を踏

まえ、サーバーネットでの採取が困難な淵のような箇所においても、図４．

４９のようにタモ網等を用いた定量的な調査を検討、実施しました。各調査

地点で適した手法を検討するために、令和２年度秋季調査において試験的に

実施しました。試験的に実施した結果、淵での定量採集の方法としては、調

査員が立入り可能な淵において、川底約２５ｃｍ×２５ｃｍの範囲を足等で

撹拌させ、昆虫等が水中で確認されなくなる段階まで何度かタモ網等で採集

することを考えています。今後も同様な方法で調査を実施してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.４８ コドラート調査の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.４９ 淵での定量調査の実施状況 

定量調査 

（コドラート法） サーバーネット 
（25cm×25cm） 

タモ網 
（径：35cm、奥行：45cm） 



 

４-６９ 

 ウ．イワナ類の胃の内容物調査 

・図４．５０のように、採捕したイワナ類の口からストマックポンプを用いて

胃の内容物を吐出させ、胃の内容物を同定のうえ、種別の個体数、湿重量を

計測します。なお、既往文献によりますと、オショロコマ（小型のサケ科）

の胃の内容物をストマックポンプにより吸引した際に、体長が１０ｃｍより

小さな個体で胃の裏返り現象がみられたとされていることから、対象個体へ

の影響を配慮し、体長が１０ｃｍ未満の個体は胃の内容物調査の対象外とし

ています。 

・また、令和２年９月の生物多様性専門部会委員との意見交換でのご意見を踏

まえて、令和２年度秋季調査以降は、胃の内容物調査を実施したイワナ類は、

体長のほかに体重も計測し、消化管中に食物がどの程度つまっているかを表

す指標である充満度（‰）＝（胃内容物重量÷イワナ個体の体重）×１００

０も合わせて確認しています。 

・さらに、令和元年度に実施した調査では、イワナ類の捕獲率が低かったこと

から、令和３年度の調査以降では、食物連鎖図を作成する３地点においては、

標識再捕獲法の１回目調査の調査時間を増やすことなども現在検討してお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.５０ 胃の内容物調査の実施状況例（左）及び胃内容物例（右） 

 

 

 

 

 

 

 

ストマックポンプ 



 

４-７０ 

 エ．流下昆虫調査 

・令和２年９月の生物多様性専門部会委員との意見交換でのご意見を踏まえ

て、イワナ類を中心とした食物連鎖図をより精緻なものにするために、河川

内を流下してくる昆虫類の調査を実施します。なお、令和２年度秋季調査に

おいて、試験的に実施しました。 

・各調査地点の下流端において、図４．５１のようにサーバーネット（５０ｃ

ｍ×５０ｃｍ）を河川内に１箇所設置し、ネット内に入ってくる落葉などは

取り除きながら、調査を行いました。 

・令和２年度秋季調査における調査時間は、調査員の安全等を考慮し、午前

から午後にかけて、安全に調査することが可能な時間帯のうち、午前と午

後の２回（各１時間程度）で実施しました。 

・令和２年度冬季調査以降は、令和２年１１月の生物多様性専門部会委員と

の意見交換でのご意見を踏まえ、調査時間は、安全に調査することが可能

な時間帯のうち、午前のなるべく早い時間帯及び午後のなるべく遅い時間

帯の２回（各１時間程度）で実施し、サーバーネットは河川内に２箇所設

置して調査を実施します。 

・採取された流下昆虫については、種別の個体数及び湿重量を計測します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.５１ 流下昆虫調査の実施状況例（令和３年度春季調査：西俣地点） 

 

 

サーバーネット

（50cm×50cm） 

サーバーネット
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４-７１ 

群落C

群落B

群落D
ﾄﾗｯﾌﾟ③
群落C対象

ﾄﾗｯﾌﾟ②
群落B対象

ﾄﾗｯﾌﾟ④
群落D対象

群落A

ﾄﾗｯﾌﾟ①
群落A対象

 オ．落下昆虫調査 

・令和２年９月の生物多様性専門部会委員との意見交換でのご意見を踏まえ

て、イワナ類を中心とした食物連鎖図をより精緻なものにするために、河川

内に落下する昆虫類の調査を実施します。なお、令和２年度秋季調査におい

て、試験的に実施しました。 

・令和２年度秋季調査においては、各調査範囲の周辺における河畔林の近くに

調査機材を 1 地点あたり３箇所程度設置しました。令和２年度冬季調査以

降は、令和２年１１月の生物多様性専門部会委員との意見交換でのご意見を

踏まえ、図４．５２のように機材はできる限り水面近くに設置するようにし

ます。 

・令和２年度秋季調査における調査時間は、調査員の安全等を考慮し、午前か

ら午後にかけて、安全に調査可能な時間帯において実施しました。 

・令和２年度冬季調査以降は、令和２年１１月の生物多様性専門部会委員と

の意見交換でのご意見を踏まえ、調査は安全に調査することが可能な時間

帯のうち、午前のなるべく早い時間帯から午後のなるべく遅い時間帯にか

けて実施します。 

・採取された落下昆虫については、種別の個体数及び重量を計測します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図 ４.５２ 落下昆虫調査の調査位置イメージ（左）、 

実施状況（令和３年度春季調査：椹島地点）（右） 

 

 

 

※バットは塗装し、色による誘因の影響低減を検討

44.5cm

32.5cm



 

４-７２ 

 カ．生息環境（流況、周辺植生）調査 

・令和２年９月の生物多様性専門部会委員との意見交換でのご意見を踏まえ

て、水生生物の生物量の変化とともに、生息空間の変化を把握するために、

流況（川幅、水深、流速等）や周辺植生も調査していきます。なお、令和２

年度秋季調査において試験的に実施しています。 

・各調査地点の調査範囲において、ドローン（ＵＡＶ）等を用いて河道の写真

撮影を行い、オルソ画像を作成のうえ、河道表面積の算出を行います（算出

例は図４．５３参照）。また、各調査地点における各々の淵では水深や幅を

計測し、瀬については代表断面１箇所において川幅、水深、流速を計測しま

す。さらに、周辺の植生の状況の変化が確認できるように、調査範囲におけ

る川の両岸からそれぞれ外側約２５ｍ程度の範囲において、ドローン（ＵＡ

Ｖ）等を用いて写真撮影を行っていきます。 

・沢等の急峻な場所で、ドローン（ＵＡＶ）等による調査が困難な地点では、

代表断面１箇所において、川幅、水深、流速を計測し、周辺植生の状況の変

化が確認できるように地上から全景写真の撮影を行っていきます。 

・なお、底生生物の生息可能な空間のサイズや質の変化を予め予測、評価する

ことについては、文献調査等を行った結果、その手法を見出すことはできず、

実施することは困難であると考えています。 

・一方、令和２年９月に実施した生物多様性専門部会委員との意見交換におい

て、委員からは予め予測・評価することは難しいため、工事前の状況を把握

のうえで、工事中の変化を確認していくべき、とのご意見を頂いております。

工事前の段階から生息環境の状況を詳細に把握し、そのうえで工事中も変化

を確認していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.５３ オルソ画像による表面積の算出例について 

・オルソ画像は、空中写真を地図

と同じく、真上から見たような

傾きのない、正しい大きさと位

置に表示される画像に変換した

ものです。 
 
・オルソ画像は、映された像の形

状が正しく配置されているた

め、地理情報システム（ＧＩＳ）

などにおいて、画像上で面積や

距離を正確に計測することが可

能となります。 

ＧＩＳなどを用いて
面積を算出可能 

出典：国土地理院 ＨＰ資料に一部加筆 



 

４-７３ 

 キ．カワネズミの環境ＤＮＡ分析 

・調査地点付近の河川水を採水し、カワネズミを対象としてＤＮＡの抽出、分

析を実施します（図４．５４参照）。 

・採水は、各調査地点において、河川の流心及びその左右岸の３箇所において、

それぞれ午前、午後に 1 回実施し、合計６サンプル採水します。なお、調査、

作業方法は、「環境ＤＮＡ調査・実験マニュアル Ｖｅｒ.２．１」（２０１９

年、一般社団法人環境ＤＮＡ学会）を参考としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.５４ 環境ＤＮＡ分析について 

出典：「株式会社 環境総合リサーチ」ＨＰ資料をもとに作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４-７４ 

 ４）イワナ類を中心とした食物連鎖図の作成と評価 

・環境影響評価時の現地調査結果、静岡市が実施した現地調査結果及び文献調

査結果等をもとに、水生生物を中心とした食物連鎖図を整理し、令和２年９

月に実施した生物多様性専門部会委員との意見交換でのご意見を踏まえた

ものを作成しました。この既往の調査結果による食物連鎖図は、資料編「資

料１１ 既往の調査結果による食物連鎖図（西俣、夏季）」に記載していま

す。 

・一方、同意見交換において、実際の水生生物の調査では、イワナ類の胃の内

容物調査や流下・落下昆虫の調査により、餌資源の構成種や生体量の変化を

把握し、これらの調査結果をもとにイワナ類を中心とした食物連鎖図を作成

のうえ、工事中はその図の変化を見ることによって、イワナ類の生息環境へ

の影響を評価した方が良いとのご意見がございました。このため、当社が令

和元年度冬季から実施している水生生物の調査結果をもとに、改めてイワナ

類を中心とした食物連鎖図を作成しました。 

・この食物連鎖図は、生物多様性専門部会委員からのご意見も踏まえ、当初計

画していた西俣川（柳島付近）、大井川（椹島付近）に加え、北俣・中俣合

流部においても作成を行います（図４．５５参照）。また、食物連鎖図は、

それぞれの地点において、四季それぞれで作成を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.５５ イワナ類を中心とした食物連鎖図作成地点 



 

４-７５ 

・イワナ類を中心とした食物連鎖図のうち、例として、大井川（椹島付近）の

地点における令和３年度春季調査結果をもとに作成したものを図 ４.５６

にお示しします。 

・図 ４.５６のとおり、令和３年度春季調査で大井川（椹島付近）で捕獲され

たイワナ類は、環境中に存在する餌資源のうち、水域に生息するトビケラ目

を主要な餌資源としていることがわかります。 

・なお、この食物連鎖図は、イワナ類の胃の内容物調査、流下昆虫調査、落下

昆虫調査、周辺の河畔林等の植物群落調査結果をもとに作成したものです。

胃の内容物調査の結果は表 ４.１４に、流下昆虫調査の結果は表 ４.１５に、

落下昆虫調査の結果は表 ４.１６にお示しします。今回はイワナ類の捕獲数

が１匹でしたが、複数個体が捕獲された場合には、胃の内容物は合計したも

ので食物連鎖図を作成することを考えています。 

・また、当初、餌資源の繋がりは、胃の内容物の湿重量を指標として表現して

いましたが、令和３年２月の生物多様性専門部会において、個体数が少なく

とも、１個体あたりの湿重量が大きければ、餌資源の繋がりが大きく見えて

しまうため、記載方法等を検討すべきとのご意見を頂いております。 

・このため、今回の食物連鎖図においては、「下曽根コロニーにおけるカワウ

の餌魚種選好性」（芦澤晃彦・坪井潤一、2013 年 3 月、山梨県水産技術セン

ター事業報告書）を参考に、のとおりＭａｎｌｙの餌選択係数（利用可能な

餌資源に対する利用度の比）と餌重要度指数ＩＲＩ（餌資源としての重要度

を指標する値）の割合を指標とし、餌の選好性も配慮のうえで表現すること

としました。 

・水生生物の調査は、工事中も継続して実施することとしており、この結果を

踏まえ、捕獲率を高める取組みを行いつつ、この食物連鎖図も継続的に作成

してまいります。これにより、工事中にイワナ類の餌資源の種類、生物量な

どが変化しているかどうかについて、視覚的に確認してまいります。 

・作成した食物連鎖図は、生物多様性専門部会による評価が可能となるよう、

水生生物の調査結果と合わせて、随時、静岡県等へ報告してまいります。 

 

 

 

 

 

 



 

４-７６ 

表 ４.１３ 指標データの計算方法及び考え方 

項目 計算方法 考え方 

Ｍａｎｌｙの

餌選択係数α 

⁄ ／ ⁄  

：胃の内容物中の湿重量比 

：流下昆虫の湿重量比 

環境中に存在する餌資源量の比率（流下昆

虫の湿重量比）と、実際にその餌資源を利用

した比率（胃の内容物中の湿重量比）をもと

に、餌資源に対する選択性を表現 

餌重要度指数

ＩＲＩ 

%Ｎ %⁄ %  

%Ｎ：胃の内容物中の個体数比 

% ：胃の内容物中の湿重量比 

% ：ある餌資源を捕食していたイワ

ナ類の数/全イワナ類の数 

胃内容物として出現した類別の餌資源につ

いて、その個体数比と湿重量比から、相対的

な重要度を表現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.５６ イワナ類を中心とした食物連鎖図例（大井川（椹島付近）、令和３年度春季） 

・図中の各種に付随する円の大きさは、流下昆虫の調査で確認された各種の湿重量（濾過流量 1m3あたり）の違いを相対的に示したも

のである。「○＋」は湿重量が「+」のもの、「☒」は胃の内容物で確認されたが、流下昆虫の調査で確認されなかったことを示す。 

また、図中の各種に付随する四角の大きさは、落下昆虫の調査で確認された各種の重量の違いを相対的に示したものである。 

「＋」は重量が「+」のものを示す。 

・イワナ類と各種を結ぶ線は、胃の内容物の調査で確認された種であることを示す（「☒」は流下昆虫の調査で確認されなかったこと

を示す）。また、各線の色はそれぞれ以下の指標に対応する。 

黒色：Manly の餌選択係数 

赤色：各種の餌重要度指数の全体に対する割合 

・各線の太さは、各指標の算出値の大きさを相対的に示したものである。ただし、線の太さについて各指標間における関係性はない。
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５-１ 

５ 地下水位低下による植生への影響 

（１） ＪＲ東海モデルによる地下水位予測値低下量図の解釈について 

・ＪＲ東海モデルによる水収支解析は、トンネル工事による水資源利用への影

響の程度を把握し、水資源に係る環境保全措置を検討することを目的に、ト

ンネル掘削後の河川流量やトンネル湧水量を算出しています。 

・地下水位は、解析の目的を踏まえ、あくまでトンネル湧水量や河川流量の計

算過程のひとつとして随時算出していますが、本来、場所によっては複数存

在すると考えられる帯水層を１つ（１メッシュあたり地下水位は１つ）にす

る等、計算条件を簡略化して算出しています。 

・そのため、解析結果から沢単位など局所的な地下水の分布や変化、及び地上

の植生への影響を予測することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５.１ モデルの構造のイメージ 

 

・令和２年７月１６日に開催された国土交通省の第４回有識者会議において、

このような性質を持つＪＲ東海モデルによる地下水位予測値低下量図（図５．

２）をお示ししたところ、トンネル周辺の山の尾根部において、地下水位が

局所的に３００ｍ以上低下する計算結果となっていることから、令和２年７

月３１日「静岡県中央新幹線環境保全連絡会議（合同部会）」において静岡

県くらし・環境部より「これによる自然環境への影響については十分な評価

が必要」とのご意見が出されました。 
・地下水位低下による自然環境への影響と対応については、第３章、第４章に

おいてご説明してまいりましたが、本章では、静岡県等からのご意見を踏ま

え、特に、地下水位低下による植生への影響と対応についてご説明します。 
 
 
 

Δｘ

Δz Δy

Δｘ : 100 m
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※各ブロックの模様の違いで地質の違いを表現
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平面ブロック（メッシュ）
100 m×100 m

各ブロックごとの透水係数を積算した 

１つの透水係数を用いて計算 



 

５-２ 

 

 
図 ５.２ ＪＲ東海モデル地下水位（計算上）予測値低下量図 

  



 

５-３ 

（２） 植生と地下水位・土壌水分量との関係について 

・樹木の根系については、「最新 樹木根系図説 総論」（苅
かり

住
ずみ

 昇
のぼる

、２０１０

年１０月）によると、「深さ３０ｃｍまでの表層が養水分の吸収がもっとも

大きく、深部では少ない」とされている通り、山林の多くの樹木の根系は、

一般に、天水（雨水）によりもたらされる地表面付近の表層の土壌に含まれ

る水分（土壌水分）を吸収して生育しています（図５．３）。 

・よって、トンネル掘削による植生への影響を考える上では、地表面付近の土

壌水分量が地下水位低下によりどのように変化するかに着目する必要があ

ります。 

・次に、地下水位と土壌水分量の関係についてご説明します。 

・通常、山地斜面は透水係数の異なる地質の層構造で構成されています。地表

から浸透した水は、層境界付近では一部は側方へ移動して、一部は下方地層

に浸透します。この下方地層への浸透により、地下水位（自由地下水位）が

形成されています。 

・尾根部等の地下では厚い不飽和帯1（地下水位が深い）ができ、谷筋では薄い

不飽和帯（地下水位が浅い）ができ、最終的に河川や沢に地下水が湧出しま

す（図５．４）。 

・尾根部等と沢部等における、地下水位と地表面の土壌水分量との関係につい

ては、以下の通りです。 

  

                                                  
1 不飽和帯：地表から地下水位（自由地下水位）に挟まれた領域。土や岩石の間隙中に気相と液相が混在

する。 

飽 和 帯：地下水位（自由地下水位）より下方の領域。土や岩石中の間隙がすべて水で満たされてい

る。 



 

５-４ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５.３ 現地の植生状況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５.４ 地下水位と地表水との関係（イメージ） 

 
  

根系部分

ＪＲ東海撮影 



 

５-５ 

（尾根部等の地下水と地表面付近の土壌水分量の関係） 

・尾根部等、地下水位が深い位置にあるような場所においては、図５．５（左

側）のように、降水により水分の供給を受け、それをいったん溜め込み、一

部は蒸発散しますが、残りは少しずつ地下に浸透していきます。 

・土壌水分量の地下深度による分布は図５．５（右側）のようになります。 

・地下水面において、飽和度は１００％です。地下水位（自由地下水位）付近

では、土砂の毛管現象2により飽和度は高く保たれ、地表面に向かうにつれ、

次第に飽和度は低下します。 

・地表面付近に近づくと、土壌水分量は、地下水位からの影響を受けるのでな

く（土壌が地下水を吸い上げる毛管現象は生じない）、降雨等の影響を受け

て上昇し、また、変動する気象に大きく影響を受けて、幅を持った水色点線

のような分布となります。 

2 毛管現象：乾いた布、スポンジ等が水を吸う現象のように、土砂・岩石なども水を吸収する。このよう

な吸水（吸液）現象は、多孔質媒体に顕著なもので、毛管現象と呼ばれ、不飽和帯流動の支配

的要因の一つである。現象による吸水効果の度合いは、泥岩等の細粒の方が、砂岩等の粗粒に

比べてより大きくなる。  
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図 ５.５ 地下水位（自由地下水位）と土壌水分量の関係 

（尾根部等：地下水位が深い場所） 
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５-６ 

（沢部等の地下水と地表面付近の土壌水分量の関係） 

・沢部等、地下水位が浅い位置にあるような場所においては、尾根部同様、降

水による水分の供給のほか、土壌が地下水を吸い上げる毛管現象により、地

表面の土壌水分量の飽和度は、尾根部等と比較し高くなります（図５．６）。 

・また、降雨等、変動する気象による影響を受けて、幅を持った水色点線のよ

うな分布となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 ５.６ 地下水位（自由地下水位）と土壌水分量の関係 

（沢部等：地下水位が浅い場所） 
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（３） トンネル掘削による植生への影響 

 １） 土壌水分量に着目した考察 

・トンネル掘削に伴う地下水位低下による地表面付近の土壌水分量の変化と

それに伴う植生への影響についてご説明します。 

（尾根部等について） 

・尾根部等、地下水位が深い位置にあるような場所において、地下水位（自由

地下水位）が低下した場合の土壌水分量の地下深度による分布を、図５．７

（赤色点線）にお示しします。 

・トンネル掘削により地下水位（自由地下水位）が低下した場合、トンネル掘

削前の地下水位（自由地下水位）付近の土壌水分量の飽和度は低下します。 

・しかしながら、地表面付近については、トンネル掘削前においても地下水位

面からの毛管現象の影響をほとんど受けていないことや、降雨等による土壌

水分量への影響が大きいことから、地下水位低下による地表面付近の土壌水

分量への影響は極めて僅かであると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５.７ 地下水位（自由地下水位）と土壌水分量の関係 

（トンネル掘削により地下水位が低下した場合：尾根部等） 
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（沢部等について） 

・沢部等、地下水位が浅い位置にあるような場所において、地下水位（自由地

下水位）が低下した場合の土壌水分量の地下深度による分布を、図５．８（赤

色点線）にお示しします。 

・沢部等の地表面付近の土壌水分量は、通常地下水位からの毛管現象の影響を

受け、高い飽和度となっていることから、地下水位が低下した場合、地表面

付近の土壌水分量の飽和度はトンネル掘削前と比較し、低下します。 

・しかしながら、低下した場合であっても、地表面付近の土壌水分量は、トン

ネル掘削前の尾根部等の状況と同様、天水（雨水）によって保たれるため、

多くの植物に影響は生じないと考えられます。 

・一方、湿地に繁殖する植物や土壌の水分量が多いほど生育に有利な植物につ

いては、地表面付近の土壌水分量の飽和度の低下により、影響が生じる可能

性があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 ５.８ 地下水位（自由地下水位）と土壌水分量の関係 

（トンネル掘削により地下水位が低下した場合：沢部等） 
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 ２） 静岡市が実施した水収支解析結果（土壌水分量）に着目した考察 

・静岡市では、南アルプスの自然環境の保全に資するべく、地上の植生に影響

する表層土壌水分を含めた、地表水及び地下水の影響の把握を目的に、平成

２６年度と２８年度に水収支解析を行っています。 

・静岡市が使用したモデルは、降雨から地下への浸透、地表面流動、河川への

流出を一連のシステムとして一体的に捉えて解析するものであり、表層土壌

水分量等の算出が可能なものとなっています。 

・図５．９に、静岡市モデルによるトンネル掘削前と掘削後の解析結果から、

工事前後における表層土壌水分飽和度（以下、飽和度という）の差分分布を

お示しします。 

・飽和度の低下がみられる箇所は、地下水面が浅い沢底などで、トンネル掘削

の影響で水位の低下が生じる場所であり、低下量は概ね１０％程度までとな

っています。一部の箇所では、低下量が３０％を超える箇所（緑色部分）や

５０％を超える箇所（青色部分）が、山の尾根部でなく河川や沢沿いの一部

で見られますが、全解析領域の面積に対して、３０％を超える箇所は約０．

０３％程度、５０％を超える箇所は約０．０１％となっています。 

・静岡市の報告書においては、「飽和度が１０％程度低下しても、気象変化に

伴う日常の変動の範囲で、土壌の乾燥化が進んだとは見られない。飽和度の

減少量が３０％もしくは５０％を超えた場合は、現況では湿地に近いような

状態であるものが乾燥化することになり、植生などにも影響を及ぼす可能性

があるが、そのような箇所は限られている。」とされています。 
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図 ５.９ 静岡市モデル 工事前及び工事後（低水期）の表層土壌水分の減少量分布 

出典：「平成 28 年度南アルプス環境調査 結果報告書 Ⅵ 水資源調査（環境局環境創造課 平成 29 年 3 月）」

をもとに作成 
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 ３） 過去の長大トンネル工事における植生への影響に着目した考察 

・更に、過去に施工された長大トンネル工事において、地下水位が深い範囲の

掘削により地上部の広範囲の植生に影響を与えた事例があるかどうか、文献

調査により確認を行いました。その結果、事例は確認できませんでした。 

・地上部の植生に関する広域的な状況については、環境省や国土地理院におい

て定期的な調査が行われています。 

・過去に多くの湧水が確認された飛騨トンネル（岐阜県）、大町トンネル（長

野県・富山県）、大清水トンネル（群馬県・新潟県）について、トンネル付

近における植生の状況や航空写真を対比して示すと図５．１０～図５．１２

のとおりとなります。 

・トンネル直上における植生は、広域的に見ると、その周囲の植生に対して著

しく異なる傾向は見られませんでした。 

 

・以上の１）～３）の３つの観点の考察から、トンネル掘削に伴う地下水位低下

による植生への影響については、沢部に生息する一部の種において限定的に

影響が生じる可能性があると考えられます。 
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（４） 植生への影響が生じる可能性のある箇所と対応について 

 １） 静岡市モデルによる地下水位低下範囲について 

・国土交通省の第５回有識者会議では、「静岡市による解析結果等を用いて、

追加の検討を行う」とされたことを受けて、静岡市が実施した水収支解析を

用いた地下水位の低下範囲等の検討を行い、国土交通省の第６回有識者会議

においてご説明しました（解析の概要、各種条件設定等は同会議資料を参照）。 

・解析にあたっては、産業技術総合研究所が公開している２０万分の１シーム

レス地質図をベースに、ＪＲ東海による地質調査の結果、地形分析結果など

を参考に作成した３次元地質構造に水理物性を設定して、以下の条件で図５．

１３に示す地質モデルを策定して実施しています。 

・一般的には、表層部は透水性が高い一方、深部ほど透水性が低くなる 

・断層は、深部まで高い透水性を設定する 

・表層についてはさらに透水性の高い１ｍの表土層を設定する 

・静岡市モデル及びＪＲ東海モデル（参考）を用いた解析による地下水位の低

下量平面図及び南北方向（椹島付近）の断面の縦断図をそれぞれ図５．１４

及び図 ５.１５にお示しします。左側に静岡市モデル、右側にＪＲ東海モデ

ル（参考）の結果を記載しています。なお、地下水位（計算上）予測値の低

下量平面図及び縦断図は、両者を比較できるよう、縮尺や位置等を揃えてい

ます。 

・静岡市モデルを用いた解析の結果では、「主要な断層」に沿って、地下水位

の低下が見られます。これは、「主要な断層」ではＪＲ東海モデルの設定よ

り大きな透水係数を設定し、それ以外では、逆に小さな透水係数を設定した

ためと考えられます。 

・悪沢や蛇抜沢等、地下水位低下範囲と重なる沢については、地下水の低下に

伴って土壌水分量が減少し、一部の植物の生育状況への影響が生じる可能性

があります。 

 

 

 

  

※静岡市が使用したモデルは、「平成２６年度 南アルプス環境調査結果概要（１） 水資源影響調査（静

岡市 平成２７年６月）」、「平成２８年度南アルプス環境調査 結果報告書 Ⅵ 水資源調査（環境局環

境創造課 平成２９年３月）」による（以下、まとめて「静岡市モデル」という。） 



 

５-１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５.１３ 水収支解析（静岡市モデル）のベースとした地質モデル 
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静岡市 （参考）ＪＲ東海 
   

 

南北方向（椹島付近） 

       切断位置 

椹島 

図 ５.１４（１）静岡市モデル 地下水位（計算上）予測値低下量図 

（トンネル掘削完了後の定常状態） 

図 ５.１４（２） ＪＲ東海モデル 地下水位低下量平面図 

（トンネル掘削完了２０年後） 
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図 ５.１５（２） ＪＲ東海モデル 地下水位（計算上）予測値縦断図（南北方向（椹島付近））

（トンネル掘削完了２０年後） 図 ５.１５（１） 静岡市モデル 地下水位低下量縦断図（トンネル掘削完了後の定常状態） 
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 ２） 植生の影響が生じる可能性のある箇所における対応について 

・植生への影響が生じる可能性のある沢については、第４章に記載の通りの対

応を取り、影響を最小限に抑えます。 
・その一方で、沢だけでなく広域的な植生への影響を確認するため、植生リモ

ートセンシングによる植生指標データ等を、工事前、工事中、工事完了後に

わたり継続して確認し、植生の変化の有無を調査します。調査結果は、静岡

県や専門家等へ報告します。 

・なお、南アルプスの地表付近においては、以下のような地形上の特徴が見ら

れ、地上の植生において特別な環境が作り出されています。 

・主稜線部において氷河により削られたカール（圏谷）などが存在して崖錐部

分の水などがカール底の平坦部（標高２，７００ｍ前後）に集まり、こうし

た部分に荒川岳のお花畑（植生状況を図５．１６に、地形を図５．１７に示

す）のような植物群落を形成しています。 

・重力による地形改変作用が激しいため尾根付近や山腹斜面に線状の凹地が

発達し（図５．１８）、水はけが悪くなって、千枚岳登山道沿いの駒鳥池（図

５．１９：標高約２，４００ｍ）のように池となる箇所が生じています。 

・トンネルの掘削は、このような地表付近の地形上の特徴を有する箇所からさ

らに数百ｍ深い基盤岩部分において実施するものです。 

・先述の通り、地下水位が低下した場合であっても、地表面付近の土壌水分量

は、トンネル掘削前の尾根部の状況と同様、天水によって保たれるため、多

くの植物の生育状況に影響は生じないと考えられます。 

・しかしながら、破砕帯等により局所的に地下水の流動が地表部まで繋がって

いた場合、影響が生じる可能性があるため、今後、千枚小屋付近の湧き水等

について化学的な成分分析を行い、滞留時間等を分析することで、雨水が地

下へ涵養した後に比較的短い滞留時間で地表へ湧出した水かどうかを確認

してまいります。 

・また、トンネル掘削段階においては、千枚小屋付近の湧水等の成分と工事中

に得られるトンネル湧水の成分との比較を行い、地表付近の水とトンネル掘

削箇所周辺の深層地下水との関連性について確認してまいります。 
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図 ５.１６ 荒川岳周辺のお花畑 

出典：南アルプス学術総論 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

図 ５.１７ 荒川岳周辺の氷河地形 

     出典：南アルプス，荒川三山南面圏谷群における最終氷期以降の氷河・周氷河地形発達史 
                       （長谷川裕彦・青山雅史・佐々木明彦・増沢武弘） 



 

５-２２ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：南アルプス南部、大井川上流部のジオサイト・ジオツアーガイド（狩野謙一、伊藤圭太） 
 

図 ５.１８ 線状凹地の形成過程 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ５.１９ 駒鳥池 

  

ＪＲ東海撮影 
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６ 代償措置 

（１） 代償措置の考え方 

・自然環境の保全に向け、計画から工事実施の各段階において、環境影響を回

避又は低減させるための措置を実施してまいりますが、これらの措置を講じ

ても生息・生育環境の一部がやむを得ず消失する場合においては、代償措置

を検討・実施します。 

・代償措置の代表的な例としては、植物の移植や、動物個体の移殖等があり、

建設事業に伴う実施例が見られます。しかしながら、生物多様性専門部会委

員からご意見を頂いたように、冬季に寒冷な南アルプス地域の特性を踏まえ

ると、トンネル掘削工事により沢等の流況に変化が生じた場合に魚類の移殖

等の対応が間に合わない恐れがあることから、影響を最小限とするため、事

前の代償措置を実施することについても検討・実施してまいります。 

 

（２） 植物の代償措置 

・植物の代償措置の方法としては、過去の事業においても成功事例のある移

植・播種を考えています。 

・移植・播種は図 ６.２に示す実施フローに基づいて実施します。移植・播種

を行う個体の生育環境を調査のうえで、移植・播種の候補地においても環境

調査を実施し、移植・播種先を選定します。そのうえで、既往の知見や専門

家の意見を踏まえて方法や時期等を選定し、移植・播種を実施します。実施

後は生育状況を確認し、その結果を専門家に報告のうえで、必要に応じて追

加的な対策を検討、実施します。 

・静岡県内においても、一部の種については、専門家のご助言を踏まえて既に

移植・播種を実施しており(図 ６.１参照)、その後の調査において、生育状

況を確認しています（資料編「資料１３ これまでに実施した植物の移植・

播種結果」参照）。 

  



６-２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６.１ 移植作業状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６.２ 移植・播種の実施フロー 

移植作業状況 



６-３ 

（３） 動物個体の代償措置 

・工事中のモニタリングの結果、河川や沢に生息する動物について生息環境に

変化がみられた場合、生物多様性専門部会委員等のご助言を踏まえたうえで

移殖を検討、実施します。 
・沢の減水に対する動物への対応フローは図 ６.３のとおりです。 

・トンネル工事により減水する可能性がある沢について、予め動物の調査を実

施し、移殖の検討が必要となる種を選定します（フロー（１）、（２））。 

・トンネル工事直前には、予め選定した移殖の検討が必要となる種について、

改めて生息環境調査を実施します。また、移殖先候補地においても生息調査

を実施し、遺伝的な攪乱の影響も考慮のうえ移殖先を選定します（フロー

（３））。 

・そのうえで、第４章に記載の地質調査や沢の流況等の調査・計測の結果、既

往の知見や専門家のご助言を踏まえ、移殖の時期等を選定し、移殖を実施し

ます。移殖後は移殖個体の定着状況を確認します（フロー（４）～（６））。 

  



６-４ 

・影響範囲内１）の全ての沢を対象に現地調査を実施済み
（調査対象：哺乳類、鳥類、爬虫類・両生類、昆虫類、魚類、底生動物、植物）

・静岡市の調査結果等も参考

（１）各沢の生息状況調査の実施

・各種の移殖事例や移動能力等を考慮し、文献や専門家の助言を踏まえて減水に対する
対応（移殖要否、モニタリング要否等）を整理

（２）検討対象種２）の特性に応じた減水に対する対応方針の整理

・（２）で移殖の検討対象とした種について、トンネル工事直前に生息環境調査を実施
・移殖先候補地調査も実施し、各種の移殖計画を策定

（３）移殖対象種の生息・生育環境及び移殖先候補地調査の実施

・先進ボーリングの湧水量や成分分析の結果等を踏まえ、トンネル掘削により減水する可能
性がある沢において現地調査を実施し、トンネル掘削による影響を確認するためのバックグ
ラウンドデータとして整理

（４）先進ボーリング結果を踏まえた移殖準備の実施

・「トンネル湧水量」、「沢の流況・流量」、「動植物の定期調査」の３つの指標により、変化を
把握

・生態系への影響が生じる可能性がある場合には、移殖実施に向けた体制を構築し、
移殖の判断に必要な現地調査を実施

・調査結果は速やかに生物多様性専門部会委員等へ報告

（５）沢の流量や動植物等のモニタリングの実施

・（５）の調査結果を踏まえて、（３）で整理した移殖計画に基づき移殖を実施

（６）移殖の実施

・移殖を実施した種について、生息状況の調査を実施

（７）移殖実施後の状況確認調査の実施

１）影響範囲：「高橋の水文学的方法」により水文地質学的検討から予測されるトンネル内に地下水が流入
する範囲（本編Ｐ４－２，図４．１）

２）検討対象種：「文化財保護法」、「静岡県希少動植物保護法」等の法令や環境省、静岡県のレッドリスト、
専門家のご助言を踏まえ、環境影響評価時に重要な種として選定した種
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図 ６.３ 沢等の減水に対する動物への対応フロー 

 



※第１章から第６章までの議論を踏まえ、修正します。 

７-１ 

７ 工事に伴う自然環境へのリスクと対応 

（１） はじめに 

・第３章では、トンネル工事によって想定される自然環境への影響を広く提示

し、その影響に対する基本的な対応をご説明しました。 
・第４章から第６章では、第３章で想定した影響に対して、影響の回避又は低

減、修復及び代償するための具体的な取組み等をご説明しました。 
・本章では、第４章から第６章でご説明した内容を踏まえたとしてもなお残る、

自然環境へのリスク※１と対応についてご説明します。 
・まず、自然環境への影響、影響を引き起こすリスク要因と事象の関係性を整

理し、自然環境へのリスクを抽出します。 

・次に、各リスクに対して影響度と管理の困難さの２つの要素を考慮した重要

度の評価を行います。そして、各リスクに対する基本的な対応をご説明しま

す。 

・ 後に、重要度の評価の結果、重要度が高いと評価されたリスクに対して

実施するリスク管理の内容をご説明します。また、突発湧水※2発生時には

瞬間的なトンネル湧水量を管理することが困難であるため、その場合の対

応についてもご説明します。 
 
※１ 「道路事業におけるリスクマネジメントマニュアル（平成 22 年 3 月、社団法人 土

木学会 建設マネジメント委員会、インフラ PFI 研究小委員会）」では、リスクは「そ

れまで計画・予定していた目標の達成を阻害する事象」として定義されている。ま

た、「「要因」→「イベント（ここでは事象という）」→「影響」の一連の流れがその

対象としてのリスクと言うこともできる」とされている。 
※２ 突発湧水：本資料では、掘削前の調査で把握できなかった、短時間に切羽付近で湧

出する概ね１分間で６０トン程度以上の大量の湧水とします。 

 
（２） リスクへの対応に関する基本的な考え方 

・トンネル掘削による自然環境への影響を確認するため、工事前の動植物、沢

や河川の流量、水質等の状況についてはこれまで継続的に調査を実施してお

り、これらをバックグラウンドデータとして整理し、工事中の変化を確認し

ていくための基礎資料とします。 

・そして、トンネル掘削を開始する前には、モニタリング方法や結果の評価に

ついて、専門家等にご助言を頂くための仕組みを整えて参ります。 

・適切なモニタリングの実施により、トンネル湧水量、沢や河川の流量、河川

の水質等の変化を早期に検知します。 

・モニタリングの状況を踏まえた対策をとることにより、それらの変化に対応

します。 



※第１章から第６章までの議論を踏まえ、修正します。 

７-２ 

・今回ご説明するリスクへの対応についても、専門家等にご助言を頂き、予め

定めるモニタリング方法や結果の評価等を踏まえ、適宜更新して参ります。 

 
（３） 自然環境へのリスクの抽出 

・工事においては、前章までにご説明した対応を行っていきますが、地質や気

候等には不確実性が伴い、また南アルプスの地域特性を踏まえると、対策が

間に合わない、あるいは対策の効果が十分に得られないなどのリスク要因が

存在しています。 

・そこでまずは、自然環境への影響、影響を引き起こすリスク要因と事象の関

係性を整理し、自然環境へのリスクを抽出しました（図 ７.１～図 ７.６）。 

 

 

 

 

 

 



※第１章から第６章までの議論を踏まえ、修正します。 

７-３ 

降雪や地震、豪雨等の大規模
災害による現地へのアクセス不可 【事象】

移殖等の効果の不確実性

地震、豪雨等の大規模災害に
よる停電によるポンプ等の停止

ポンプ等の故障

・調査や対策の遅れ

【事象】

【事象】

・河川流量の著しい減少※２【事象】

※：河川維持流量を下回る程度の減少

【事象】 ・河川流量の著しい減少※２

a.地質

・沢の流量が減少する範囲の拡大
・椹島上流部の河川流量の著しい減少※

e‐1

b‐1

b‐2

c‐1
・代償措置（移殖、産卵場所整備等）
の効果が十分に得られない

【リスク要因】 【影響】

b.地震・気候

c.設備

a‐1 地質の差異によりトンネル湧水
や地下水低下が想定と異なる

e.効果 d.施工

上
流
域
の
動
植
物
の
生
息
・生
育
環
境
の
減
少
・消
失

・突発湧水の発生に伴う、

急激な沢の流量減少

（N0.1）

（N0.2）

（N0.3）

（N0.4）

（N0.5）

（N0.6）

＜沢、河川の流量に関するリスクについて＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７.１ リスク要因、事象、影響の関係性（沢、河川の流量） 

 

・沢、河川の流量に関するリスク要因としては、「a.地質」、「b.地震・気候」、「c.設備」、「e.効果」

が考えられます。 

・リスク要因により事象が生じ、事象の発生に伴い影響が生じるという一連の流れをリスクと考え、

沢、河川の流量に関するリスクは以下の通りです。 

・「a.地質」を要因として、以下の影響が生じる可能性があります。 

－地質の差異により、トンネル湧水や地下水低下が想定と異なる場合、沢の流量が減少する範囲が

想定以上に拡大したり、椹島上流部の河川流量が著しく減少したりすることで、上流域の動植物

の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります（リスク No.1）。 

－地質の差異により、トンネル湧水や地下水低下が想定と異なる場合、特に突発湧水が発生した場

合、急激な沢の流量減少が生じることで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可

能性があります（リスク No.2）。 

・「b.地震・気候」を要因として、以下の影響が生じる可能性があります。 

－降雪や地震、豪雨等の大規模災害時には現地へのアクセスが不可能となり、動植物等の調査や対

策が遅れることで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります（リス

ク No.3）。 

－地震、豪雨等の大規模災害による停電によりポンプ等が停止した場合、トンネル湧水を河川に戻

せず一時的に河川水量が著しく減少することで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失

する可能性があります（リスク No.4）。 

・「c.設備」を要因として、以下の影響が生じる可能性があります。 

－ポンプ等が故障した場合、トンネル湧水を河川に戻せず一時的に河川水量が著しく減少するこ

とで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります（リスク No.5）。 

・「e.効果」を要因として、以下の影響が生じる可能性があります。 

－魚類の移殖やヤマトイワナの産卵床の整備、植物の移植等の代償措置を実施したとしても、その

効果が十分に得られず、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります

（リスク No.6）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７.２ 流量についてのリスク要因、事象、影響の関係性（位置イメージ図） 



※第１章から第６章までの議論を踏まえ、修正します。 

７-４ 

移殖等の効果の不確実性

【事象】

a.地質

e‐1

・代償措置（移殖等）の効果が
十分に得られない

【リスク要因】 【影響】

b.地震・気候

c.設備e.効果 d.施工

地質の差異によりトンネル湧水
や地下水低下が想定と異なる

【事象】

a‐1

・処理設備の容量超過による適切
な処理がされていない工事排水
流出

・突発湧水の発生に伴う処理設備
の容量超過による適切な処理が
されていない工事排水流出

・想定以上の量や水温の湧水発生に
伴う河川水温の急激な変化

【事象】 ・適切な処理がされていない工事・
生活排水流出

地震、豪雨等の大規模災害
による処理設備等の停止

b‐3

・土砂の流入（河道閉塞含む）に伴う
河川の水質変化

【事象】

地震、豪雨等による
発生土置き場の崩壊

b‐4

処理設備等の故障

【事象】 ・適切な処理がされていない
工事・生活排水流出

c‐2【事象】

遮水シートの損傷等
発生土置き場（遮水型）
の管理不備

d‐1

・自然由来重金属等を
含んだ雨水等の流出特定の種への配慮

【事象】

e‐2

・特定の種によっては、より
高い効果の水質等の対策が
必要となる

（N0.7）

（N0.10）

（N0.11）

（N0.12）

（N0.13）

（N0.14）

（N0.15）

（N0.8）

（N0.9）
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＜河川の水質等に関するリスクについて＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７.３ リスク要因、事象、影響の関係性（河川の水質等） 

・河川の水質等に関するリスク要因としては、「a.地質」、「b.地震・気候」、「c.設備」、「d.施工」、「e.

効果」が考えられます。 

・リスク要因により事象が生じ、事象の発生に伴い影響が生じるという一連の流れをリスクと考え、

河川の水質等に関するリスクは以下の通りです。 

「a.地質」を要因として、以下の影響が生じる可能性があります。 

－地質の差異によりトンネル湧水が想定と異なる場合、処理設備（濁水、自然由来の重金属等）の

容量超過により、適切な処理がされていない工事排水が河川へ流出することで、上流域の動植物

の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります（リスク No.7）。 

－地質の差異によりトンネル湧水が想定と異なり、特に突発湧水が発生した場合、処理設備（濁水、

自然由来の重金属等）の容量超過により、適切な処理がされていない工事排水が河川へ流出する

ことで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります（リスク No.8）。 

－地質の差異によりトンネル湧水が想定と異なる場合、想定以上の量や水温の湧水が発生して放

流箇所付近の水温が急減に変化することで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する

可能性があります（リスク No.9）。 

・「b.地震・気候」を要因として、以下の影響が生じる可能性があります。 

－地震、豪雨等の大規模災害による停電により、処理設備（濁水、自然由来の重金属等）等が停止

した場合、適切な処理がされていない工事排水や生活排水が河川へ流出することで、上流域の動

植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります（リスク No.10）。 

－地震、豪雨等の大規模災害により発生土置き場（遮水型を含む）の崩壊が発生した場合、河川へ

の土砂の流入（河道閉塞含む）が発生し、上流域の河川の水質が変化することで、上流域の動植

物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります（リスク No.11）。 

・「c.設備」を要因として、以下の影響が生じる可能性があります。 

－処理設備（濁水、自然由来の重金属等）等が故障した場合、適切な処理がされていない工事排水

や生活排水が河川へ流出することで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性

があります（リスク No.12）。 

・「d.施工」を要因として、以下の影響が生じる可能性があります。 

－遮水シートの損傷等、対策土置き場の管理不備が発生した場合、自然由来重金属等を含んだ雨水

等が河川へ流出することで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性がありま

す（リスク No.13）。 

・「e.効果」を要因として、以下の影響が生じる可能性があります。 

－魚類の移殖や植物の移植等の代償措置を実施したとしても、その効果が十分に得られず、上流域

の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります（リスク No.14）。 

－処理設備（濁水、自然由来の重金属等）等で適切に処理をして河川へ放流したとしても、特定の

種によっては、より高い効果の水質等の対策が必要となる場合があり、上流域の動植物の生息・

生育環境が減少・消失する可能性があります（リスク No.15）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７.４ 水質等についてのリスク要因、事象、影響の関係性（位置イメージ図） 



※第１章から第６章までの議論を踏まえ、修正します。 

７-５ 

移植等の効果の不確実性

【事象】

a.地質

e‐1

・植物の移植や猛禽類への対策等
の効果が十分に得られない

【リスク要因】 【影響】

b.地震・気候

c.設備e.効果 d.施工

【事象】

作業員等の不注意d‐2

・不要な伐採、ロードキル
等の人為的な損傷

【事象】

緑化等の管理不備d‐3

・外来種の混入

（N0.16）

（N0.17）

（N0.18）

改
変
箇
所
の
動
植
物
の
生
息
・生
育
環
境
の
減
少
・消
失

＜地上部分の改変等に関するリスクについて＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７.５ リスク要因、事象、影響の関係性（地上部分の改変等） 

 

・地上部分の改変等に関するリスク要因としては、「d.施工」、「e.効果」が考えられます。 

・リスク要因により事象が生じ、事象の発生に伴い影響が生じるという一連の流れをリスクと考え、

地上部分の改変等に関するリスクは以下の通りです。 

・「d.施工」を要因として、以下の影響が生じる可能性があります。 

－作業員等の不注意により、計画外の樹木の伐採、両生類等のロードキルなどが発生することで、

改変箇所の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります（リスク No.16）。 

－緑化のための苗木の育成等の過程において、外来植物が混入することで、改変箇所の動植物の生

息・生育環境が減少・消失する可能性があります（リスク No.17）。 

・「e.効果」を要因として、以下の影響が生じる可能性があります。 

－猛禽類や走光性昆虫に対する低減措置、緑化等の修復措置、植物の移植等の代償措置を実施した

としても、その効果が十分に得られず、改変箇所の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可

能性があります（リスク No.18）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７.６ 地上部分の改変等についてのリスク要因、事象、影響の関係性（位置イメージ図） 

 

 

 

 



※第１章から第６章までの議論を踏まえ、修正します。 

７-６ 

（４） 自然環境へのリスクの評価と基本的な対応 

・自然環境へのリスクについて、影響度と管理の困難さ※の２つの要素を考慮

し重要度の評価を行い、各リスクへの基本的な対応を整理しました（表 ７.

１～表 ７.３）。 

 
※：JIS Q 0073:2010(ISO Guide73:2009)では、「リスクマネジメント用語において、何か
が起こる可能性を表すには、（中略） “起こりやすさ”という言葉を使用する。」との
記載があるが、今回資料では、後述する評価の考え方の実態にあわせ、「管理の困難さ」
という表現を用いることとする。 

 

 １） リスクの評価の考え方 

・リスクの重要度の評価にあたっては、「道路事業におけるリスクマネジメン

トマニュアル」等を参考に、影響度と管理の困難さを３段階（大(３点)、中

（２点）、小（１点））で評価し、「リスクの重要度＝影響度 × 管理の困難

さ」としました。 

・影響度は、影響を及ぼす範囲と影響を及ぼす期間の観点で評価しました。影

響を及ぼす範囲が特定の沢や地点に限定される場合については、影響を及ぼ

す期間が一定期間に限定されるものは１点、限定的でないものは２点としま

した。また、影響を及ぼす範囲が複数の沢や地点に及ぶ場合については、影

響を及ぼす期間が一定期間に限定されるものは２点、限定的でないものは３

点とし、影響度を相対的に評価しました。 

・管理の困難さは、図 ７.１、図 ７.３、図 ７.５で示したリスク要因の発生

を対象として評価したものではなく、事象の発生に伴う 終的な動植物の生

息・生育環境への影響の発生を対象として評価しています。対策が困難で動

植物の生息・生育環境の減少・消失に繋がる可能性があるものを３点、停電

や設備故障のように事前に予備電源や予備設備を用意しておくことや、人為

的なミスを防ぐことで対応できるものは１点、その他は２点とし、管理の困

難さを相対的に評価しました。 

 

 ２） リスクへの基本的な対応 

・各リスクに対しては適切なモニタリングや維持管理の実施、予備電源や予備

設備の確保等により、影響を回避または低減できるように対応します。 

・リスクの重要度の評価の結果、特に重要度が高いリスクについては、（５） 

にて詳述するリスク管理を実施します。一方、突発湧水発生時には、瞬間的

なトンネル湧水量を管理することは困難であるため、その場合の対応につい

ても（５） にて詳述します。



※第１章から第６章までの議論を踏まえ、修正します。 

７-７ 

影響度
（A）

管理の
困難さ
（B）

重要
度
（C）

1 3 3 9

2 3 3 9

3 2 2 4

4 2 1 2

5 c 設備 2 1 2

6 e 効果 2 3 6

予備設備へ切り替えることで、リスクを回避します。

・専門家等へ相談のうえ、 新の知見等を踏まえたうえで、移殖方法等の検討を行っていきます。
・移殖、産卵床の整備等を実施後、その状況について調査を実施し、調査の結果は専門家へ報告します。
・移殖等はまとめて実施するのではなく、段階的に実施していくこと等で、移殖等の効果に関する知見を蓄積していき、移殖方
法等の改善を図っていきます。
・移殖等を実施した結果、 終的に十分な効果が確認されなかった場合には、生物多様性オフセットの考え方を踏まえた代償
措置を検討、実施します。

地質の差異により、トンネル湧水や地下水低下が想定と異なる場合、沢の流量が減少する範囲が想定
以上に拡大したり、椹島上流部の河川流量が著しく減少したりすることで、上流域の動植物の生息・生
育環境が減少・消失する可能性があります

リスク
No

リスク
要因

リスク

リスクの評価

※：掘削開始前までに、モニタリング方法や結果の評価について専門家等にご助言を頂くための仕組みを整え、静岡県等へ相談の上、決定して参ります。

a 地質
地質の差異により、トンネル湧水や地下水低下が想定と異なる場合、特に突発湧水が発生した場合、
急激な沢の流量減少が生じることで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があ
ります

ポンプ等が故障した場合、トンネル湧水を河川に戻せず一時的に河川水量が著しく減少することで、上
流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります

魚類の移殖やヤマトイワナの産卵床の整備、植物の移植等の代償措置を実施したとしても、その効果
が十分に得られず、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります

b
地震・
気候

降雪や地震、豪雨等の大規模災害時には現地へのアクセスが不可能となり、動植物等の調査や対策
が遅れることで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります

地震、豪雨等の大規模災害による停電によりポンプ等が停止した場合、トンネル湧水を河川に戻せず
一時的に河川水量が著しく減少することで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能
性があります

リスクへの基本的な対応

（５）に記載の重要度の高いリスクの管理を実施します。

・突発湧水が発生した場合には、瞬間的な湧水量を管理することは困難です。
・突発湧水発生時の対応については、（５）にて詳述します。

・ヘリコプターの活用等も含め、大規模災害時の現地への地上アクセス方法や調査体制について、予め計画を策定しておきま
す。
・現地へのアクセスが可能になった後、速やかに動植物の調査を行い、その結果を専門家へ速報します。
・専門家のご助言を踏まえて必要な場合には、魚類の移殖や植物の移植等の環境保全措置を実施します。
・動植物の調査を行う段階で、既に動植物の生息・生育環境に影響が及んでいた場合には、その影響の修復措置としての産
卵床の整備や生物多様性オフセットの考え方を踏まえた代償措置を検討、実施します。

予備電源を確保しておくことで、リスクを回避します。

表 ７.１ リスクと基本的な対応の整理表（流量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※第１章から第６章までの議論を踏まえ、修正します。 

７-８ 

影響度
（A）

管理の
困難さ
（B）

重要
度
（C）

7 3 3 9

8 3 3 9

10 3 1 3

12 c 設備 3 1 3

14 2 3 6

15 3 3 9

リスクへの基本的な対応

（５）に記載の重要度の高いリスクの管理を実施します。

3

2 6

リスク
No

リスク
要因

リスク

リスクの評価

地質の差異によりトンネル湧水が想定と異なる場合、処理設備（濁水、自然由来の重金属等）の容量超過により、適切な
処理がされていない工事排水が河川へ流出することで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があ
ります

2 6

e 効果

13 ｄ 施工

11
地震、豪雨等の大規模災害により発生土置き場（遮水型を含む）の崩壊が発生した場合、河川への土砂の流入（河道閉
塞含む）が発生し、上流域の河川の水質が変化することで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性
があります

3

b
地震・
気候

地震、豪雨等の大規模災害による停電により、処理設備（濁水、自然由来の重金属等）等が停止した場合、適切な処理が
されていない工事排水や生活排水が河川へ流出することで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性
があります

※：掘削開始前までに、モニタリング方法や結果の評価について専門家等にご助言を頂くための仕組みを整え、静岡県等へ相談の上、決定して参ります。

地質の差異によりトンネル湧水が想定と異なる場合、想定以上の量や水温の湧水が発生して放流箇所付近の水温が急
激に変化することで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります

2 3 6

①河川水温への影響の低減対策等の実施
・トンネル湧水をヤード内の沈砂池を経由させること等で、できる限り外気に曝すとともに、積雪があれば湧水と混合してから放流することで河川水温に近づけていきます。
・工事排水を分散放流したり、排水箇所は魚類の産卵場所を回避したりすることなども検討、実施していきます。

②水温や動植物のモニタリングの実施
・トンネル湧水や放流先河川の水温についてモニタリングを継続的に実施し、その結果は専門家や静岡県等へ速報し、水温の変化を迅速に把握して頂けるようにします。測定は複数地点で実施し、水温変化がどの程
度の範囲にまで及んでいるのか確認していきます。
・合わせて、水生生物のモニタリングも継続して実施し、その結果は生物多様性専門部会に定期的に報告していきます。
・生物多様性専門部会からのご意見を踏まえ、必要な場合には更なる対策を検討・実施します。西俣非常口からのトンネル湧水を、工事用道路（トンネル）を通じて、千石付近で大井川に流すことも選択肢として考えて
います。

③修復措置、代償措置の実施
・以上の対応を実施したものの、動植物の生息・生育環境への影響が確認された場合には、専門家のご助言を踏まえながら、排水放流箇所上流での産卵床の整備などの修復措置を検討、実施します。
・また、動植物の調査を行う段階で、既に動植物の生息・生育環境に影響が及んでいた場合などには、生物多様性オフセットの考え方を踏まえた代償措置を検討、実施します。

①設備状況の確認
・定期的に盛土や排水設備、沈砂池等の状況を確認するとともに、地震や豪雨等が発生した場合には、現地に常駐する工事管理者等が盛土や排水設備等の状況を速やかに確認します。

②設備状況を踏まえた対応
（応急対策の実施）
・点検の結果、崩壊を確認した際には、速やかに静岡県、利水者等に報告し、応急対策を実施します。
・また、発生土置き場の下流の地点で水質等や動植物の調査を行い、その結果を専門家へ速報します。
・専門家のご助言を踏まえて必要な場合には、魚類の移殖や植物の移植等の環境保全措置を実施します。
・動植物の調査を行う段階で、既に動植物の生息・生育環境に影響が及んでいた場合には、発生土置き場の上流部での産卵床の整備などの修復措置や生物多様性オフセットの考え方を踏まえた代償措置を検討、実
施します。

（更なる対策の実施）
・河川の他の部分における濁りが時間とともに解消していく中で当該地点及びその下流について濁りが解消されない場合には、原因となる底泥の除去等の対応方針を策定し、静岡県や専門家等にご相談のうえで底泥
の除去等を実施します。
・以上の対応を実施したものの、動植物の生息・生育環境への影響が確認された場合には、専門家のご助言を踏まえながら、発生土置き場の上流部での産卵床の整備などの修復措置や生物多様性オフセットの考え
方を踏まえた代償措置を検討、実施します。

・処理設備（濁水、自然由来の重金属等）は、予備設備へ切り替えることで、リスクを回避します。
・高度浄化装置は、ポンプを二重系化するとともに、設備の異常の有無を毎日確認し、異常があれば接続する設備を一時使用停止します。また、予め汲み取り式トイレを配備しておくことでリスクを回避します。

①設備状況の確認
・定期的に設備の状況を確認します。
・施工中、施工完了後も地震や豪雨等の大規模災害が発生した場合には、現地に常駐する工事管理者等が設備の状況を速やかに確認します。
・河川に放流する排水のモニタリングにより、影響を早期に検知します。

②設備状況を踏まえた対応
（応急対策の実施）
・点検の結果、設備の損傷等を確認した際には、速やかに静岡県、利水者等に報告し、応急対策を実施します。
・また、発生土置き場（遮水型）の下流の地点で水質等や動植物の調査を行い、その結果を専門家へ速報します。
・専門家のご助言を踏まえて必要な場合には、魚類の移殖や植物の移植等の環境保全措置を実施します。
・動植物の調査を行う段階で、既に動植物の生息・生育環境に影響が及んでいた場合には、発生土置き場（遮水型）の上流部での産卵床の整備などの修復措置や生物多様性オフセットの考え方を踏まえた代償措置を
検討、実施します。

（更なる対策の実施）
・時間が経過しても、水質の測定箇所における自然由来の重金属等の濃度が低下しない場合には、原因となる底泥の除去等の対応方針を策定し、静岡県や専門家等にご相談のうえ底泥の除去等を実施します。
・以上の対応を実施したものの、動植物の生息・生育環境への影響が確認された場合には、専門家のご助言を踏まえながら、発生土置き場（遮水型）の上流部での産卵床の整備などの修復措置や生物多様性オフセッ
トの考え方を踏まえた代償措置を検討、実施します。

処理設備（濁水、自然由来の重金属等）等で適切に処理をして河川へ放流したとしても、特定の種によっては、より高い効
果の水質等の対策が必要となる場合があり、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります

・専門家等へ相談のうえ、 新の知見等を踏まえたうえで、移殖方法等の検討を行っていきます。
・移殖、産卵床の整備等を実施後、その状況について調査を実施し、調査の結果は専門家へ報告します。
・移殖等はまとめて実施するのではなく、段階的に実施していくこと等で、移殖等の効果に関する知見を蓄積していき、移殖方法等の改善を図っていきます。
・移殖等を実施した結果、 終的に十分な効果が確認されなかった場合には、生物多様性オフセットの考え方を踏まえた代償措置を検討・実施します。

（５）に記載の重要度の高いリスクの管理を実施します。

処理設備（濁水、自然由来の重金属等）等が故障した場合、適切な処理がされていない工事排水や生活排水が河川へ流
出することで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります

魚類の移殖や植物の移植等の代償措置を実施したとしても、その効果が十分に得られず、上流域の動植物の生息・生育
環境が減少・消失する可能性があります

予備電源や非常用発電機、汲み取り式トイレなどを確保しておくことで、リスクを回避します。

遮水シートの損傷等、対策土置き場の管理不備が発生した場合、自然由来の重金属等を含んだ雨水等が河川へ流出す
ることで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります

9

a 地質

・突発湧水が発生した場合には、瞬間的な湧水量を管理することは困難です。
・突発湧水発生時の対応については、（５）にて詳述します。

地質の差異によりトンネル湧水が想定と異なり、特に突発湧水が発生した場合、処理設備（濁水、自然由来の重金属等）
の容量超過により、適切な処理がされていない工事排水が河川へ流出することで、上流域の動植物の生息・生育環境が
減少・消失する可能性があります

表 ７.２ リスクと基本的な対応の整理表（水質等） 
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影響度
（A）

管理の
困難さ
（B）

重要
度
（C）

16 2 1 2
・作業員等への教育の徹底や注意看板の設置等による注意喚起を行っていきます。
・動植物の生息・生育環境への影響が発生した場合には、専門家へ速報します。
・専門家のご助言を踏まえて、必要な場合には植林の復元等を行います。

17 2 2 4
・専門家のご助言を踏まえながら、外来植物が混ざりこまないように十分注意し管理していきます。
・外来植物の混入が確認された場合には、専門家へ速報し、必要な場合には外来植物の除去等の対応を
行っていきます。

18 e 効果 2 3 6

・専門家等へ相談のうえ、 新の知見等を踏まえたうえで、移殖方法等の検討を行っていきます。
・各種対策の実施後、その状況について調査を実施し、調査の結果は専門家へ報告します。
・各種対策はまとめて実施するのではなく、段階的に実施していくこと等で、各種対策の効果に関する知見を
蓄積していき、移殖方法等の改善を図っていきます。
・各種対策を実施した結果、 終的に十分な効果が確認されなかった場合には、生物多様性オフセットの考
え方を踏まえた代償措置を検討・実施します。

※：掘削開始前までに、モニタリング方法や結果の評価について専門家等にご助言を頂くための仕組みを整え、静岡県等へ相談の上、決定して参ります。

猛禽類や走光性昆虫に対する低減措置、緑化等の修復措置、植物の移植等の代償措置を実施したとしても、その効
果が十分に得られず、改変箇所の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります

ｄ 施工

作業員等の不注意により、計画外の不要な樹木の伐採、両生類等のロードキルなどが発生することで、改変箇所の動
植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります

緑化のための苗木の育成等の過程において、外来植物が混入することで、改変箇所の動植物の生息・生育環境が減
少・消失する可能性があります

リスク
No

リスク
要因

リスク

リスクの評価

リスクへの基本的な対応

表 ７.３ リスクと基本的な対応の整理表（地上部分改変等） 
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７-１０ 

 ① 沢、河川の水量等に関するリスクと基本的な対応 

 

リスク No.1 

地質の差異により、トンネル湧水や地下水低下が想定と異なる場合、沢の流量

が減少する範囲が想定以上に拡大したり、椹島上流部の河川流量が著しく減少

したりすることで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性

があります 

 

（リスクへの対応） 

・現場周辺での変化（河川流量）に着目したリスク管理の参考値を設定し、

影響発生までの各段階に応じた対応をとることなどでリスクを管理して

いきます。 

・リスク管理の詳細は、後述する（５） 重要度の高いリスクへの対応にて

詳述します。 

 

 

リスク No.2 

地質の差異により、トンネル湧水や地下水低下が想定と異なる場合、特に突発

湧水が発生した場合、急激な沢の流量減少が生じることで、上流域の動植物の

生息・生育環境が減少・消失する可能性があります 

 

（リスクへの対応） 

・突発湧水が発生した場合には、瞬間的な湧水量を管理することは困難です。 

・突発湧水発生時の対応については（５） 重要度の高いリスクへの対応に

て詳述します。 
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リスク No.3 

降雪や地震、豪雨等の大規模災害時には現地へのアクセスが不可能となり、動

植物等の調査や対策が遅れることで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・

消失する可能性があります 

 

（リスクへの対応） 

・ヘリコプターの活用等も含め、大規模災害時の現地への地上アクセス方法

や調査体制について、予め計画を策定しておきます。 

・現地へのアクセスが可能になった後、速やかに動植物の調査を行い、その

結果を専門家へ速報します。 

・専門家のご助言を踏まえて必要な場合には、魚類の移殖や植物の移植等の

環境保全措置を実施します。 

・動植物の調査を行う段階で、既に動植物の生息・生育環境に影響が及んで

いた場合には、その影響の修復措置としての産卵床の整備や生物多様性オ

フセットの考え方を踏まえた代償措置を検討、実施します。 

 

 

リスク No.4 

地震、豪雨等の大規模災害による停電によりポンプ等が停止した場合、トンネ

ル湧水を河川に戻せず一時的に河川水量が著しく減少することで、上流域の動

植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります 

 

（リスクへの対応） 

・予備電源を確保しておくことで、リスクを回避します。 

 

 

リスク No.5 

ポンプ等が故障した場合、トンネル湧水を河川に戻せず一時的に河川水量が著

しく減少することで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能

性があります 

 

（リスクへの対応） 

・予備設備へ切り替えることで、リスクを回避します。 
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７-１２ 

リスク No.6 

魚類の移殖やヤマトイワナの産卵床の整備、植物の移植等の代償措置を実施し

たとしても、その効果が十分に得られず、上流域の動植物の生息・生育環境が

減少・消失する可能性があります 

 

（リスクへの対応） 

・専門家等へ相談のうえ、 新の知見等を踏まえたうえで、移殖方法等の検

討を行っていきます。 

・移殖、産卵床の整備等を実施後、その状況について調査を実施し、調査の

結果は専門家へ報告します。 

・移殖等はまとめて実施するのではなく、段階的に実施していくこと等で、

移殖等の効果に関する知見を蓄積していき、移殖方法等の改善を図ってい

きます。 

・移殖等を実施した結果、 終的に十分な効果が確認されなかった場合には、

生物多様性オフセットの考え方を踏まえた代償措置を検討、実施します。 
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 ② 河川の水質等に関するリスクと基本的な対応 

リスク No.7 

地質の差異によりトンネル湧水が想定と異なる場合、処理設備（濁水、自然由

来の重金属等）の容量超過により、適切な処理がされていない工事排水が河川

へ流出することで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性

があります 

 

（リスクへの対応） 

・現場周辺での変化（トンネル湧水量）に着目したリスク管理の参考値を設

定し、影響発生までの各段階に応じた対応をとることでリスクを管理して

いきます。 

・リスク管理の詳細は、後述する（５） 重要度の高いリスクへの対応にて

詳述します。 
 

 

リスク No.8 

地質の差異によりトンネル湧水が想定と異なり、特に突発湧水が発生した場

合、処理設備（濁水、自然由来の重金属等）の容量超過により、適切な処理が

されていない工事排水が河川へ流出することで、上流域の動植物の生息・生育

環境が減少・消失する可能性があります 

 

（リスクへの対応） 

・突発湧水が発生した場合には、瞬間的な湧水量を管理することは困難です。 

・突発湧水発生時の対応については（５） 重要度の高いリスクへの対応に

て詳述します。 

 

 

 

リスク No.9 

地質の差異によりトンネル湧水が想定と異なる場合、想定以上の量や水温の湧

水が発生して放流箇所付近の水温が急激に変化することで、上流域の動植物の

生息・生育環境が減少・消失する可能性があります 
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（リスクへの対応） 

①河川水温への影響の低減対策等の実施 

・トンネル湧水をヤード内の沈砂池を経由させること等で、できる限り外気

に曝すとともに、積雪があれば湧水と混合してから放流することで河川水

温に近づけていきます。 

・工事排水を分散放流したり、排水箇所は魚類の産卵場所を回避したりする

ことなども検討、実施していきます。 

 

②水温や動植物のモニタリングの実施 

・トンネル湧水や放流先河川の水温についてモニタリングを継続的に実施

し、その結果は専門家や静岡県等へ速報し、水温の変化を迅速に把握して

頂けるようにします。測定は複数地点で実施し、水温変化がどの程度の範

囲にまで及んでいるのか確認していきます。 

・合わせて、水生生物のモニタリングも継続して実施し、その結果は生物多

様性専門部会に定期的に報告していきます。 

・生物多様性専門部会からのご意見を踏まえ、必要な場合には更なる対策を

検討、実施します。西俣非常口からのトンネル湧水を、工事用道路（トン

ネル）を通じて、千石付近で大井川に流すことも選択肢として考えていま

す。 

 

③修復措置、代償措置の実施 

・以上の対応を実施したものの、動植物の生息・生育環境への影響が確認さ

れた場合には、専門家のご助言を踏まえながら、排水放流箇所上流での産

卵床の整備などの修復措置を検討、実施します。 

・また、動植物の調査を行う段階で、既に動植物の生息・生育環境に影響が

及んでいた場合などには、生物多様性オフセットの考え方を踏まえた代償

措置を検討、実施します。 

 

 

 

 

 

 

 



※第１章から第６章までの議論を踏まえ、修正します。 

７-１５ 

リスク No.10 

地震、豪雨等の大規模災害による停電により、処理設備（濁水、自然由来の重

金属等）等が停止した場合、適切な処理がされていない工事排水や生活排水が

河川へ流出することで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可

能性があります 

 

（リスクへの対応） 

・予備電源や非常用発電機、汲み取り式トイレなどを確保しておくことで、

リスクを回避します。 

 

 

リスク No.11 

地震、豪雨等の大規模災害により発生土置き場（遮水型を含む）の崩壊が発生

した場合、河川への土砂の流入（河道閉塞含む）が発生し、上流域の河川の水

質が変化することで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能

性があります 

 

（リスクへの対応） 

①設備状況の確認 

・定期的に盛土や排水設備、沈砂池等の状況を確認するとともに、地震や豪

雨等が発生した場合には、現地に常駐する工事管理者等が盛土や排水設備

等の状況を速やかに確認します。 

 

②設備状況を踏まえた対応 

（応急対策の実施） 

・点検の結果、崩壊を確認した際には、速やかに静岡県、利水者等に報告し、

応急対策を実施します。 

・また、発生土置き場の下流の地点で水質等や動植物の調査を行い、その結

果を専門家へ速報します。 

・専門家のご助言を踏まえて必要な場合には、魚類の移殖や植物の移植等の

環境保全措置を実施します。 

・動植物の調査を行う段階で、既に動植物の生息・生育環境に影響が及んで

いた場合には、発生土置き場の上流部での産卵床の整備などの修復措置や
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生物多様性オフセットの考え方を踏まえた代償措置を検討、実施します。 

 

（更なる対策の実施） 

・河川の他の部分における濁りが時間とともに解消していく中で当該地点

及びその下流について濁りが解消されない場合には、原因となる底泥の除

去等の対応方針を策定し、静岡県や専門家等にご相談のうえで底泥の除去

等を実施します。 

・以上の対応を実施したものの、動植物の生息・生育環境への影響が確認さ

れた場合には、専門家のご助言を踏まえながら、発生土置き場の上流部で

の産卵床の整備などの修復措置や生物多様性オフセットの考え方を踏ま

えた代償措置を検討、実施します。 

 

 

リスク No.12 

処理設備（濁水、自然由来の重金属等）等が故障した場合、適切な処理がされ

ていない工事排水や生活排水が河川へ流出することで、上流域の動植物の生

息・生育環境が減少・消失する可能性があります 

 

（リスクへの対応） 

・処理設備（濁水、自然由来の重金属等）は、予備設備へ切り替えることで、

リスクを回避します。 

・高度浄化装置は、ポンプを二重系化するとともに、設備の異常の有無を毎

日確認し、異常があれば接続する設備を一時使用停止します。また、予め

汲み取り式トイレを配備しておくことでリスクを回避します。 

 

 

リスク No.13 

遮水シートの損傷等、対策土置き場の管理不備が発生した場合、自然由来の重

金属等を含んだ雨水等が河川へ流出することで、上流域の動植物の生息・生育

環境が減少・消失する可能性があります 

 

（リスクへの対応） 

・トンネル掘削に伴う発生土については、含まれる自然由来の重金属等の確認
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を１日１回の頻度で行い、土壌汚染対策法に基づく土壌溶出量基準値を超過

した掘削土（以下、「対策土」という。」）は、遮水型の発生土置き場（以下、

「発生土置き場（遮水型）」という。）において活用します。発生土置き場（遮

水型）において、リスクを回避・低減するために以下の対応を行います。 

 

①設備状況の確認 

・定期的に設備の状況を確認します。 

・施工中、施工完了後も地震や豪雨等の大規模災害が発生した場合には、現

地に常駐する工事管理者等が設備の状況を速やかに確認します。 

・河川に放流する排水のモニタリングにより、影響を早期に検知します。 

 

②設備状況を踏まえた対応 

（応急対策の実施） 

・点検の結果、設備の損傷等を確認した際には、速やかに静岡県、利水者等

に報告し、応急対策を実施します。 

・また、発生土置き場（遮水型）の下流の地点で水質等や動植物の調査を行

い、その結果を専門家へ速報します。 

・専門家のご助言を踏まえて必要な場合には、魚類の移殖や植物の移植等の

環境保全措置を実施します。 

・動植物の調査を行う段階で、既に動植物の生息・生育環境に影響が及んで

いた場合には、発生土置き場（遮水型）の上流部での産卵床の整備などの

修復措置や生物多様性オフセットの考え方を踏まえた代償措置を検討、実

施します。 

 

（更なる対策の実施） 

・時間が経過しても、水質の測定箇所における自然由来の重金属等の濃度が

低下しない場合には、原因となる底泥の除去等の対応方針を策定し、静岡

県や専門家等にご相談のうえ底泥の除去等を実施します。 

・以上の対応を実施したものの、動植物の生息・生育環境への影響が確認さ

れた場合には、専門家のご助言を踏まえながら、発生土置き場（遮水型）

の上流部での産卵床の整備などの修復措置や生物多様性オフセットの考

え方を踏まえた代償措置を検討、実施します。 
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リスク No.14 

魚類の移殖や植物の移植等の代償措置を実施したとしても、その効果が十分に

得られず、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性がありま

す 

 

（リスクへの対応） 

・専門家等へ相談のうえ、 新の知見等を踏まえたうえで、移殖方法等の検

討を行っていきます。 

・移殖、産卵床の整備等を実施後、その状況について調査を実施し、調査の

結果は専門家へ報告します。 

・移殖等はまとめて実施するのではなく、段階的に実施していくこと等で、

移殖等の効果に関する知見を蓄積していき、移殖方法等の改善を図ってい

きます。 

・移殖等を実施した結果、 終的に十分な効果が確認されなかった場合には、

生物多様性オフセットの考え方を踏まえた代償措置を検討、実施します。 

 

 

リスク No.15 

処理設備（濁水、自然由来の重金属等）等で適切に処理をして河川へ放流した

としても、特定の種によっては、より高い効果の水質等の対策が必要となる場

合があり、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性がありま

す 

 

（リスクへの対応） 

・水質等や動植物のモニタリング結果を踏まえ、専門家にご助言を頂きなが

ら、追加の水質等の対策を随時検討していくことでリスクを管理していき

ます。 

・リスク管理の詳細は、後述する（５） 重要度の高いリスクへの対応にて

詳述します。 
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 ③ 地上部分の改変等に関するリスクと基本的な対応 

リスク No.16 

作業員等の不注意により、計画外の不要な樹木の伐採、両生類等のロードキル

などが発生することで、改変箇所の動植物の生息・生育環境が減少・消失する

可能性があります 

 

（リスクへの対応） 

・作業員等への教育の徹底や注意看板の設置等による注意喚起を行ってい

きます。 

・動植物の生息・生育環境への影響が発生した場合には、専門家へ速報しま

す。 

・専門家のご助言を踏まえて、必要な場合には植林の復元等を行います。 

 

 

リスク No.17 

緑化のための苗木の育成等の過程において、外来植物が混入することで、改変

箇所の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります 

 

（リスクへの対応） 

・専門家のご助言を踏まえながら、外来植物が混ざりこまないように十分注

意し管理していきます。 

・外来植物の混入が確認された場合には、専門家へ速報し、必要な場合には

外来植物の除去等の対応を行っていきます。 

 

 

リスク No.18 

猛禽類や走光性昆虫に対する低減措置、緑化等の修復措置、植物の移植等の代

償措置を実施したとしても、その効果が十分に得られず、改変箇所の動植物の

生息・生育環境が減少・消失する可能性があります 

 

（リスクへの対応） 

・専門家等へ相談のうえ、 新の知見等を踏まえたうえで、移殖方法等の検

討を行っていきます。 
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・各種対策の実施後、その状況について調査を実施し、調査の結果は専門家

へ報告します。 

・各種対策はまとめて実施するのではなく、段階的に実施していくこと等で、

各種対策の効果に関する知見を蓄積していき、移殖方法等の改善を図って

いきます。 

・各種対策を実施した結果、 終的に十分な効果が確認されなかった場合に

は、生物多様性オフセットの考え方を踏まえた代償措置を検討、実施しま

す。 
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（５） 重要度の高いリスクへの対応 

・リスクの重要度の評価の結果、特に重要度が高いリスクについては、モニ

タリングの実施に加え、次の通り、リスク管理を実施します。 

 

 １） 沢、河川の水量等に関する重要度の高いリスクの管理 

・上流域の沢、河川の水量等に関して、重要度の高いリスクは以下の通りです。 

リスク No.1 

地質の差異により、トンネル湧水や地下水低下が想定と異なる場合、沢の流量

が減少する範囲が想定以上に拡大したり、椹島上流部の河川流量が著しく減少

したりすることで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性

があります【再掲】 

 

 ① 想定より広範囲の沢等での流量減少への対応 

・北俣など、ＪＲ東海や静岡市の水収支解析において影響を受けないと想定

される沢等（不動点）の流量モニタリング結果などをもとに、リスク管理

を行ってまいります。 

 

＜平常時の対応＞ 

 a) 先進ボーリングによるトンネル湧水の管理・低減 

・先進ボーリングにより、以下の分析を行います。 

－ボーリングの口元湧水量からトンネル湧水量を把握します。 

－ボーリングの口元において、湧水圧試験を行います。 

－ボーリングで採取できる前方の湧水を用いて、水温や水質（ｐＨ、ＥＣ）

を計測し、また、化学的な成分（溶存イオン等）の測定も行うことで、

どういった水が湧出しているのかについて分析を行っていきます。 

・更に先進坑の切羽湧水の成分分析も併せて行うことで、トンネル内にどう

いった水が湧出しているのかについて分析を行っていきます。 

・また、予めトンネル湧水量に応じた薬液注入等の補助工法を実施すること

により、トンネル湧水を低減します。 

 

 b) 流量のモニタリング等の実施 

・不動点における沢等の流量を「４ 南アルプスの地域特性を踏まえた具体

的な取組み （３）河川や沢における水質や流量の測定計画」に示すとお
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り定期的に測定します。 

・また不動点における沢等の表流水について化学的な成分（溶存イオン等）

の測定を行い、トンネル切羽からの湧水との比較などにより、トンネル掘

削による影響が及んでいないことを継続して確認します。 

 

＜影響発生の兆候段階の対応＞ 

・不動点の沢等の流量が管理値（「３章 工事に伴う自然環境への影響と対

応」の表３．１参照）を下回る場合、及び先進ボーリング湧水や沢等の流

水の化学的な成分分析によりトンネル掘削による影響が及んでいると確

認された場合は、さらなる湧水量低減対策を実施するとともに、流量計測

の頻度を増加し、慎重に掘削を進めます。 

・また、速やかに魚類な生息数や植生の状況など、沢の動植物の状況を確認

し、その結果は専門家や静岡県等へ速報し、ご助言を頂きます。 

・この段階で必要と判断される場合には、魚類の移殖や植物の移植等の環境

保全措置を実施します。 

 

＜影響発生の可能性段階の対応＞ 

・流量の計測と動植物の状況の確認は、トンネル掘削中継続して実施します。 

・結果は専門家や静岡県等に報告し、専門家のご助言を踏まえて必要な場合

には、魚類の移殖や植物の移植等の環境保全措置を実施します。 

・実施後の状況を確認し、動植物の生息・生育環境への影響が確認された場

合には、その影響の修復措置としての産卵床の整備や生物多様性オフセッ

トの考え方を踏まえた代償措置を実施します。 
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影響発生まで
の段階

平常時
（青信号）

影響発生の兆候
（黄色信号）

影響発生の可能性
（赤信号）

影響

河川流量に
着目したリスク管理の参考値①

河川流量に

着目したリスク管理の参考値②

チェック
項目

対応 平常時の対応
影響発生の兆候段階

の対応
影響発生の可能性段階

の対応

 ② 河川流量の著しい減少への対応 

・河川流量の常時計測結果等をもとに、リスク管理を行ってまいります。 

 

（リスク管理の方法） 

・河川流量の著しい減少への対応については、現場周辺での変化（河川流量）

に着目したリスク管理の参考値を２段階で設定し、平常時、影響発生の兆

候段階、影響発生の可能性段階といった影響発生までの各段階に応じた対

応をとることでリスクを管理していきます（図 ７.７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７.７ リスク管理のイメージ図（河川流量減少） 

 

（リスク管理の参考値） 

・リスク管理の参考値としては、現時点では各堰堤下流において設定されて

いる河川維持流量をベースにすること等が考えられますが、掘削開始前ま

でに、モニタリング方法や結果の評価について専門家等にご助言を頂くた

めの仕組みを整え、静岡県等へ相談の上、決定して参ります。 

・また、掘削開始前に決定した参考値についても、工事中の状況に応じて必

要により見直すこととします。 

 

（リスクへの対応） 

・このリスクに対するリスク管理の概要を図 ７.８にお示しします。 
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・先進ボーリングによるトンネル湧水
量の把握。
・先進ボーリング湧水の湧水圧測定、
化学的な成分分析等の実施。
・トンネル湧水量に応じた薬液注入等
の補助工法を実施。
・西俣付近、東俣付近及び木賊付近
で河川の流量を常時計測。

・西俣非常口からトンネル湧水を西
俣川へ流す。
・合わせて、動植物の状況を確認し、
その結果は専門家や静岡県等へ
速報し、ご助言を頂く。
・専門家のご意見を踏まえて、必要
な場合には、魚類の移殖や植物の
移植等を実施

・関係者（静岡県、利水者、専門家
等）に連絡。また、西俣非常口からト
ンネル湧水を西俣川へ流す準備を
実施。
・合わせて、動植物の状況を確認し、
その結果は専門家や静岡県等へ速
報し、ご助言を頂く。

影響発生まで
の段階

チェック
項目

対応

河川流量に
着目したリスク管理の参考値①

河川流量に
着目したリスク管理の参考値②

平常時 影響発生の兆候 影響発生の可能性

河川
流量

リスク
No.1

※リスク管理の参考値としては、現時点では各堰堤下流において設定されている河川維持流量をベースにすること等が考えられますが、掘削開始前
までに、モニタリング方法や結果の評価について専門家等にご助言を頂くための仕組みを整え、静岡県等へ相談の上、決定して参ります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７.８ 重要度の高いリスクの管理の概要（河川流量） 

 

 

＜平常時の対応＞ 

・①と同様に、先進ボーリングによるトンネル湧水の管理・低減を図ります。 

・西俣付近、東俣付近及び木賊付近で河川の流量を常時計測します。 

 

＜影響発生の兆候段階の対応＞ 

・河川流量がリスク管理の参考値①と適合しない場合、関係者（静岡県、利

水者、専門家等）に連絡いたします。また、西俣非常口からトンネル湧水

を西俣川へ流す準備を行います。 

・合わせて、動植物の状況を確認し、その結果は専門家や静岡県等へ速報し、

ご助言を頂きます。 

 

〈影響発生の可能性段階の対応〉 

・河川流量がリスク管理の参考値②と適合しない場合、西俣非常口からトン

ネル湧水を西俣川へ流します。 

・合わせて、動植物の状況を確認し、その結果は専門家や静岡県等へ速報し、

ご助言を頂きます。 

・必要な場合には、魚類の移殖や植物の移植等の環境保全措置を実施します。 

・実施後の状況を確認し、動植物の生息・生育環境への影響が確認された場

合には、産卵床の整備等の修復措置を行うほか、生物多様性オフセットの

考え方を参考にした代償措置を実施します。 
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・次に、突発湧水発生時のリスクへの対応について、ご説明します。 

・上流域の沢、河川の水量等に関する、突発湧水が発生した際のリスクは以下

の通りです。 

 

リスク No.2 

地質の差異により、トンネル湧水や地下水低下が想定と異なる場合、特に突発

湧水が発生した場合、急激な沢の流量減少が生じることで、上流域の動植物の

生息・生育環境が減少・消失する可能性があります【再掲】 

 

・平常時には、先述のリスク No.1 と同様の対応に先進ボーリングによるトン

ネル湧水の管理・低減を行います。 

・また、県境付近の断層帯においては、静岡県側のノンコアボーリングによる

地下水の揚水を行うとともに、千石斜坑から掘削する先進坑の工程が遅れる

場合には、千石斜坑の途中と県境付近の断層帯の端部との間における揚水機

能の確保や山梨工区の掘削速度の調整の検討等を行います。 

・しかしながら、突発湧水発生時には、瞬間的なトンネル湧水量を管理するこ

とが困難であり、影響発生の兆候を捉えることは困難です。 

・よって突発湧水発生時には、掘削を一時中断し、専門家や静岡県等に速やか

に連絡するとともに、魚類の生息数や植生の状況など、沢の動植物の状況を

確認します。 

・その結果は専門家や静岡県等へ速報し、専門家のご助言を踏まえて必要な場

合には、リスク No.1 と同様に魚類の移殖や植物の移植等の環境保全措置を

実施します。 

・突発湧水においては計測を行い、状況が落ち着いた後に、必要に応じて薬液

注入等の補助工法を実施します。 
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影響発生まで
の段階

平常時
（青信号）

影響発生の兆候
（黄色信号）

影響発生の可能性
（赤信号）

影響

トンネル湧水量に
着目したリスク管理の参考値①

トンネル湧水量に

着目したリスク管理の参考値②

チェック
項目

対応 平常時の対応
影響発生の兆候段階

の対応
影響発生の可能性段階

の対応

 ２） 河川の水質等に関する重要度の高いリスクの管理 

リスク No.7 

地質の差異によりトンネル湧水が想定と異なる場合、処理設備（濁水、自然由

来の重金属等）の容量超過により、適切な処理がされていない工事排水が河川

へ流出することで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性

があります【再掲】 

 

（リスク管理の方法） 

・処理設備への対応については、現場周辺での変化（トンネル湧水量）に着

目したリスク管理の参考値を２段階で設定し、平常時、影響発生の兆候段

階、影響発生の可能性段階といった影響発生までの各段階に応じた対応を

とることでリスクを管理していきます（図 ７.９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７.９ リスク管理のイメージ図 

 

（リスク管理の参考値） 

・影響発生の兆候を捉えるための参考値①を処理設備（濁水、自然由来の重

金属等）の処理容量とします。 

・影響発生の可能性を捉えるための参考値②を予備設備も含めた処理設備

（濁水、自然由来の重金属等）の容量とします。 

 

（リスクへの対応） 

・このリスクに対するリスク管理の概要を図 ７.１０にお示しします。 
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・先進ボーリングによるトンネル湧水
量の把握。
・トンネル湧水量に応じた薬液注入等
の補助工法を実施。
・予備設備を現地に用意。処理設備
（濁水、自然由来の重金属等）の点
検・整備を徹底するとともに、濁水の
性状に応じた適切な排水処理剤の
管理を行う。
・トンネル湧水の清濁分離の実施。
・トンネル湧水については、河川放流
前に水質を確認。

・トンネル湧水が、予備設備も含めた
処理設備（濁水、自然由来の重金
属等）の処理容量を超えた場合、掘
削を一時中断し、関係者（静岡県、
利水者、専門家等）へ速やかに連
絡。トンネル湧水を予備設備やトン
ネル内の配管等に一時的に貯留す
ることも検討。

・その後、速やかに水質や動植物の
調査を行い、その結果を関係者へ
速報。
・専門家のご助言を踏まえて、必要
な場合には、魚類の移殖や植物の
移植等を実施。

・トンネル湧水が、処理設備（濁水、
自然由来の重金属等）の処理容量
を超えた場合には、関係者（静岡県、
利水者、専門家等）へ速やかに連絡
し、予備設備を使用。
・そのうえで、設備容量の増強をただ
ちに実施。
・また、補助工法について見直し、更
なる湧水低減対策を実施。

影響発生まで
の段階

チェック
項目

対応

トンネル湧水量に
着目したリスク管理の参考値①

【処理設備（濁水、自然由来の重金
属等）の処理容量】

トンネル湧水量に
着目したリスク管理の参考値②

【予備設備も含めた処理設備（濁水、自然
由来の重金属等）の処理容量】

※河川における水質調査は継続して実施

平常時 影響発生の兆候 影響発生の可能性

水質

リスク
No.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７.１０ 重要度の高いリスクの管理の概要（水質） 

 

＜平常時の対応＞ 

・先進ボーリングによる湧水量からトンネル湧水量を予め把握します。 
・トンネル湧水量に応じた薬液注入等の補助工法を実施することにより、ト

ンネル湧水を低減します。さらに、トンネル湧水の清濁分離を実施するこ

とで、トンネル排水（濁水）の量を低減します。 
・予備の処理設備（濁水、自然由来の重金属等）を各施工ヤード等に用意し

ておきます。処理設備（濁水、自然由来の重金属等）の点検・整備を徹底

し、濁水の性状に応じた適切な排水処理剤の管理を行います。 
・トンネル湧水については、河川放流前に管理基準値以下に処理した上で、

河川へ放流します（「４ 南アルプスの地域特性を踏まえた具体的な取組み 

（２）河川放流前の水質等の管理」参照）。 
 
＜影響発生の兆候段階の対応＞ 

・トンネル湧水が、処理設備（濁水、自然由来の重金属等）の処理容量を超

えた場合、関係者（静岡県、利水者、専門家等）へ速やかに連絡し、予め

用意しておいた予備設備を使用します。 
・そのうえで、設備容量の増強をただちに実施し、また、補助工法について

見直し、更なる対策を実施します。 
＜影響発生の可能性段階の対応＞ 

・トンネル湧水が、予備設備を含めた処理設備（濁水、自然由来の重金属等）

の処理容量を超えた場合、掘削を一時中断し、関係者へ速やかに連絡をし
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ます。トンネル湧水を予備設備やトンネル内の配管等に一時的に貯留する

ことも検討します。 
・その後、速やかに河川の水質や動植物の調査を行い、その結果を関係者へ

速報します。 
・専門家のご助言を踏まえて必要な場合には、リスク No.1 と同様に魚類の

移殖や植物の移植等の環境保全措置を実施します。 
 

 

・次に、突発湧水発生時のリスクへの対応について、ご説明します。 

・河川の水質に関する、突発湧水が発生した際のリスクは以下の通りです。 

 

リスク No.8 

地質の差異によりトンネル湧水が想定と異なり、特に突発湧水が発生した場

合、処理設備（濁水、自然由来の重金属等）の容量超過により、適切な処理が

されていない工事排水が河川へ流出することで、上流域の動植物の生息・生育

環境が減少・消失する可能性があります【再掲】 

 

・平常時には先述のリスク No.7 と同様の対応をとります。 

・しかしながら、突発湧水発生時には、瞬間的なトンネル湧水量を管理するこ

とが困難であり、影響発生の兆候を捉えることは困難です。 

・よって、突発湧水発生時には先述のリスク No.7 のような＜影響発生の兆候

段階の対応＞をとることができず、＜影響発生の可能性段階の対応＞をとる

ことになります。 

・突発湧水発生時の対応を、図 ７.１１にお示しします。 
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影響発生まで
の段階

チェック
項目

対応

平常時 影響発生の可能性

・先進ボーリングによるトンネル湧水量の把握。
・トンネル湧水量に応じた薬液注入等の補助工法を実施。
・予備設備を現地に用意。処理設備（濁水、自然由来の重
金属等）の点検・整備を徹底するとともに、濁水の性状に
応じた適切な排水処理剤の管理を行う。
・トンネル湧水の清濁分離の実施。
・トンネル湧水については、河川放流前に水質を確認。

・トンネル湧水が、予備設備も含めた処理設備（濁水、
自然由来の重金属等）の処理容量を超えた場合、掘
削を一時中断し、関係者（静岡県、利水者、専門家等）
へ速やかに連絡。トンネル湧水を予備設備やトンネル
内の配管等に一時的に貯留することも検討。

・その後、速やかに水質や動植物の調査を行い、その
結果を関係者へ連絡。
・専門家のご助言を踏まえて、必要な場合には、魚類の
移殖や植物の移植等を実施。
・突発湧水の総量や湧水量の減衰の状況を確認。
・湧水が落ち着いたのち、必要に応じて、薬液注入等の
補助工法を実施。

水質

リスク
No.8

突発湧水の発生

・その後必要に応じて、更なる補助工法の見直しや対
策の実施、設備容量の増強の実施。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７.１１ 突発湧水発生時の対応（水質） 

 

＜影響発生の可能性段階の対応（突発湧水発生後の対応）＞ 

・トンネル湧水が、予備設備も含めた処理設備（濁水、自然由来の重金属等）

の処理容量を超えた場合、掘削を一時中断し、関係者（静岡県、利水者、

専門家等）へ速やかに連絡をします。トンネル湧水を予備設備やトンネル

内の配管等に一時的に貯留することも検討します。 

・その後、速やかに水質や動植物の調査を行い、その結果を関係者へご連絡

します。 

・専門家のご助言を踏まえて、必要な場合には、リスク No.1 と同様に魚類

の移殖や植物の移植等を実施します。 

・突発湧水の総量や湧水量の減衰の状況等を確認し、湧水が落ち着いたのち、

必要に応じて、薬液注入等の補助工法を実施します。 

・その後必要に応じて、補助工法の見直し、更なる対策の実施、設備容量の

増強を実施します。 
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リスク No.15 

処理設備（濁水、自然由来の重金属等）等で適切に処理をして河川へ放流した

としても、特定の種によっては、より高い効果の水質等の対策が必要となる場

合があり、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性がありま

す【再掲】 

 

・水質等や動植物のモニタリング結果を踏まえ、専門家にご助言を頂きなが

ら、追加の水質等の対策を随時検討していくことでリスクを管理していき

ます。 

 

＜平常時の対応＞ 

・水質等の変化については、工事排水や生活排水の放流先河川の水質等や動

植物の生息・生育状況を事前に把握のうえでバックグラウンドデータとし

て整理し、工事中の変化を確認していくための基礎資料とします。特に水

温の変化については、速やかに専門家や静岡県等へ報告します。 
・そのうえで、工事中も継続して河川の水質等（常時または月１回）や動植

物の調査（四季）を実施します。 
・これらの結果は定期的に生物多様性専門部会へ報告します。 
 
＜影響発生の兆候段階の対応＞ 

・動植物の調査の結果、動植物の生息・生育環境への影響の兆候がみられた

場合には、速やかに魚類の生息数や植生の状況など、動植物の状況を確認

します。 
・合わせて、追加の水質等の対策の検討、準備を行います。 
 
＜影響発生の可能性段階の対応＞ 

・動植物の調査の結果、動植物の生息・生育環境への影響がみられた場合に

は、追加の水質等の対策を実施します。 
・その後も引き続き、水質等や動植物の調査を行い、追加の対策の効果を確

認していきます。 

・以上の対応を実施したものの、動植物の生息・生育環境への影響が確認さ

れた場合には、専門家のご助言を踏まえながら、排水放流箇所上流での産

卵床の整備などの修復措置を検討、実施します。 
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・また、動植物の調査を行う段階で、既に動植物の生息・生育環境へ影響が

及んでいた場合などには、生物多様性オフセットの考え方を踏まえた代償

措置を検討、実施します。 
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ＪＲ東海（事業者）

トンネル施工会社（ＪＶ）
・トンネル湧水等の水量、水質等
の計測
・地質の確認
・切羽周辺の沢等の流況確認
・適切な補助工法等の検討 など

環境調査会社（コンサル）
・河川・沢の流量、水質等の確認
・動植物の生息・生育状況の確認
・移植等の検討・実施 など

情報共有

静岡県

専門家

・環境
・地質、トンネル工学
・河川工学 など

静岡県中央新幹線環境
保全連絡会議等 関係自治体

適宜相談随時報告

・調査結果等は定期的にとりまとめて、公表（ホームページへの掲載等）

８ 環境管理に関する体制及びデータの報告・公表 

（１） 環境管理に関する体制 

・工事に伴う環境への影響を回避又は低減するためには、計測・調査結果をも

とに専門家等の知見を得て迅速に判断を行い、対策を実施することが重要と

考えています。 

・そのために、例えばラムサール条約に登録された中池見湿地の水源付近で工

事を行う北陸新幹線の深山
み や ま

トンネルでは専門家等を交えた管理体制を構築

のうえ、データをもとに異常の有無を継続的に確認しながら工事を進めてい

ます。静岡工区の工事においてもこうした事例を参考とし、工事に伴う環境

管理の体制を図 ８.１のとおり構築することを計画しています。今後、静岡

県等とも話をしながら具体的な検討を進めてまいります。調査データの流れ

は「３工事に伴う自然環境への影響と対応 （２）自然環境保全に関する基

本的な対応」に示すとおりですが、実施にあたっては、トンネル掘削前から

学識経験者等の専門家のご意見をお聴きし、バックグラウンドデータ等から

モニタリングの着眼点を予め整理するとともに、工事中、工事完了後のモニ

タリング結果及び工事に伴う影響について評価を進めてまいります。 

・なお、環境管理の体制については、水資源の保全の観点から国土交通省の有

識者会議でも議論を行っており、全体として連携の図れた体制となるよう、

今後検討を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ８.１ 環境管理に関する体制（案） 
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バックグラウンドデータ整理

工
事
前

工
事
中

工
事
後

着眼点を整理した上で、詳細な
工事中の調査計画を策定

工事中の調査

工事前の調査

環境保全措置・調査計画の見直し

工事後の調査

• トンネル湧水量
• 河川、沢の流量、水質、水温
• 動植物の詳細な生息・生育状況の変化

• トンネル湧水量
• 河川、沢の流量、水質、水温
• 動植物の詳細な生息・生育状況の変化

環境保全措置・調査計画の見直し

・測定・調査結果は変更の有無にかかわらず専門部会
委員・静岡県等へ速報
・変化を検知した場合には、推定する要因、対応の要否
を確認し報告

専門部会委員・静岡県等へ（速報）

モニタリング結果等（要因の考察を含む）について
はＪＲ東海ＨＰにおいて出来る限り速やかに公表

報告

意見

報告

意見

専門部会委員・静岡県等と共有

共有

意見

• 河川、沢の流量、水質、水温
• 動植物の詳細な生息・生育状況

工事前の測定・調査結果をバックグラウンド
データとして整理し、報告

専門部会委員・静岡県等へ

バックグラウンドデータについては
ＪＲ東海ＨＰにおいて公表

報告

意見

報告

意見
環境保全措置の実施状況等の報告

専門部会委員・静岡県等へ（随時）

環境保全措置の実施状況等については
ＪＲ東海ＨＰにおいて公表

・測定・調査結果は変更の有無にかかわらず専門部会
委員・静岡県等へ速報
・変化を検知した場合には、推定する要因、対応の要否
を確認し報告

専門部会委員・静岡県等へ（速報）

測定・調査結果等（要因の考察を含む）については
ＪＲ東海ＨＰにおいて出来る限り速やかに公表

（２） 計測・調査の実施及び結果の報告・公表 

・構築した管理体制のもと、工事の各段階において図 ８.２のフローの通り測

定・調査を進めてまいります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ８.２ 計測・調査に関するフロー 

 

 １）工事前 

・工事前の状況については、これまで継続的に河川流量や地下水位等の計測及

び水生生物等の調査を実施してきており、これらをバックグラウンドデータ

として整理し、専門部会委員や静岡県等に報告するとともに、ＪＲ東海のホ

ームページにて公表します。 

・これらのデータや想定するリスクの内容等をもとに、工事の各段階における

調査の着眼点を整理したうえで、詳細な調査計画を策定し、専門部会委員や

静岡県等と共有します。 

・また、調査によって得られた南アルプスの動植物等に関する情報については、



８-３ 

静岡県等の関係者と調整のうえ、地元の大学や地域の公的機関、地域の研究

者の方々等と共有して、様々な形でご活用頂けるようにしてまいります。 

 

 ２）工事中 

・トンネル掘削中は、高速長尺先進ボーリングにより、トンネル前方の地質を

確認していくほか、地質やトンネル湧水量の把握を行い、これらのデータに

ついては静岡県へ週１回を基本として随時報告していくことを考えていま

す。 

・また、工事前に策定した計画に基づいて、河川流量、地下水位等の計測や水

生生物等の調査を実施し、これらの結果について、生物多様性専門部会委員

による評価が可能となるように、随時静岡県へ報告していきます。 

・これらのデータについては専門部会委員・静岡県等に速報するとともに、出

来る限り速やかに公表し、住民の方々にご確認頂けるようにします。なお、

この時点での計測データは速報値であり、計測の状況、他の地点、他の時期

のデータとの整合性等を確認のうえで、確定値となります。 

・これらの結果から特異な状況が考えられる際は、現地に配備するインターネ

ット等を活用して速やかに専門部会委員やトンネルの専門家に確認頂くと

ともに、必要によりその専門家に現地の状況を確認頂いて必要な助言を頂く

など、サポート体制を構築します。 

・こうした専門家の助言や、調査結果に基づいて専門部会委員等から頂いた助

言の内容を踏まえ、必要な場合には追加の環境保全措置や調査計画の見直し

等を進めてまいります。 

・調査結果とこれに対するＪＲ東海の見解、及びこれらを踏まえた対応の内容

について随時静岡県等に報告し、ご意見をお聞きすることを考えています。 

・追加の対応については効果を確認し、効果が見られなかった場合は、更なる

対応を検討し、実施します。対応と効果の確認状況については、静岡県等へ

報告します。 

・工事中の環境保全措置の実施状況や、調査結果等は定期的に報告として取り

まとめ、静岡県等へ送付のうえ、ＪＲ東海のホームページに掲載するなどし

て公表するとともに、住民の方々からのご意見、ご質問に対して、丁寧にお

答えしてまいります。 

・また、調査によって得られた南アルプスの動植物等に関する情報については、

静岡県等の関係者と調整のうえ、地元の大学や地域の公的機関、地域の研究

者の方々等と共有して、様々な形でご活用頂けるようにしてまいります。 



８-４ 

静岡県
（生物多様性専門部会）

ＪＲ東海コンサル会社専門家

①調査計画（案）策定②調査計画（案）
確認

⑤調査実施

③調査計画（案）
④調査計画策定

⑥調査結果整理・考察

相談

助言

意見等

説明

⑦追加の調査計画・保全措置（案）の策定

フィード
バック

⑧調査結果、計画（案）
確認

相談

助言

⑩追加の調査計画・保全措置の策定
意見等

説明

⑨調査結果、計画（案）※静岡市の動植物調査結果も
活用していく。

・調査結果等は定期的にとりまとめて、公表（ホームページへの掲載等）

 ３）工事後 

・工事完了後も、トンネル掘削による影響を引続き確認するため、継続的に河

川流量や地下水位等の計測や水生生物等の調査を実施し、これらの結果につ

いて、生物多様性専門部会委員による評価が可能となるように、随時静岡県

へ報告していきます。なお、水生生物等の調査の時期、頻度等については、

専門部会委員等のご助言を踏まえて検討していきます。 

・調査結果とこれに対するＪＲ東海の見解、及びこれらを踏まえた対応の内容

について随時静岡県等に報告し、ご意見をお聞きすることを考えています。 

・工事後の調査結果等についても定期的に報告としてとして取りまとめ、静岡

県等へ送付のうえ、ＪＲ東海のホームページに掲載するなどして公表すると

ともに、住民の方々からのご意見、ご質問に対して、丁寧にお答えしてまい

ります。 

・また、調査によって得られた南アルプスの動植物等に関する情報については、

静岡県等の関係者と調整のうえ、地元の大学や地域の公的機関、地域の研究

者の方々等と共有して、様々な形でご活用頂けるようにしてまいります。 

 

（３） 水生生物の調査 

・水生生物の調査等は、コンサルタント会社の社員等が実施することを考えてい

ますが、それぞれの調査に精通したものが調査を行ってまいります。 

・水生生物の調査等に関する流れを図 ８.３に示します。策定した調査計画は、

生物多様性専門部会へご説明し、ご意見を踏まえたうえで調査を行ってまい

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ８.３ 水生生物の調査等に関する流れ 


